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論
文
要
旨

　

本
稿
で
は
、
近
世
の
朝
廷
で
、
天
皇
や
上
皇
、
女
院
に
仕
え
た
︿
御
児
﹀
に

つ
い
て
扱
う
。

　
︿
御
児
﹀
に
つ
い
て
の
研
究
は
十
分
で
は
な
い
。︿
御
児
﹀
は
元
服
前
の
幼
い

公
家
の
子
弟
が
御
所
の
︿
奥
﹀
に
出
仕
し
た
。

　

筆
者
は
ま
ず
、
一
八
世
紀
前
半
の
有
職
故
実
書
﹃
光
台
一
覧
﹄
の
記
述
に
つ

い
て
検
討
し
た
。

　

近
世
初
頭
に
、
女
中
や
院
に
養
わ
れ
て
い
た
元
服
前
の
公
家
の
子
弟
は
、
幕

府
か
ら
役
料
を
与
え
ら
れ
公
認
さ
れ
、︿
御
児
﹀
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

次
に
筆
者
は
、︿
御
児
﹀
の
一
覧
を
作
成
し
た
。︿
御
児
﹀
は
新
家
、
外
様
小

番
に
属
す
る
家
か
ら
多
く
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
出
世
コ
ー
ス
か
ら
は
外
れ

て
い
っ
た
。
但
し
、︿
御
児
﹀
は
近
習
小
番
衆
や
そ
の
他
の
廷
臣
よ
り
も
、
天

皇
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
だ
っ
た
。

　
︿
御
児
﹀
は
天
皇
・
関
白
・
武
家
伝
奏
・
議
奏
の
合
意
︵
朝
議
︶
の
う
え
で

採
用
さ
れ
た
が
、
そ
の
人
選
は
奥
向
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
い
た
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻ 

御
児　

一
覧　
﹃
光
台
一
覧
﹄　

役
料　
︿
奥
﹀︼

は
じ
め
に

　

近
世
の
朝
廷
に
は
、
天
皇
や
上
皇
等
に
仕
え
る
︿
御お

ち

児ご

﹀︶
1
︵

が
い
た
。
天
皇
と

公
家
衆
の
間
を
取
り
次
い
だ
議
奏
の
日
記
に
も
﹁
以
児
﹂
天
皇
へ
奏
上
す
る
、

等
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
朝
廷
運
営
上
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
但
し
︿
御
児
﹀
は
朝
廷
の
作
成
し
た
公
式
成
員
リ
ス
ト
で
あ
る
﹁
補

略
︶
2
︵

﹂
や
﹃
公
卿
補
任
﹄﹃
諸
家
伝
﹄、
民
間
書
肆
が
発
行
し
た
名
鑑
で
あ
る
公
家

鑑
︶
3
︵

に
は
記
載
さ
れ
ず
、
そ
の
実
態
に
は
不
明
な
点
が
多
い
。
ま
ず
先
行
研
究
で

の
評
価
を
み
て
お
き
た
い
。

　

風
俗
史
家
の
櫻
井
秀し

げ
るは
、
近
世
の
随
筆
や
公
家
日
記
か
ら
︿
御
児
﹀
の
記
述

を
摘
記
し
、
河
鰭
家
所
蔵
﹁
親
王
小
児
被
召
出
留
﹂
を
も
と
に
東
宮
児
の
出
仕

か
ら
暇
ま
で
を
概
説
し
て
い
る︶

4
︵

。
ま
た
摂
家
・
門
跡
寺
院
に
お
け
る
︿
御
児
﹀

の
存
在
に
も
触
れ
て
い
る
が
、
主
眼
は
堂
上
の
童
形
装
束
に
つ
い
て
で
あ
り
、

︿
御
児
﹀
自
体
に
つ
い
て
は
概
説
に
留
ま
っ
て
い
る
。

近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
〈
御
児
〉
に
つ
い
て

林
　
　
　
大
　
樹
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右
記
史
料
の
所
蔵
者
で
あ
る
河
鰭
実
英
は
三
条
実
美
の
四
男
で
大
正
天
皇
の

侍
従
を
勤
め
て
い
た
。
ま
た
服
飾
を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
あ
り
、
い
く
つ
か

の
論
稿
中
に
︿
御
児
﹀
に
つ
い
て
端
的
か
つ
的
確
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。

公
家
衆
の
小
年
︵
但
し
摂
家
と
か
清
華
と
か
、
大
臣
家
と
い
う
よ
う
な
上

級
の
公
家
衆
の
小
年
で
は
な
く
て
、
俗
に
平ヒ

ラ

公
家
即
ち
諸
家
堂ド

ウ

上ジ
ョ
ウ

方
と

い
う
方
の
小
年
︶
は
禁
中
の
奥
即
ち
将
軍
家
で
い
う
な
ら
ば
大
奥
に
勤
仕

し
て
表
と
奥
と
の
御
用
の
連
絡
を
し
た
。
奥
は
男
禁
制
の
場
所
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
小
年
は
ま
た
天
皇
の
側
近
に
侍
す
る
も
の
で
小チ

児ゴ

と
か
児チ

ゴ

と

記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。︵
家
蔵
の
記
録
、
天
保
八
年
二
月
親
王
小

児
被
召
出
留
の
表
紙
に
は
小
児
と
記
し
、
本
文
中
に
は
東
宮
児
寿
賀
丸
と

記
し
て
あ
る
。︶
要
す
る
に
児チ

ゴ

は
天
皇
の
児
と
東
宮
即
ち
皇
太
子
の
児
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
東
宮
の
児
は
御
学
友
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
黒
い
総フ

サ

の

付
い
て
い
る
白
い
袴
を
夏
冬
共
に
着
用
し
、
上
方
に
は
冬
は
赤
に
金
糸
や

色
糸
で
美
し
い
花
の
絞
様
、
長
袖
の
衣
服
を
着
用
し
、
夏
は
帷
子
で
秋
草

の
文
様
な
ど
す
ず
し
そ
う
な
文
様
の
着
物
を
着
用
し
て
い
た
。
髪
風
は
稚

児
輪
︵
頭
上
に
高
く
左
右
に
輪
を
作
っ
た
も
の
︶
で
あ
っ
た
が
、
男
の
子

で
あ
っ
た
か
ら
そ
の
各
の
輪
は
三
角
形
に
近
い
輪
で
あ
っ
た
。
こ
の
姿
を

呼
ん
で
童ト

ウ

形ギ
ョ
ウ

姿ス
カ
タと

呼
ぶ
。︵
拙
著
有
職
故
実
図
鑑
参
照︶

5
︵

︶

オ
チ
ゴ
サ
ン　

御
兒
様
と
記
す
。
諸
家
堂
上
の
小
年
及
び
宮
中
に
出
仕
し

て
天
皇
側
近
の
御
用
を
な
し
、
或
は
皇
太
子
の
朋
友
と
な
っ
て
い
た
小

年
。
即
ち
表
か
ら
奥
へ
出
入
す
る
事
の
出
来
る
小
年
で
あ
る
。
冬
は
真
紅

の
花
文
様
の
服
を
着
し
白
い
袴
を
は
い
た
小
年
。
そ
の
小
年
は
稚ち

子ご

髷わ
げ

と

い
う
三
角
形
の
ワ
ゲ
を
左
右
相
接
し
て
い
る
ワ
ゲ
で
あ
る
。︵
中
略
︶
明

治
時
代
及
大
正
初
期
ま
で
か
か
る
小
年
が
侍
従
職
出
仕
の
名
の
下
に
奉
仕

し
て
い
た
。
通
常
の
日
は
銀
ボ
タ
ン
の
小
年
用
︵
但
し
ヅ
ボ
ン
は
長
い
︶

の
服
を
着
し
、
礼
式
の
日
に
は
金
ボ
タ
ン
で
手
首
だ
け
真
紅
色
の
裂き

れ

の
二

寸
程
附
い
た
服
を
着
し
て
い
た
。
勿
論
ヅ
ボ
ン
は
長
か
っ
た
。
筆
者
の
体

験
に
よ
る︶

6
︵

。

　
︻
図
１

︼
は
﹃
有
職
故
実
図
鑑
﹄
に
載
る
童
装
束
で
あ
る︶

7
︵

。︿
御
児
﹀
は
小
袖
・

長ち
ょ
う

絹け
ん

を
着
て
、
髪
型
は
稚
児
髷わ

げ

に
し
、
手
に
は
雪ぼ

ん

洞ぼ
り

扇
︵
図
は
誤
っ
て
末
広

で
描
か
れ
て
い
る
︶
を
持
っ
た
。

　

ま
た
山
口
和
夫
は
天
皇
外
戚
で
あ
る
八
条
隆た

か

英て
る

等
を
取
り
上
げ
、
稚
児
↓
近

習
↓
議
奏
↓
院
伝
奏
と
い
う
﹁
天
皇
・
院
の
側
近
﹂
へ
と
昇
進
し
た
﹁
稚
児
﹂

の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る︶

8
︵

。
仙
波
ひ
と
み
は
近
世
の
有
職
故
実
書
や
近
代
の
回

顧
録
等
か
ら
﹁
兒
﹂
に
関
す
る
記
述
を
抽
出
し
、
歴
代
﹁
兒
﹂
を
多
く
輩
出
し

た
家
の
存
在
と
、
大
原
重し

げ

徳と
み

・
東
久
世
通み

ち

禧と
み

等
、
幕
末
に
お
け
る
﹁
兒
﹂
出
身

者
の
政
治
的
活
躍
を
指
摘
し
た︶

9
︵

。
村
和
明
は
﹁
堂
上
公
家
の
近
世
的
履
歴
﹂
の

初
発
の
一
例
と
し
て
﹁
児
﹂
を
捉
え
て
い
る︶

10
︵

。
そ
の
他
、︿
御
児
﹀
か
ら
の
新

家
取
立
事
例
の
紹
介︶

11
︵

や
、
役
に
対
す
る
﹁
児
料
﹂
の
存
在︶

12
︵

、﹁
児
﹂
が
奥
向
唯

一
の
男
性
構
成
員
で
あ
る
こ
と︶

13
︵

等
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

摂
家
を
除
く
堂
上
公
家
衆
は
六
～
一
〇
名
ほ
ど
毎
日
交
代
で
禁
裏
御
所
へ
伺

候
す
る
禁
裏
小こ

番ば
ん

を
担
っ
て
い
た
が
、寛
文
三
年
︵
一
六
六
三
︶
従
来
の
内
々
・

外
様
各
小
番
に
加
え
て
よ
り
天
皇
の
身
近
に
侍
る
近
習
小
番
が
新
設
さ
れ
た
。

近
習
は
天
皇
・
関
白
・
武
家
伝
奏
ら
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
て
い
た
が︶

14
︵

、︿
御
児
﹀
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は
一
四
、
五
歳
で
元
服
す
る
と
即
時
に
近
習
小
番
入
り
す
る
慣
例
と
な
っ
て
い

た
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
は
、︿
御
児
﹀
＝
側
近
中
の
側
近
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱

き
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
検
討
を
要
す
る
。

　

河
鰭
の
記
述
に
出
て
く
る
侍
従
職
出
仕
は
禁
中
児
の
職
務
を
引
き
継
い
だ
も

の
で
、
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
内な

い

豎じ
ゅ

、
明
治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶
侍
従
職

出
仕
と
改
称
さ
れ
た︶

15
︵

。
一
〇
代
前
半
の
公
家
華
族
の
子
弟
か
ら
選
ば
れ
、
一
日

二
名
ず
つ
計
四
名
が
交
代
で
明
治
宮
殿
に
出
仕
し
、﹁
御
内
儀
﹂
の
女
官
と
﹁
表

御
座
所
﹂
の
侍
従
と
を
取
り
次
ぎ
、
天
皇
の
日
常
生
活
に
奉
仕
し
た
。
但
し

﹁
表
﹂
で
の
儀
式
や
拝
謁
、
政
治
的
な
会
議
等
に
は
同
席
せ
ず
、
普
段
は
簡
単

な
掃
除
等
の
小
用
を
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
居
眠
り
・
イ
タ
ズ
ラ
等
、
子
供
ら
し

い
失
敗
を
し
で
か
し
天
皇
か
ら
叱
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
一
五
、
六

歳
に
な
る
と
正
式
な
侍
従
と
な
る
か
引
退
す
る
か
選
べ
た
と
い
う
が
、
殆
ど
は

侍
従
と
な
ら
ず
に
宮
仕
え
を
辞
し
て
い
る
。
大
正
一
〇
年
︵
一
九
二
一
︶
一
〇

月
七
日
、
宮
内
省
官
制
改
正
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た︶

16
︵

。

　

ま
た
江
戸
幕
府
の
場
合
、﹁
奥
﹂
に
お
け
る
将
軍
の
日
常
生
活
は
旗
本
役
の

小
性
衆
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
政
務
に
は
一
切
関
わ
ら
ず
、
栄
誉
職

的
な
面
が
あ
っ
た
と
い
う︶

17
︵

。
但
し
、
元
服
後
に
出
仕
し
既
に
成
人
し
て
い
る
点

で
︿
御
児
﹀
と
大
き
く
異
な
る
。

　

近
世
の
禁
裏
御
所
は
紫
宸
殿
等
の
国
家
的
儀
礼
︵
朝
儀
︶
の
場
で
あ
る

﹁
表
﹂、
天
皇
の
生
活
空
間
で
あ
る
﹁
奥
﹂︵
御
内
儀
︶、
財
政
を
管
理
す
る
﹁
口く

ち

向む
き

﹂
に
わ
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る︶

18
︵

。
こ
の
う
ち
﹁
奥
﹂
に
は
、
江
戸
城
の
﹁
奥
﹂

︵
い
わ
ゆ
る
中
奥
︶
に
あ
た
る
空
間
︵
本
稿
で
は
︿
奥
﹀
と
す
る
︶
と
、
大
奥

に
あ
た
る
後
宮
と
が
、
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
い
が
わ
か
れ
て
い
た
︵︻
図

２

︼︶。︿
奥
﹀
に
は
定
例
の
行
事
︵
読
書
始
・
歌
会
等
︶
や
天
皇
と
公
卿
と
の

対
面
が
行
わ
れ
た
御
学
問
所︶

19
︵

、
天
皇
が
日
常
起
居
す
る
常

つ
ね
の

御ご

殿て
ん

及
び
そ
の
一
室

に
あ
た
る
御
小
座
敷
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
後
述
す
る
が
、︿
御
児
﹀
た
ち
は
後

【図１】　童形尋常夏服姿（左）と同冬服姿（右）
河鰭実英編『有職故実図鑑』（東京堂出版，1971）より
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宮
で
生
活
し
、︿
奥
﹀
で
の
み
天
皇
に
奉
仕
し
て
い
た
。
活
動
場
所
が
限
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
雑
用
に
従
事
し
た
こ
と
、
政
治
に
関
与
し
な
い
こ
と
等
、︿
御

児
﹀
と
侍
従
職
出
仕
・
幕
府
小
性
衆
と
の
共
通
点
は
多
く
、
時
代
・
場
所
の
違

い
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、︿
御
児
﹀
の
活
動
内
容
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、︿
御
児
﹀
の
起
源
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、諸
史
料
か
ら
︿
御
児
﹀

の
補
任
事
例
を
抽
出
し
、
そ
の
選
定
基
準
︵
家
格
・
親
疎
等
︶
を
検
討
す
る
。

ま
た
役
料
給
付
に
つ
い
て
も
再
検
討
し
、
具
体
的
な
業
務
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
近
世
の
朝
廷
に
お
け
る
︿
御
児
﹀
の
存
在
意
義
・
性
格
を
考
察
し

た
い
。一

　〈
御
児
〉
の
概
要

１
　『
光
台
一
覧
』

　
﹃
光
台
一
覧
﹄
は
朝
廷
・
公
家
社
会
・
対
幕
府
交
渉
に
関
す
る
有
職
書
で
、

奥
書
に
は
﹁
光
台
一
覧
五
巻
、
雖
最
賢
恐
多
御
事
也
、
宮
中
殿
上
之
沙
汰
因
深

切
之
執
心
、
不
顧
後
難
令
書
記
之
候
、
曾
不
才
悪
筆
人
之
嘲
、
又
所
憚
也
、
努
々

不
可
有
他
見
、
不
可
話
談
者
也
﹂
と
あ
り
、﹁
閑
院
冬
嗣
公
二
十
六
代
正
統
／

勧
修
寺
従
一
位
故
内
大
臣
晴
豊
公
御
男
／
伊
達
讃
岐
守
豊
房
朝
臣
曽
孫　

伊
達

隠
士
某
﹂︵
史
料
引
用
中
の
／
は
改
行
。
以
下
同
︶
に
よ
る
著
作
と
さ
れ
て
い

る
。
元
文
二
年
︵
一
七
三
七
︶
に
没
し
た
中
御
門
上
皇
を
﹁
中
御
門
院
﹂
の
追

号
で
記
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
以
降
の
成
立
で
あ
る
。
延
享
二
年
︵
一
七
四
五
︶

【図２】　禁裏御所の表・〈奥〉・後宮・口向
「寛政度御造営内裏平面図」（藤岡通夫『新訂京都御所』中央公論美術出版，1987）に加筆
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﹁
藤
原
賀
生
拝
書
﹂
と
す
る
写
本
が
流
布
し
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
所

蔵
本
の
み
﹁
伊
達
隠
士
﹂
を
﹁
隠
士
伊
達
玄
庵
﹂
と
記
す︶

20
︵

。
玄
庵
・
賀
生
に
つ

い
て
は
不
詳
だ
が
、
内
容
は
詳
細
で
、
各
所
に
実
際
に
や
り
と
り
さ
れ
た
文
書

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
勧
修
寺
晴
豊
︵
一
五
四
四
～
一
六
〇
二
︶
の
三
男
は
初

め
行
源
と
号
し
﹁
愛
宕
大
善
院
﹂︵
現
在
の
京
都
愛
宕
神
社
︶
に
入
寺
し
た
が

還
俗
、
武
士
と
な
り
﹁
伊
達
讃
岐
守
﹂
と
称
し
た
と
い
う
︵﹁
勧
修
寺
家
譜
﹂

東
大
史
料
所
蔵
︶。
元
和
五
年
︵
一
六
一
九
︶
一
一
月
一
二
日
に
没
し
て
い

る
︶
21
︵

。
娘
は
淀
城
主
永
井
家
家
臣
松
山
八
郎
兵
衛
に
嫁
ぎ
主
水
を
産
ん
で
い
る︶

22
︵

。

ま
た
、
仙
台
伊
達
家
か
ら
松
平
忠
輝
に
付
属
さ
れ
た
伊
達
讃
岐
守
光
之

0

0

と
同
一

人
物
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る︶

23
︵

。
京
極
宮
家
に
仕
え
た
有
職
故
実
家

速
水
房
常
の
よ
う
に
、
玄
庵
も
曽
祖
父
の
浪
人
後
代
々
京
都
に
住
み
、
武
家
伝

奏
や
議
奏
等
の
堂
上
家
に
出
入
り
し
有
職
故
実
家
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
一
八
世
紀
前
半
、
桜
町
天
皇
・
徳
川
吉
宗
期
の
公
家
社
会
の
認
識
を
知
る

こ
と
の
で
き
る
史
料
と
い
え
る
。

︻
史
料
一
︼﹃
光
台
一
覧
﹄
巻
之
二︶

24
︵

︵
丸
数
字
は
後
述
の
説
明
と
対
応
︶

︵
前
略
︶
是
等
は
皆
長
橋
殿
御
預
り
女
中
也
、
①
扨
又
天
子
御
側
ち
か
く

御
児

3

3

を
召
仕
は
る
ゝ
事
あ
り
、
廿
石
に
御
仕
着
を
下
さ
る
、
是
も
長
橋
殿

御
預
り
御
世
話
物
な
り
、
凡
局
方
は
長
橋
殿
家
領

3

3

地
方
二
百
石
余
、
勢
沢

山
、
典
侍
方
よ
り
内
侍
方
百
五
十
石
な
り
、
百
石
よ
り
少
知
は
無
之
、
皆

地
方
に
て
拝
領
物
な
り
、
其
の
上
官
途
の
余
勢
御
配
り
物
拝
領
物
多
く
有

之
、
勝
手
能
也
、

②
御
児

3

3

は
不
勝
手
な
り
、
然
る
に
女
中
御
傍
輩
様
方
、
多
く
月
に
一
度
二

度
の
御
灸
下
り
或
は
御
神
事
負
又
は
故
障
な
と
の
御
里
下
り
、
万
端
時
々

節
々
の
音
信
贈
答
に
失
墜
多
く
、
里
元
よ
り
入
た
て
無
之
候
へ
は
難
相
続

に
付
、
御
児
に
出
す
事
を
好
さ
る
事
な
り
し
か
、
③
首
尾
よ
く
勤
課
す
れ

ば
元
服
し
て
新
規
に
公
家
一
軒
御
取
立
成
さ
れ
、
三
十
石
に
三
人
扶
持
之

切
米
拝
領
し
、
従
三
位
を
先
途
官
に
し
て
一
家
立
事
な
り
、
④
又
才
智
博

学
書
筆
弁
口
よ
き
仁
は
其
器
量
を
撰
ひ
出
さ
れ
、
役
付
抔
し
て
大
中
納
言

に
歴
任
し
、
百
石
二
百
石
の
領
知
拝
領
の
と
も
か
ら
も
侭
あ
る
事
な
れ
と

も
、
⑤
末
子
を
院
家
の
弟
子
に
つ
か
は
し
沙
門
に
な
さ
ん
よ
り
は
少
々
の

入
た
て
し
て
御
奉
公
に
出
さ
れ
た
る
事
な
り
し
か
、
⑥
近
年
は
新
家
御
取

立
之
事
関
東
に
御
不
得
心
之
気
色
御
沙
汰
有
之
、
天
子
の
御
心
に
も
任
か

た
く
、
其
上
末
た
の
み
な
き
御
奉
公
な
れ
は
、
親
も
と
よ
り
入
た
て
し
て

御
奉
公
に
出
す
事
を
望
ま
す
、
⑧
惣
領
の
嫡
子
は
御
児
を
ひ
さ
し
く
勤
ぬ

れ
は
叙
爵
延
引
し
官
途
後
れ
候
事
を
い
と
ひ
て
、
御
児
に
出
す
人
無
之
な

り
、﹁︵

頭
書
︶

十
七
八
才
比
ま
て
御
児
に
て
召
仕
は
る
ゝ
故
、
官
途
延
引
す
る
な

り
﹂︵
後
略
︶

　
﹃
光
台
一
覧
﹄
の
説
明
に
よ
る
と
、︿
御
児
﹀
は
①
勾こ

う

当と
う

内な
い

侍し

︵
長
橋
局
︶
の

預
か
り
で
、
役
料
二
〇
石
と
装
束
が
支
給
さ
れ
る
。
役
得
の
多
い
勾
当
内
侍
と

違
い
②
音
信
・
贈
答
等
で
生
計
が
苦
し
く
、
実
家
か
ら
の
援
助
が
必
須
で
忌
避

さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
③
勤
め
方
次
第
で
元
服
後
に
三
〇
石
三
人
扶
持
・
極
位
従

三
位
の
新
家
取
立
の
可
能
性
も
あ
り
、
④
能
力
次
第
で
﹁
役
付
﹂︵
武
家
伝
奏
・

議
奏
等
︶
し
て
納
言
ま
で
昇
進
し
、
知
行
取
と
な
る
こ
と
も
稀
に
あ
る
。
⑤
次

男
以
下
を
出
家
さ
せ
院い

ん

家げ

︵
門
跡
寺
院
等
に
付
属
す
る
子
院
、
及
び
そ
の
主
︶
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と
す
る
よ
り
は
費
用
は
か
か
っ
て
も
︿
御
児
﹀
と
し
て
き
た
。
し
か
し
⑦
﹁
近

年
﹂
は
幕
府
が
新
家
取
立
を
承
知
せ
ず
、
天
皇
の
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
。
⑧

跡
継
ぎ
の
嫡
男
は
︿
御
児
﹀
に
な
れ
ば
官
位
昇
進
が
遅
れ
る
の
で
出
仕
す
る
者

も
い
な
い
、
と
い
う
。

　

以
下
、
挙
げ
ら
れ
た
諸
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

２
　
近
世
前
期
の
〈
御
児
〉

　

室
町
期
に
整
備
さ
れ
た
禁
裏
小
番
制
は
、
公
家
の
在
国
・
絶
家
の
増
加
等
に

よ
り
元
服
前
の
若
年
者
も
加
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
田
中
暁
龍
の
ま
と
め︶

25
︵

に

よ
る
と
、
長
享
二
年
︵
一
四
八
八
︶
の
鷲
尾
伊
佐
々
丸
隆
康
︵
四
歳
︶、
慶
長

四
年
︵
一
五
九
九
︶
の
高
倉
千
地
丸
永
慶
︵
九
歳
︶、
同
一
二
年
の
竹
屋
竹
丸

光
長
︵
一
二
歳
︶
等
の
稚
児
が
元
服
前
か
ら
小
番
に
出
仕
し
て
い
た
。
ま
た
後

世
の
史
料
に
よ
る
も
の
の
、
後
陽
成
天
皇
︵
在
一
五
八
六
～
一
六
一
一
︶
の
頃

か
ら
小
番
出
仕
が
一
五
歳
以
上
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

︻
史
料
二
︼﹁
宣
順
卿
記︶

26
︵

﹂
慶
安
四
年
︵
一
六
五
一
︶
二
月
一
〇
日
条

十
日
、
当︵

中
御
門
︶家

近
臣
︽
当
時
内︵

小
番
︶々

ト
云
︾
之
事
、
自
故
大︵

中
御
門
︶

納
言
殿
資
胤
卿

　
　
　

、
子

細
ハ

故
大︵

中
御
門
︶

納
言
殿
尚
良
卿

　
　
　

自
幼
少
︽
九
才
童
形
︾
昼
夜
依
召
仕
也
︽
本︵

後
水
尾
︶院

御

三
才
ヨ
リ
︾ 

︵︽　

︾
内
は
割
注
。
以
下
同
︶

︻
史
料
三
︼﹃
時
慶
卿
記
﹄
慶
長
九
年
︵
一
六
〇
四
︶
九
月
一
四
日
条︶

27
︵

十
四
日　

天
晴
、︵
中
略
︶

一
、
金︵

金
千
世
︶、親︵

後
水
尾
︶

王
御
方
へ
奉
公
分
也
、
御
樽
二
荷
三
種
進
上
候
、
今
夜
ハ
則

泊
候
、
息
女
糸
馳
走
也
、
女︵

近
衛
前
子
︶

御
殿
・
政︵

近
衛
信
尹
母
︶

所
殿
へ
申
入
、
女︵

新
上
東
門
院
︶

院
御
所
ヘ
モ

内
々
申
入
候
、︵
後
略
︶

　

慶
長
三
年
︵
一
五
九
八
︶
一
二
月
、
中
御
門
宣
隆
︵
の
ち
尚
良
、
九
歳
︶
が

従
五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
後
陽
成
天
皇
の
三
宮
︵
の
ち
の
後
水
尾

天
皇
、
当
時
三
歳
︶
に
童
形
で
出
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
慶
長

九
年
九
月
、
西
洞
院
時
慶
の
次
男
金
千
世
︵
の
ち
金
丸
、
平
松
時と

き

庸つ
ね

、
六
歳
︶

は
儲
君
政
仁
親
王
︵
後
水
尾
︶
御
所
へ
定
期
的
に
宿
直
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

後
水
尾
は
慶
長
五
年
に
儲
君
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
が
、
中
御
門
と
平
松

は
の
ち
の
東
宮
児
の
原
型
と
言
え
る
。

　

元
和
八
年
︵
一
六
二
二
︶
八
月
二
三
日
、
前
右
大
臣
花
山
院
定
熙
の
孫
定さ

だ

逸と
し

︵
一
三
歳
︶
が
元
服
し
た
際
、
後
水
尾
天
皇
の
勅
旨
に
よ
り
新
家
を
興
し
野
宮

と
号
し
た︶

28
︵

。
定
逸
は
﹁　

院
︵
後
水
尾
︶様

御
部
屋
衆
上
り
也︶

29
︵

﹂
と
さ
れ
、
後
水
尾
の
天
皇

在
位
中
に
禁
中
児
を
勤
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
寛
永
三
年
︵
一
六
二

八
︶
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城
行
幸
の
行
列
中
、
手
輿
に
乗
る
﹁
き︵

禁

裏

︶

ん
里　

御︵

御

女

中

方

︶

ち
よ
ち
う
か
た
﹂
の
内
に
﹁
お︵

御
児
︶

ち
こ
﹂
計
七
名
の
記
載
が
あ
り
、﹁
女︵

中
和
門
院
︶

院
様

女
中
衆
﹂
に
も
﹁
お
ち
こ
﹂
一
名
が
随
行
し
て
い
る︶

30
︵

。

　

東
福
門
院
和
子
付
武
家
天
野
長
信
の
職
務
記
録
で
あ
る
﹁
大
内
日
記
﹂
の
寛

永
一
二
年
︵
一
六
三
五
︶
一
二
月
六
日
条
に
は
幕
府
か
ら
の
﹁
寛
永
十
一
年
分
﹂

の
配
当
米
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
﹁
百
弐
拾
石
者　

御
児
達
八

人
之
御
配
当
﹂
と
さ
れ
て
お
り
、
一
人
あ
た
り
一
五
石
と
な
る
。
仙
洞
︵
後
水

尾
︶
の
︿
御
児
﹀
は
別
の
箇
所
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
八
名
は
禁
裏
︵
明
正

天
皇
︶
に
仕
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
年
東
福
門
院
女
中
の
子

下
津
琳
徳
が
六
歳
で
女
院
に
童
形
出
仕
し
て
い
る
が
、
同
二
〇
年
一
四
歳
の
時
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に
女
院
か
ら
武
家
と
な
る
か
公
家
と
な
る
か
を
問
わ
れ
、
徳
丸
と
号
し
後
水
尾

上
皇
に
出
仕
、﹁
小
児
料
﹂
三
〇
石
三
人
扶
持
を
拝
領
し
た
と
い
う
。
徳
丸
は

翌
年
女
院
執
奏
に
よ
り
新
家
取
立
と
な
り
、
元
服
し
東
久
世
通み

ち

廉か
ど

と
名
乗
っ

た
︶
31
︵

。
院
の
﹁
小
児
科
﹂
を
拝
領
す
る
ま
で
は
幕
府
か
ら
は
無
給
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
石い

わ

井い

家
初
代
当
主
行
豊
は
承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
二
歳
の
と

き
叔
母
で
東
福
門
院
上
臈
の
西
洞
院
行
子
︵
石
井
局
︶
に
引
き
取
ら
れ
、
元
服

後
新
家
取
立
を
許
さ
れ
て
お
り
︵﹁
石
井
家
譜
﹂
東
大
史
料
所
蔵
︶、
院
中
児
か

女
院
児
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

同
じ
配
当
米
の
内
、﹁
九
百
九
拾
石
者　

院
参
之
御
公
家
衆
廿
八
人
之
配
当
﹂

と
さ
れ
て
お
り
、
後
水
尾
院
参
衆
は
一
人
あ
た
り
三
〇
石
三
人
扶
持
を
幕
府
か

ら
支
給
さ
れ
て
い
た
。
堂
上
新
家
に
は
蔵
米
三
〇
石
三
人
扶
持
の
家
が
多
く
、

﹁
小
児
科
﹂
を
家
領
と
し
て
取
立
て
ら
れ
た
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
在
京

幕
府
役
人
に
よ
っ
て
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
編
纂
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
﹃
雲

上
当
時
鈔︶

32
︵

﹄
の
﹁
御オ

取ト
リ

立タ
テ

新
家
之
事
﹂
に
は
﹁
御
取
立
と
云
は
、
其
ノ
御
代
、

諸
家
の
次
男
或
は
庶
子
等
、
童
躰
の
間
、
殿
上
に
勤
仕
あ
り
て
、
御
奉
公
の
労

に
よ
り
て
、
其
ノ
本
家
の
古
例
を
引
給
ひ
て
、
新
タ
に
一
家
御
取
立
あ
る
を
云

也
﹂
と
あ
り
、
後
水
尾
か
ら
東
山
天
皇
期
に
か
け
て
取
立
て
ら
れ
た
梅
小
路
・

風
早
・
町
尻
・
岡
崎
・
芝
山
・
園
池
・
池
尻
・
桜
井
・
豊
岡
・
高
丘
・
清
岡
・

堤
・
東
久
世
・
長
谷
・
外
山
・
桑
原
・
石
野
・
穂
波
・
六
角
・
錦
織
・
交
野
・

石
山
・
山
井
・
入
江
・
北
小
路
︵
名
家
︶・
沢
・
大
原
・
藤
井
・
高
松
・
八
条

の
三
〇
家
を
挙
げ
て
い
る
。
取
立
経
緯
の
不
明
な
家
も
あ
る
が
、
多
く
は
︿
御

児
﹀
か
ら
の
取
立
で
あ
る
。
こ
の
他
、
明
暦
三
年
︵
一
六
五
七
︶
一
三
歳
で
元

服
し
た
萩
原
員か

ず

従よ
り

も
、
萩
原
家
の
養
子
と
な
る
前
は
後
西
天
皇
の
禁
中
児
を
勤

め
て
い
た
と
い
う︶

33
︵

。

　

大
幅
に
規
模
を
縮
小
し
て
い
た
朝
廷
は
、
近
世
の
統
一
政
権
の
支
援
に
よ
り

再
編
が
進
め
ら
れ
た
。
近
世
初
頭
は
、
禁
裏
・
仙
洞
・
女
院
等
群
立
す
る
御
所

に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
、
公
家
の
子
弟
が
積
極
的
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た︶

34
︵

。
新

家
取
立
・
旧
家
再
興
に
先
立
ち
、
未
成
年
者
は
︿
御
児
﹀
と
し
て
登
用
さ
れ
、

元
服
後
は
院
参
衆
あ
る
い
は
堂
上
新
家
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
。
朝
廷
構
成

員
の
増
加
に
よ
っ
て
小
番
出
仕
年
齢
の
下
限
も
定
ま
り
、
未
元
服
の
出
仕
者
を

︿
御
児
﹀
と
し
て
区
別
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３
　〈
御
児
〉
一
覧

　
︻
表
︼
は
、﹁
執
次
詰
所
日
記
﹂
か
ら
役
職
の
任
免
等
の
記
事
を
抄
出
し
た
﹁
禁

裏
詰
所
日
記
部
類
目
録︶

35
︵

﹂
や
、
明
治
初
年
に
各
華
族
が
明
治
政
府
へ
提
出
し
た

家
譜︶

36
︵

、
日
記
・
記
録
類
か
ら
︿
御
児
﹀
の
任
免
を
ま
と
め
た
一
覧
表
で
あ
る
。

史
料
の
残
存
状
況
か
ら
、
初
期
を
中
心
に
不
明
な
点
も
多
い
。
律
令
官
・
令
外

官
を
ま
と
め
た
﹃
公
卿
補
任
﹄﹃
職
事
補
任
﹄
等
は
古
く
か
ら
朝
廷
に
よ
っ
て

公
式
に
書
き
継
が
れ
、
近
世
中
後
期
に
は
武
家
伝
奏
・
議
奏
・
近
習
小
番
・
禁

中
諸
奉
行
等
の
役
職
就
任
者
も
私
的
に
リ
ス
ト
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
上
皇
に
仕
え
る
院
参
衆
に
至
っ
て
は
公
家
鑑
に
掲
載
さ
れ
、
毎
年
更
新
さ

れ
て
い
た
。︿
御
児
﹀
に
関
し
て
は
こ
の
よ
う
な
一
覧
表
は
管
見
の
限
り
見
当

た
ら
ず
、
通
時
的
な
把
握
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る︶

37
︵

。

　

基
本
的
に
は
禁
裏
に
二
名
、
仙
洞
・
東
宮
に
一
名
ず
つ
い
た
。
女
院
・
中
宮
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【表】　〈御児〉一覧
№ 名　　　前 幼　名 叙爵年月日〈齢〉 任命年月日〈齢〉 天皇 退任年月日〈齢〉 元服年月日〈齢〉 前任 後　　　任 備　考 家格等 経　歴
1 西洞院（平松） 時興（時庸） 金丸 慶長12年（1607）〈9〉正.15 慶長16年（1611）〈13〉? 後水尾 慶長18年（1613）〈15〉? 慶長18年（1613）〈15〉2.23 東宮児? 元服・昇殿・従五位上侍従? 次男、新家取立 半旧内近知 東児
2 花山院（野宮） 定逸 元和6年（1620）〈11〉3.3 ?（16??）〈 〉 後水尾 元和8年（1622）〈13〉? 元和8年（1622）〈13〉8.23 ? 元服・昇殿・禁色・兵部大輔・新家取立? 新家取立、「五人衆」 清旧内一知 武・院
3 ? ? ? 明正 ? ?

4 中院（愛宕） 通福 ヤス丸 寛永20年（1643）〈9〉6.16 ?（164?）〈 〉 後光明 正保4年（1647）〈13〉9.20 正保4年（1647）〈13〉9.20 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 新家取立、初期近習、元服
時中院通純猶子 臣旧内非知 近・議・院

5 勧修寺（海住山・穂波） 経尚 承応元年（1652）〈7〉10.26 ?（165?）〈 〉 後西 万治元年（1658）〈13〉? 万治元年（1658）〈13〉4.23 ? 元服・昇殿・従五位上左兵衛権佐? 次男、新家取立 名旧内九知 五

6 富小路 信成→萩原 員従 明暦元年（1655）〈11〉
12.15 ?（16??）〈 〉 後西 ?（16??）〈 〉 明暦3年（1657）〈13〉11.2 ? 元服・昇殿・右衛門佐 次男、明暦3.10/28養子、

新家取立 半新内近知 院

7 松木 宗顕 寛文2年（1662）〈5〉正.5 寛文5年（1665）〈8〉? 霊元 寛文10年（1670）〈13〉? 寛文10年（1670）〈13〉3.18 ? 元服・昇殿・正五位下侍従? 東山外戚（叔父）、寛文
5.3/16従五位上（童形） 羽旧内一知 近・頭・院

8 西郊→武者小路 実陰 寛文8年（1668）〈8〉9.28 寛文8年（1668）〈8〉? 霊元 延宝2年（1674）〈14〉? 延宝2年（1674）〈14〉5.21 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 養子 羽新外非知 近・議
9 葉川 基信（石山 師香） 延宝5年（1677）〈9〉 ?（167?）〈 〉 霊元 天和2年（1682）〈14〉? 天和2年（1682）〈14〉12.29 ? 元服・昇殿・侍従 新家取立 羽新内一蔵

10 西洞院 時光 延宝8年（1680）〈7〉12.23 貞享元年（1684）〈11〉6 霊元 貞享3年（1686）〈13〉? 貞享3年（1686）〈13〉閏
3.26 召出 元服・昇殿・侍従? 次男、貞享元年兄没 半旧内近知

11 藤谷 相孝→竹内 惟永 安丸 貞享元年（1684）〈6〉正.5 ?（168?）〈 〉 東山 元禄5年（1692）〈14〉? 元禄5年（1692）〈14〉11.27 ? 元服・昇殿・弾正大弼 次男、養子 羽新外鷹知 院
12 三室戸→北小路 徳光 友丸 元禄9年（1696）〈14〉7.5 ?（16??）〈 〉 東山 元禄10年（1697）〈15〉? 元禄10年（1697）〈15〉2.16 ? 元服・昇殿・侍従 次男、新家取立、叙爵遡及 名新外近蔵 近・東
13 武者小路 公野 重丸→虎丸 元禄6年（1693）〈6〉12.25 ?（169?）〈 〉 東山 元禄14年（1701）〈14〉? 元禄14年（1701）〈14〉2.13 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 羽新外非知 近・議・院
14 柳原 資義→資尭 元禄13年（1700）〈9〉12.25 元禄14年（1701）〈10〉2.24 東山 宝永2年（1705）〈14〉? 宝永2年（1705）〈14〉2.11 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子 名旧内近知
15 今出川 清季（公詮） 忠丸 宝永2年（1705）〈10〉2.4 宝永2年（1705）〈10〉2.5 東山 宝永3年（1706）〈11〉2.5 正徳元年（1711）〈16〉4.6 ─ 退出 次男、継嗣となり退出 清旧内一知 近
16 清岡 致長? 宝永4年（1707）〈14〉12.23 ?（170?）〈 〉 東山 宝永4年（1707）〈14〉? 宝永4年（1707）〈14〉11.27 ? 元服・昇殿? 児代カ 半新外一蔵 近
17 武者小路→高松 重季 久丸 宝永3年（1706）〈9〉2.8 宝永3年（1706）〈9〉2.12 東山 正徳元年（1711）〈14〉? 正徳元年（1711）〈14〉2.13 ─ 元服・昇殿・従五位上・近習 新家取立 羽新外非知 近

18 勧修寺 忠康（坊城 俊将） 数丸（賀寿丸） 宝永3年（1706）〈8〉12.23 ?（170?）〈 〉 東山 宝永7年（1710）〈12〉? 正徳元年（1711）〈13〉3.26 ? 退出? 次男、宝永7.9/11坊城家
相続 名旧内九知 近・議

19 五辻→大原 栄顕 梅丸 宝永5年（1708）〈13〉12.27 宝永4年（1707）〈12〉12.4 東山 宝永6年（1709）〈14〉? 宝永6年（1709）〈14〉5.26 ─ 元服・昇殿・侍従 新家取立 半旧内九知 近・東

20 八条 隆英 米丸 宝永3年（1706）〈5〉正.5 宝永6年（1709）〈8〉? 中御門 正徳5年（1715）〈14〉? 正徳5年（1715）〈14〉2.27 東宮児 元服・昇殿・従五位上侍従 次男、中御門外戚（叔父）、
新家取立 羽新内近蔵 近・議・東児・東・院・

院伝

21 岩倉 具備（恒具） 辰丸 宝永元年（1704）〈4〉7.24 宝永7年（1710）〈10〉5.12 東山 正徳4年（1714）〈14〉11.26 正徳4年（1714）〈14〉11.26 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従・近習 「昵近召御内儀」、宝暦事
件 羽新内一知 近

22 堀河 康行 蔵丸 正徳元年（1711）〈5〉2.11 正徳4年（1714）〈8〉11.7 中御門 享保4年（1719）〈13〉? 享保4年（1719）〈13〉11.26 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従、近習 「辰丸替」 羽新外九知 近
23 高丘→芝山 季憲（重豊） 正徳元年（1711）〈9〉2.11 ?（170?）〈 〉 中御門 享保2年（1717）〈15〉? 享保2年（1717）〈15〉2.4 ? 元服・昇殿・従五位上侍従・近習? 養子 羽新外鷹蔵 近・議・東・院
24 東久世 通積 五十丸 正徳3年（1713）〈6〉8.28 正徳5年（1715）〈8〉2.11 中御門 享保5年（1720）〈13〉10.21 享保5年（1720）〈13〉11.27 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子、宝暦事件 羽新外非蔵 近・議・東・三卿・院
25 五辻 盛仲 良養丸 享保2年（1717）〈8〉12.8 享保4年（1719）〈10〉11.9 中御門 享保8年（1723）〈14〉11.12 享保8年（1723）〈14〉12.24 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上治部権大輔 半旧内九知 近・議・院

26 園池 房季 盛丸 享保2年（1717）〈5〉正.21 享保5年（1720）〈8〉11.1 中御門 享保11年（1726）〈14〉
10.16

享保11年（1726）〈14〉
11.23 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 羽新外近蔵 近・東・院

27 倉橋 泰孝 亀丸 享保9年（1724）〈10〉正.26 享保8年（1723）〈9〉12.19 中御門 享保9年（1724）〈10〉12.30 享保13年（1728）〈14〉
11.18 仰出 暇 病免 半新外一知 近

28 裏辻 公風 五百丸 享保9年（1724）〈6〉正.6 享保10年（1725）〈7〉3.15 中御門 享保18年（1733）〈15〉6.15 享保18年（1733）〈15〉6.22 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 『閑窓自語』 羽新外近知 近

29 町尻 兼久（説久） 久馬丸 享保4年（1719）〈5〉12.26 享保11年（1726）〈12〉4.2 中御門 享保13年（1728）〈14〉
11.11

享保13年（1728）〈14〉
11.27 召出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子、児代、宝暦事件 羽新外近蔵 近・院

30 綾小路 有美 瀧丸 享保10年（1725）〈4〉正.6 享保14年（1729）〈8〉正.22 中御門 享保20年（1735）〈14〉
正.23

享保20年（1735）〈14〉
正.28 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従、近習 児代、宝暦事件 羽旧内九知 近・議・東・院

31 高野 隆古 槌丸（鎚丸） 享保17年（1732）〈9〉12.27 享保18年（1733）〈10〉6.18 中御門 元文3年（1738）〈15〉4.21 元文3年（1738）〈15〉5.9 仰出 暇、元服 養子、児代、宝暦事件 羽新内近知 近・院
32 岡崎 国栄 藤丸 享保15年（1730）〈5〉12.26 享保20年（1735）〈10〉2.5 中御門 元文4年（1739）〈14〉? 元文4年（1739）〈14〉6.28 仰出 元服・昇殿・備中権介、兵部少輔、近習 名新外二蔵 近・東

33 八条（櫛笥） 隆周 米丸 享保11年（1726）〈5〉正.5 享保20年（1735）〈14〉3.21 桜町 享保20年（1735）〈14〉10.7 享保20年（1735）〈14〉
11.18 東宮児 暇、元服・昇殿・従五位上侍従、近習 嫡子、元文3.正/12櫛笥家

相続 羽新内近蔵 近・東児

34 坊城 俊逸 寿丸 享保14年（1729）〈3〉正.9 享保20年（1735）〈9〉10.1 桜町 元文5年（1740）〈14〉閏
7.10 元文5年（1740）〈14〉10.29 御雇・仰

出 元服・昇殿・従五位上左衛門権佐 児代、宝暦事件 名旧内九知 近・五・頭

35 西洞院 時名 千代丸 享保17年（1732）〈3〉12.27 元文3年（1738）〈9〉3.29 桜町 寛保3年（1743）〈14〉10.2 寛保3年（1743）〈14〉12.7 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従・近習 元文3.7/5父没、児代、宝
暦事件 半旧内近知 近・院

36 山本→高松 実逸 甚丸 元文5年（1740）〈9〉12.24 寛保元年（1741）〈10〉2.21 桜町 延享2年（1745）〈14〉閏
12.22

延享2年（1745）〈14〉閏
12.26 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上右京大夫・近習 次男、寛保2.6/13養子、延

享2.10/8養父没 羽新外九蔵 近・院

37 町尻 兼望（説望） 久馬丸 寛保2年（1742）〈5〉7.1 延享4年（1747）〈10〉5.2 桃園 宝暦元年（1751）〈14〉12.2 宝暦元年（1751）〈14〉12.7 東宮児 退出、元服・昇殿・従五位上右馬頭・近習 児代、宝暦事件 羽新外近蔵 近・東児
38 八条 隆輔 房丸 元文5年（1740）〈5〉12.24 延享元年（1744）〈9〉4.13 桃園 延享4年（1747）〈12〉? 寛延2年（1749）〈14〉11.27 仰出 院中児 羽新内近知 近・院・院児

39 高丘 紹季 梅丸 寛延2年（1749）〈6〉正.5 宝暦元年（1751）〈8〉5.9 桃園 宝暦7年（1757）〈14〉2.29 宝暦7年（1757）〈14〉3.1 仰出 下、元服・昇殿・従五位上大蔵大輔・近
習? 羽新外鷹蔵 近

40 姉小路 実茂 房丸 寛延元年（1748）〈5〉12.22 宝暦2年（1752）〈9〉11.24 桃園 宝暦8年（1758）〈15〉10.13 宝暦8年（1758）〈15〉10.18 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従・近習 桃園外戚（従弟） 羽新内九知 近

41 甘露寺 篤長 多喜丸 宝暦元年（1751）〈3〉12.22 宝暦7年（1757）〈9〉9.12 桃園 宝暦12年（1762）〈14〉
11.24

明和元年（1764）〈16〉閏
12.25 雇 退出 天皇死去により暇 名旧内九知 近・五・頭・議・東



近世公家社会における〈御児〉について

（9）334

【表】　〈御児〉一覧
№ 名　　　前 幼　名 叙爵年月日〈齢〉 任命年月日〈齢〉 天皇 退任年月日〈齢〉 元服年月日〈齢〉 前任 後　　　任 備　考 家格等 経　歴
1 西洞院（平松） 時興（時庸） 金丸 慶長12年（1607）〈9〉正.15 慶長16年（1611）〈13〉? 後水尾 慶長18年（1613）〈15〉? 慶長18年（1613）〈15〉2.23 東宮児? 元服・昇殿・従五位上侍従? 次男、新家取立 半旧内近知 東児
2 花山院（野宮） 定逸 元和6年（1620）〈11〉3.3 ?（16??）〈 〉 後水尾 元和8年（1622）〈13〉? 元和8年（1622）〈13〉8.23 ? 元服・昇殿・禁色・兵部大輔・新家取立? 新家取立、「五人衆」 清旧内一知 武・院
3 ? ? ? 明正 ? ?

4 中院（愛宕） 通福 ヤス丸 寛永20年（1643）〈9〉6.16 ?（164?）〈 〉 後光明 正保4年（1647）〈13〉9.20 正保4年（1647）〈13〉9.20 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 新家取立、初期近習、元服
時中院通純猶子 臣旧内非知 近・議・院

5 勧修寺（海住山・穂波） 経尚 承応元年（1652）〈7〉10.26 ?（165?）〈 〉 後西 万治元年（1658）〈13〉? 万治元年（1658）〈13〉4.23 ? 元服・昇殿・従五位上左兵衛権佐? 次男、新家取立 名旧内九知 五

6 富小路 信成→萩原 員従 明暦元年（1655）〈11〉
12.15 ?（16??）〈 〉 後西 ?（16??）〈 〉 明暦3年（1657）〈13〉11.2 ? 元服・昇殿・右衛門佐 次男、明暦3.10/28養子、

新家取立 半新内近知 院

7 松木 宗顕 寛文2年（1662）〈5〉正.5 寛文5年（1665）〈8〉? 霊元 寛文10年（1670）〈13〉? 寛文10年（1670）〈13〉3.18 ? 元服・昇殿・正五位下侍従? 東山外戚（叔父）、寛文
5.3/16従五位上（童形） 羽旧内一知 近・頭・院

8 西郊→武者小路 実陰 寛文8年（1668）〈8〉9.28 寛文8年（1668）〈8〉? 霊元 延宝2年（1674）〈14〉? 延宝2年（1674）〈14〉5.21 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 養子 羽新外非知 近・議
9 葉川 基信（石山 師香） 延宝5年（1677）〈9〉 ?（167?）〈 〉 霊元 天和2年（1682）〈14〉? 天和2年（1682）〈14〉12.29 ? 元服・昇殿・侍従 新家取立 羽新内一蔵

10 西洞院 時光 延宝8年（1680）〈7〉12.23 貞享元年（1684）〈11〉6 霊元 貞享3年（1686）〈13〉? 貞享3年（1686）〈13〉閏
3.26 召出 元服・昇殿・侍従? 次男、貞享元年兄没 半旧内近知

11 藤谷 相孝→竹内 惟永 安丸 貞享元年（1684）〈6〉正.5 ?（168?）〈 〉 東山 元禄5年（1692）〈14〉? 元禄5年（1692）〈14〉11.27 ? 元服・昇殿・弾正大弼 次男、養子 羽新外鷹知 院
12 三室戸→北小路 徳光 友丸 元禄9年（1696）〈14〉7.5 ?（16??）〈 〉 東山 元禄10年（1697）〈15〉? 元禄10年（1697）〈15〉2.16 ? 元服・昇殿・侍従 次男、新家取立、叙爵遡及 名新外近蔵 近・東
13 武者小路 公野 重丸→虎丸 元禄6年（1693）〈6〉12.25 ?（169?）〈 〉 東山 元禄14年（1701）〈14〉? 元禄14年（1701）〈14〉2.13 ? 元服・昇殿・従五位上侍従 羽新外非知 近・議・院
14 柳原 資義→資尭 元禄13年（1700）〈9〉12.25 元禄14年（1701）〈10〉2.24 東山 宝永2年（1705）〈14〉? 宝永2年（1705）〈14〉2.11 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子 名旧内近知
15 今出川 清季（公詮） 忠丸 宝永2年（1705）〈10〉2.4 宝永2年（1705）〈10〉2.5 東山 宝永3年（1706）〈11〉2.5 正徳元年（1711）〈16〉4.6 ─ 退出 次男、継嗣となり退出 清旧内一知 近
16 清岡 致長? 宝永4年（1707）〈14〉12.23 ?（170?）〈 〉 東山 宝永4年（1707）〈14〉? 宝永4年（1707）〈14〉11.27 ? 元服・昇殿? 児代カ 半新外一蔵 近
17 武者小路→高松 重季 久丸 宝永3年（1706）〈9〉2.8 宝永3年（1706）〈9〉2.12 東山 正徳元年（1711）〈14〉? 正徳元年（1711）〈14〉2.13 ─ 元服・昇殿・従五位上・近習 新家取立 羽新外非知 近

18 勧修寺 忠康（坊城 俊将） 数丸（賀寿丸） 宝永3年（1706）〈8〉12.23 ?（170?）〈 〉 東山 宝永7年（1710）〈12〉? 正徳元年（1711）〈13〉3.26 ? 退出? 次男、宝永7.9/11坊城家
相続 名旧内九知 近・議

19 五辻→大原 栄顕 梅丸 宝永5年（1708）〈13〉12.27 宝永4年（1707）〈12〉12.4 東山 宝永6年（1709）〈14〉? 宝永6年（1709）〈14〉5.26 ─ 元服・昇殿・侍従 新家取立 半旧内九知 近・東

20 八条 隆英 米丸 宝永3年（1706）〈5〉正.5 宝永6年（1709）〈8〉? 中御門 正徳5年（1715）〈14〉? 正徳5年（1715）〈14〉2.27 東宮児 元服・昇殿・従五位上侍従 次男、中御門外戚（叔父）、
新家取立 羽新内近蔵 近・議・東児・東・院・

院伝

21 岩倉 具備（恒具） 辰丸 宝永元年（1704）〈4〉7.24 宝永7年（1710）〈10〉5.12 東山 正徳4年（1714）〈14〉11.26 正徳4年（1714）〈14〉11.26 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従・近習 「昵近召御内儀」、宝暦事
件 羽新内一知 近

22 堀河 康行 蔵丸 正徳元年（1711）〈5〉2.11 正徳4年（1714）〈8〉11.7 中御門 享保4年（1719）〈13〉? 享保4年（1719）〈13〉11.26 ─ 元服・昇殿・従五位上侍従、近習 「辰丸替」 羽新外九知 近
23 高丘→芝山 季憲（重豊） 正徳元年（1711）〈9〉2.11 ?（170?）〈 〉 中御門 享保2年（1717）〈15〉? 享保2年（1717）〈15〉2.4 ? 元服・昇殿・従五位上侍従・近習? 養子 羽新外鷹蔵 近・議・東・院
24 東久世 通積 五十丸 正徳3年（1713）〈6〉8.28 正徳5年（1715）〈8〉2.11 中御門 享保5年（1720）〈13〉10.21 享保5年（1720）〈13〉11.27 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子、宝暦事件 羽新外非蔵 近・議・東・三卿・院
25 五辻 盛仲 良養丸 享保2年（1717）〈8〉12.8 享保4年（1719）〈10〉11.9 中御門 享保8年（1723）〈14〉11.12 享保8年（1723）〈14〉12.24 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上治部権大輔 半旧内九知 近・議・院

26 園池 房季 盛丸 享保2年（1717）〈5〉正.21 享保5年（1720）〈8〉11.1 中御門 享保11年（1726）〈14〉
10.16

享保11年（1726）〈14〉
11.23 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 羽新外近蔵 近・東・院

27 倉橋 泰孝 亀丸 享保9年（1724）〈10〉正.26 享保8年（1723）〈9〉12.19 中御門 享保9年（1724）〈10〉12.30 享保13年（1728）〈14〉
11.18 仰出 暇 病免 半新外一知 近

28 裏辻 公風 五百丸 享保9年（1724）〈6〉正.6 享保10年（1725）〈7〉3.15 中御門 享保18年（1733）〈15〉6.15 享保18年（1733）〈15〉6.22 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 『閑窓自語』 羽新外近知 近

29 町尻 兼久（説久） 久馬丸 享保4年（1719）〈5〉12.26 享保11年（1726）〈12〉4.2 中御門 享保13年（1728）〈14〉
11.11

享保13年（1728）〈14〉
11.27 召出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従 兄養子、児代、宝暦事件 羽新外近蔵 近・院

30 綾小路 有美 瀧丸 享保10年（1725）〈4〉正.6 享保14年（1729）〈8〉正.22 中御門 享保20年（1735）〈14〉
正.23

享保20年（1735）〈14〉
正.28 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従、近習 児代、宝暦事件 羽旧内九知 近・議・東・院

31 高野 隆古 槌丸（鎚丸） 享保17年（1732）〈9〉12.27 享保18年（1733）〈10〉6.18 中御門 元文3年（1738）〈15〉4.21 元文3年（1738）〈15〉5.9 仰出 暇、元服 養子、児代、宝暦事件 羽新内近知 近・院
32 岡崎 国栄 藤丸 享保15年（1730）〈5〉12.26 享保20年（1735）〈10〉2.5 中御門 元文4年（1739）〈14〉? 元文4年（1739）〈14〉6.28 仰出 元服・昇殿・備中権介、兵部少輔、近習 名新外二蔵 近・東

33 八条（櫛笥） 隆周 米丸 享保11年（1726）〈5〉正.5 享保20年（1735）〈14〉3.21 桜町 享保20年（1735）〈14〉10.7 享保20年（1735）〈14〉
11.18 東宮児 暇、元服・昇殿・従五位上侍従、近習 嫡子、元文3.正/12櫛笥家

相続 羽新内近蔵 近・東児

34 坊城 俊逸 寿丸 享保14年（1729）〈3〉正.9 享保20年（1735）〈9〉10.1 桜町 元文5年（1740）〈14〉閏
7.10 元文5年（1740）〈14〉10.29 御雇・仰

出 元服・昇殿・従五位上左衛門権佐 児代、宝暦事件 名旧内九知 近・五・頭

35 西洞院 時名 千代丸 享保17年（1732）〈3〉12.27 元文3年（1738）〈9〉3.29 桜町 寛保3年（1743）〈14〉10.2 寛保3年（1743）〈14〉12.7 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従・近習 元文3.7/5父没、児代、宝
暦事件 半旧内近知 近・院

36 山本→高松 実逸 甚丸 元文5年（1740）〈9〉12.24 寛保元年（1741）〈10〉2.21 桜町 延享2年（1745）〈14〉閏
12.22

延享2年（1745）〈14〉閏
12.26 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上右京大夫・近習 次男、寛保2.6/13養子、延

享2.10/8養父没 羽新外九蔵 近・院

37 町尻 兼望（説望） 久馬丸 寛保2年（1742）〈5〉7.1 延享4年（1747）〈10〉5.2 桃園 宝暦元年（1751）〈14〉12.2 宝暦元年（1751）〈14〉12.7 東宮児 退出、元服・昇殿・従五位上右馬頭・近習 児代、宝暦事件 羽新外近蔵 近・東児
38 八条 隆輔 房丸 元文5年（1740）〈5〉12.24 延享元年（1744）〈9〉4.13 桃園 延享4年（1747）〈12〉? 寛延2年（1749）〈14〉11.27 仰出 院中児 羽新内近知 近・院・院児

39 高丘 紹季 梅丸 寛延2年（1749）〈6〉正.5 宝暦元年（1751）〈8〉5.9 桃園 宝暦7年（1757）〈14〉2.29 宝暦7年（1757）〈14〉3.1 仰出 下、元服・昇殿・従五位上大蔵大輔・近
習? 羽新外鷹蔵 近

40 姉小路 実茂 房丸 寛延元年（1748）〈5〉12.22 宝暦2年（1752）〈9〉11.24 桃園 宝暦8年（1758）〈15〉10.13 宝暦8年（1758）〈15〉10.18 仰出 暇、元服・昇殿・従五位上侍従・近習 桃園外戚（従弟） 羽新内九知 近

41 甘露寺 篤長 多喜丸 宝暦元年（1751）〈3〉12.22 宝暦7年（1757）〈9〉9.12 桃園 宝暦12年（1762）〈14〉
11.24

明和元年（1764）〈16〉閏
12.25 雇 退出 天皇死去により暇 名旧内九知 近・五・頭・議・東
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42 石井 行文 房丸 宝暦8年（1758）〈7〉正.5 宝暦9年（1759）〈8〉5.3 桃園 明和2年（1765）〈14〉? 明和2年（1765）〈14〉10.29 仰出 元服・昇殿? 半新外近知 近・院

43 柳原 淳吉→岩倉 家具（具選） 弥松丸→藤丸 宝暦13年（1763）〈7〉2.25 明和2年（1765）〈9〉8.8 後桜町 明和7年（1770）〈14〉? 明和7年（1770）〈14〉11.18 雇 元服? 次男、明和6.10/27養子相
続 名旧内近知 近・院

44 豊岡 和資 明和6年（1769）〈6〉正.5 安永2年（1773）〈10〉2.17 後桃園 安永6年（1777）〈14〉? 安永6年（1777）〈14〉11.22 上 元服・昇殿・従五位上中務権大輔・近習 名新外近蔵 近・議
45 山科 忠言 明和元年（1764）〈3〉12.15 ?（177?）〈 〉 後桃園 安永3年（1774）〈13〉? 安永3年（1774）〈13〉11.25 元服・昇殿・従五位上内蔵頭・近習 羽旧内近知 近・議・武
46 大宮 盛季 善丸 明和8年（1771）〈4〉正.22 安永4年（1775）〈8〉5.7 後桃園 安永9年（1780）〈13〉2.29 天明元年（1781）〈14〉3.10 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上・近習? 羽新外九知 近
47 裏松 明光 福丸→直丸 安永4年（1775）〈5〉正.5 安永7年（1778）〈8〉5.25 後桃園 天明4年（1784）〈14〉? 天明4年（1784）〈14〉12.6 ─ 元服・昇殿・従五位上兵部権少輔・近習? 名新外近知 近・五
48 野宮 定顕 多喜丸→藤丸 安永4年（1775）〈3〉正.19 安永9年（1780）〈8〉2.28 光格 天明6年（1786）〈14〉8.26 天明6年（1786）〈14〉8.27 召抱 退出 羽新内一知 近
49 高松 公祐 千松丸→梅丸 安永7年（1778）〈5〉正.28 天明4年（1784）〈11〉12.19 光格 天明7年（1787）〈14〉12.17 天明7年（1787）〈14〉12.19 召出 退出 羽新外非蔵 近
50 裏松 和光（堀河親実） 天明7年（1787）〈11〉2.27 天明4年（1784）〈8〉 光格 寛政4年（1792）〈16〉? 寛政4年（1792）〈16〉2.7 御雇 元服、近習 次男、御雇? 名新外近知 近・院

51 日野 資愛 賀丸→桐丸 天明2年（1782）〈3〉10.25 天明6年（1786）〈7〉8.28 光格 寛政4年（1792）〈13〉? 寛政4年（1792）〈13〉12.24 「候」 元服・昇殿・近習 賜名 名旧内近知 近・五・頭・議・武・東・
三卿

52 外山 光施 幸丸→柳丸 天明8年（1788）〈5〉12.24 寛政4年（1792）〈9〉閏2.28 光格 寛政9年（1797）〈14〉? 寛政9年（1797）〈14〉11.26 召出 元服・昇殿 賜名 名新外近蔵 近・院・院評

53 山井 氏興 友丸→桂丸 寛政4年（1792）〈5〉10.19 寛政6年（1794）〈7〉10.11 光格 享和元年（1801）〈14〉
11.22

享和元年（1801）〈14〉
11.26 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上周防権介・近習 遊興訓戒 羽新外近蔵 近

54 豊岡 治資 直丸→秋丸 寛政5年（1793）〈5〉正.5 寛政9年（1797）〈9〉12.23 光格 享和3年（1803）〈15〉12.11 享和3年（1803）〈15〉12.17 ─ 元服・昇殿・従五位上左馬権頭・近習 『家譜』誤謬 名新外近蔵 近・東・院

55 風早 公元 種丸 寛政7年（1795）〈5〉正.5 享和元年（1801）〈11〉
12.19 光格 文化2年（1805）〈15〉12.10 文化2年（1805）〈15〉12.15 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上越前権介・近習 1802.8/16弘め 羽新外九蔵 近・院

56 東久世 通岑 俶丸 寛政6年（1794）〈3〉5.20 享和3年（1803）〈12〉12.11 光格 文化3年（1806）〈15〉? 文化3年（1806）〈15〉12.19 ─ 元服・昇殿・従五位上治部権大輔・近習 羽新外非蔵 近・院・院評
57 日野西 光暉 善丸 寛政12年（1800）〈4〉正.5 文化2年（1805）〈9〉12.25 光格 文化8年（1811）〈15〉12 文化8年（1811）〈15〉12.25 ─ 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 名新外近知 近・五・院
58 裏松 恭光 文化元年（1804）〈5〉5.13 文化3年（1806）〈7〉 光格 文化11年（1814）〈15〉? 文化11年（1814）〈15〉3.15 ─ 元服・昇殿・従五位上宮内大輔・近習 児労で権大納言 名新外近知 近・五・議・院

59 大原 重徳 常丸 文化2年（1805）〈5〉4.7 文化6年（1809）〈9〉9.13 光格 文化12年（1815）〈15〉
12.13

文化12年（1815）〈15〉
12.19 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上大和権介、近習 12/召出 羽新内一蔵 近・院・御用・参与

60 梅渓 通師（通修） 菊丸 文化4年（1807）〈3〉7.26 文化8年（1811）〈7〉12.7 光格 文化14年（1817）〈13〉3.22 文政元年（1818）〈14〉
12.26 ─ 院中児 羽新内鷹知 院・院児

61 外山 光親 文化8年（1811）〈5〉12.21 文化14年（1817）〈11〉? 仁孝 文政3年（1820）〈14〉? 文政3年（1820）〈14〉12.8 ? 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 家譜なし 名新外近蔵 近・東
62 鷲尾 隆恭 文化14年（1817）〈8〉3.17 ?（18??）〈 〉 仁孝 文政4年（1821）〈12〉? 文政4年（1821）〈12〉12.4 ? 羽旧内九知 近

63 豊岡 随資 文政元年（1818）〈5〉正.5 文政3年（1820）〈7〉11.20 仁孝 文政10年（1827）〈14〉? 文政10年（1827）〈14〉
12.14 召出 元服・昇殿・従五位上近江権介・近習 88卿 名新外近蔵 近・参政

64 堤 言長 文政4年（1821）〈9〉8.2 文政4年（1821）〈9〉12.11 仁孝 文政10年（1827）〈15〉3.1 文政10年（1827）〈15〉3.7 召出 退出、元服・昇殿・従五位上勘解由使次
官、近習 名新外鷹蔵 近

65 石野 基安 文政5年（1822）〈5〉12.28 ?（18??）〈 〉 仁孝 天保2年（1831）〈14〉? 天保2年（1831）〈14〉12.16 元服・昇殿・従五位上、近習 羽新外近蔵 近

66 裏辻 季忠（公愛） 益丸 文政11年（1828）〈8〉7.11 文政11年（1828）〈8〉? 仁孝 天保元年（1830）〈10〉
10.28 天保6年（1835）〈15〉3.5 ? 暇 密子・養子 羽新外近知 近

67 園池 公宣 天保元年（1830）〈10〉
12.19

天保元年（1830）〈10〉
12.23 仁孝 天保5年（1834）〈14〉? 天保5年（1834）〈14〉12.5 ─ 元服・昇殿・従五位上・近習近習 羽新外近蔵 近

68 八条 隆声 楸丸 天保元年（1830）〈5〉正.5 天保5年（1834）〈9〉11.26 仁孝 天保10年（1839）〈14〉? 天保10年（1839）〈14〉12.5 ─ 元服・昇殿・従五位上近江権介・近習 羽新内近知 近・東
69 ? 栄丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 仁孝 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?
70 北小路 随光 忠丸 天保7年（1836）〈5〉正.15 天保10年（1839）〈8〉4.17 仁孝 弘化2年（1845）〈14〉? 弘化2年（1845）〈14〉12.17 ─ 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 名新外近蔵 近
71 大原 重実（綾小路 俊実） 常丸 天保8年（1837）〈5〉正.21 天保10年（1839）〈7〉12.13 仁孝 弘化4年（1847）〈15〉? 弘化4年（1847）〈15〉3.23 ─ 元服・昇殿・従五位上備後権介 家譜12/5召出 羽新内一蔵 近
72 平松（若江） 範忠 ? 天保11年（1840）〈14〉 仁孝 ?（184?）〈 〉 ?（184?）〈 〉 召出 ? 次男、のち若江家養子 名新内近知
73 穂波 経度 孟丸 弘化2年（1845）〈9〉正.5 弘化2年（1845）〈9〉12.1 仁孝 嘉永3年（1850）〈14〉? 嘉永3年（1850）〈14〉12.17 ─ 元服・昇殿・伊勢権介・従五位上・近習 養父故人 名新外九蔵 近
74 東久世 通禧 保丸 天保6年（1835）〈3〉10.29 弘化3年（1846）〈14〉2.13 孝明 弘化4年（1847）〈15〉? 弘化4年（1847）〈15〉3.11 東宮児 元服・昇殿・従五位上・近習 七卿 羽新外非蔵 近・東児・参政・参与
75 園池 実善 弘化4年（1847）〈9〉3.21 弘化4年（1847）〈9〉3.29 孝明 嘉永元年（1848）〈10〉? × 「被召」 没 羽新外近蔵
76 富小路 敬直 弘化元年（1844）〈3〉12.14 嘉永元年（1848）〈7〉12.14 孝明 嘉永6年（1853）〈12〉? 嘉永6年（1853）〈12〉12.2 候 元服・昇殿・従五位上、近習 父故人、四奸二嬪 半旧内近知 近
77 豊岡 健資 嘉永2年（1849）〈5〉11.27 嘉永6年（1853）〈9〉11.15 孝明 安政5年（1858）〈14〉? 安政5年（1858）〈14〉12.15 「召出」 従五位上・勘解由次官・近習 名新外近蔵 近
78 石山 基正 嘉永3年（1850）〈8〉11.29 ?（185?）〈 〉 孝明 安政3年（1856）〈14〉? 安政3年（1856）〈14〉12.7 ? 元服・昇殿・従五位上・近習? 禁門の変 羽新内一蔵 近・参与
79 入江（藤谷） 為遂? 安政3年（1856）〈13〉9.7 ?（185?）〈 〉? 孝明 安政4年（1857）〈14〉? 安政4年（1857）〈14〉10.11 ? 元服・昇殿・越前権介? 羽新外鷹蔵 近
80 大原 重朝 常丸 安政元年（1854）〈7〉4.5 安政3年（1856）〈9〉12.9 孝明 文久2年（1862）〈15〉? 文久2年（1862）〈15〉3.24 ─ 元服・近習 羽新内一蔵 近・参与
81 岩倉 具成→具定1 周丸 安政5年（1858）〈8〉11.22 安政5年（1858）〈8〉12.7 孝明 文久2年（1862）〈12〉9.16 慶応2年（1866）〈16〉3.14 ─ 免 実父連座 羽新内一知 近
82 石野 基将 篤丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 慶応元年（1865）〈15〉2.3 ?（18??）〈 〉 退出、元服 羽新外近蔵 近
83 入江 為福 藤丸 文久2年（1862）〈8〉10.16 文久2年（1862）〈8〉12.1 孝明 明治2年（1869）〈15〉正.30 明治2年（1869）〈15〉2.7 ─ 免、元服・昇殿・従五位上・近習 羽新外鷹蔵
84 藪 実休 行丸 文久3年（1863）〈7〉11.28 文久3年（1863）〈7〉12.18 孝明 明治4年（1871）〈15〉? 明治4年（1871）〈15〉3.13 ─ 元服・昇殿? 羽新内非知
85 ? 亀丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?
86 ? 富丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?

87 岩倉 具定2 周丸 安政5年（1858）〈8〉11.22 慶応元年（1865）〈15〉閏
5.30 孝明 慶応2年（1866）〈16〉2.22 慶応2年（1866）〈16〉3.14 再 暇、元服・昇殿・従五位上・近習 依元服 羽新内一知 近

88 甘露寺（松崎） 万長1 高丸 慶応3年（1867）〈10〉11.4 慶応元年（1865）〈8〉12.24 孝明 慶応3年（1867）〈10〉10.24 慶応3年（1867）〈10〉? 「出勤」 元服・新家取立? 次男、新家取立 名旧内九知
89 松崎 万長2 延丸 慶応3年（1867）〈10〉11.4 明治元年（1868）〈11〉5.13 明治 明治4年（1871）〈14〉11.25 慶応3年（1867）〈10〉? 再 免 新家取立 名新蔵
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42 石井 行文 房丸 宝暦8年（1758）〈7〉正.5 宝暦9年（1759）〈8〉5.3 桃園 明和2年（1765）〈14〉? 明和2年（1765）〈14〉10.29 仰出 元服・昇殿? 半新外近知 近・院

43 柳原 淳吉→岩倉 家具（具選） 弥松丸→藤丸 宝暦13年（1763）〈7〉2.25 明和2年（1765）〈9〉8.8 後桜町 明和7年（1770）〈14〉? 明和7年（1770）〈14〉11.18 雇 元服? 次男、明和6.10/27養子相
続 名旧内近知 近・院

44 豊岡 和資 明和6年（1769）〈6〉正.5 安永2年（1773）〈10〉2.17 後桃園 安永6年（1777）〈14〉? 安永6年（1777）〈14〉11.22 上 元服・昇殿・従五位上中務権大輔・近習 名新外近蔵 近・議
45 山科 忠言 明和元年（1764）〈3〉12.15 ?（177?）〈 〉 後桃園 安永3年（1774）〈13〉? 安永3年（1774）〈13〉11.25 元服・昇殿・従五位上内蔵頭・近習 羽旧内近知 近・議・武
46 大宮 盛季 善丸 明和8年（1771）〈4〉正.22 安永4年（1775）〈8〉5.7 後桃園 安永9年（1780）〈13〉2.29 天明元年（1781）〈14〉3.10 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上・近習? 羽新外九知 近
47 裏松 明光 福丸→直丸 安永4年（1775）〈5〉正.5 安永7年（1778）〈8〉5.25 後桃園 天明4年（1784）〈14〉? 天明4年（1784）〈14〉12.6 ─ 元服・昇殿・従五位上兵部権少輔・近習? 名新外近知 近・五
48 野宮 定顕 多喜丸→藤丸 安永4年（1775）〈3〉正.19 安永9年（1780）〈8〉2.28 光格 天明6年（1786）〈14〉8.26 天明6年（1786）〈14〉8.27 召抱 退出 羽新内一知 近
49 高松 公祐 千松丸→梅丸 安永7年（1778）〈5〉正.28 天明4年（1784）〈11〉12.19 光格 天明7年（1787）〈14〉12.17 天明7年（1787）〈14〉12.19 召出 退出 羽新外非蔵 近
50 裏松 和光（堀河親実） 天明7年（1787）〈11〉2.27 天明4年（1784）〈8〉 光格 寛政4年（1792）〈16〉? 寛政4年（1792）〈16〉2.7 御雇 元服、近習 次男、御雇? 名新外近知 近・院

51 日野 資愛 賀丸→桐丸 天明2年（1782）〈3〉10.25 天明6年（1786）〈7〉8.28 光格 寛政4年（1792）〈13〉? 寛政4年（1792）〈13〉12.24 「候」 元服・昇殿・近習 賜名 名旧内近知 近・五・頭・議・武・東・
三卿

52 外山 光施 幸丸→柳丸 天明8年（1788）〈5〉12.24 寛政4年（1792）〈9〉閏2.28 光格 寛政9年（1797）〈14〉? 寛政9年（1797）〈14〉11.26 召出 元服・昇殿 賜名 名新外近蔵 近・院・院評

53 山井 氏興 友丸→桂丸 寛政4年（1792）〈5〉10.19 寛政6年（1794）〈7〉10.11 光格 享和元年（1801）〈14〉
11.22

享和元年（1801）〈14〉
11.26 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上周防権介・近習 遊興訓戒 羽新外近蔵 近

54 豊岡 治資 直丸→秋丸 寛政5年（1793）〈5〉正.5 寛政9年（1797）〈9〉12.23 光格 享和3年（1803）〈15〉12.11 享和3年（1803）〈15〉12.17 ─ 元服・昇殿・従五位上左馬権頭・近習 『家譜』誤謬 名新外近蔵 近・東・院

55 風早 公元 種丸 寛政7年（1795）〈5〉正.5 享和元年（1801）〈11〉
12.19 光格 文化2年（1805）〈15〉12.10 文化2年（1805）〈15〉12.15 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上越前権介・近習 1802.8/16弘め 羽新外九蔵 近・院

56 東久世 通岑 俶丸 寛政6年（1794）〈3〉5.20 享和3年（1803）〈12〉12.11 光格 文化3年（1806）〈15〉? 文化3年（1806）〈15〉12.19 ─ 元服・昇殿・従五位上治部権大輔・近習 羽新外非蔵 近・院・院評
57 日野西 光暉 善丸 寛政12年（1800）〈4〉正.5 文化2年（1805）〈9〉12.25 光格 文化8年（1811）〈15〉12 文化8年（1811）〈15〉12.25 ─ 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 名新外近知 近・五・院
58 裏松 恭光 文化元年（1804）〈5〉5.13 文化3年（1806）〈7〉 光格 文化11年（1814）〈15〉? 文化11年（1814）〈15〉3.15 ─ 元服・昇殿・従五位上宮内大輔・近習 児労で権大納言 名新外近知 近・五・議・院

59 大原 重徳 常丸 文化2年（1805）〈5〉4.7 文化6年（1809）〈9〉9.13 光格 文化12年（1815）〈15〉
12.13

文化12年（1815）〈15〉
12.19 ─ 暇、元服・昇殿・従五位上大和権介、近習 12/召出 羽新内一蔵 近・院・御用・参与

60 梅渓 通師（通修） 菊丸 文化4年（1807）〈3〉7.26 文化8年（1811）〈7〉12.7 光格 文化14年（1817）〈13〉3.22 文政元年（1818）〈14〉
12.26 ─ 院中児 羽新内鷹知 院・院児

61 外山 光親 文化8年（1811）〈5〉12.21 文化14年（1817）〈11〉? 仁孝 文政3年（1820）〈14〉? 文政3年（1820）〈14〉12.8 ? 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 家譜なし 名新外近蔵 近・東
62 鷲尾 隆恭 文化14年（1817）〈8〉3.17 ?（18??）〈 〉 仁孝 文政4年（1821）〈12〉? 文政4年（1821）〈12〉12.4 ? 羽旧内九知 近

63 豊岡 随資 文政元年（1818）〈5〉正.5 文政3年（1820）〈7〉11.20 仁孝 文政10年（1827）〈14〉? 文政10年（1827）〈14〉
12.14 召出 元服・昇殿・従五位上近江権介・近習 88卿 名新外近蔵 近・参政

64 堤 言長 文政4年（1821）〈9〉8.2 文政4年（1821）〈9〉12.11 仁孝 文政10年（1827）〈15〉3.1 文政10年（1827）〈15〉3.7 召出 退出、元服・昇殿・従五位上勘解由使次
官、近習 名新外鷹蔵 近

65 石野 基安 文政5年（1822）〈5〉12.28 ?（18??）〈 〉 仁孝 天保2年（1831）〈14〉? 天保2年（1831）〈14〉12.16 元服・昇殿・従五位上、近習 羽新外近蔵 近

66 裏辻 季忠（公愛） 益丸 文政11年（1828）〈8〉7.11 文政11年（1828）〈8〉? 仁孝 天保元年（1830）〈10〉
10.28 天保6年（1835）〈15〉3.5 ? 暇 密子・養子 羽新外近知 近

67 園池 公宣 天保元年（1830）〈10〉
12.19

天保元年（1830）〈10〉
12.23 仁孝 天保5年（1834）〈14〉? 天保5年（1834）〈14〉12.5 ─ 元服・昇殿・従五位上・近習近習 羽新外近蔵 近

68 八条 隆声 楸丸 天保元年（1830）〈5〉正.5 天保5年（1834）〈9〉11.26 仁孝 天保10年（1839）〈14〉? 天保10年（1839）〈14〉12.5 ─ 元服・昇殿・従五位上近江権介・近習 羽新内近知 近・東
69 ? 栄丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 仁孝 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?
70 北小路 随光 忠丸 天保7年（1836）〈5〉正.15 天保10年（1839）〈8〉4.17 仁孝 弘化2年（1845）〈14〉? 弘化2年（1845）〈14〉12.17 ─ 元服・昇殿・従五位上越後権介・近習 名新外近蔵 近
71 大原 重実（綾小路 俊実） 常丸 天保8年（1837）〈5〉正.21 天保10年（1839）〈7〉12.13 仁孝 弘化4年（1847）〈15〉? 弘化4年（1847）〈15〉3.23 ─ 元服・昇殿・従五位上備後権介 家譜12/5召出 羽新内一蔵 近
72 平松（若江） 範忠 ? 天保11年（1840）〈14〉 仁孝 ?（184?）〈 〉 ?（184?）〈 〉 召出 ? 次男、のち若江家養子 名新内近知
73 穂波 経度 孟丸 弘化2年（1845）〈9〉正.5 弘化2年（1845）〈9〉12.1 仁孝 嘉永3年（1850）〈14〉? 嘉永3年（1850）〈14〉12.17 ─ 元服・昇殿・伊勢権介・従五位上・近習 養父故人 名新外九蔵 近
74 東久世 通禧 保丸 天保6年（1835）〈3〉10.29 弘化3年（1846）〈14〉2.13 孝明 弘化4年（1847）〈15〉? 弘化4年（1847）〈15〉3.11 東宮児 元服・昇殿・従五位上・近習 七卿 羽新外非蔵 近・東児・参政・参与
75 園池 実善 弘化4年（1847）〈9〉3.21 弘化4年（1847）〈9〉3.29 孝明 嘉永元年（1848）〈10〉? × 「被召」 没 羽新外近蔵
76 富小路 敬直 弘化元年（1844）〈3〉12.14 嘉永元年（1848）〈7〉12.14 孝明 嘉永6年（1853）〈12〉? 嘉永6年（1853）〈12〉12.2 候 元服・昇殿・従五位上、近習 父故人、四奸二嬪 半旧内近知 近
77 豊岡 健資 嘉永2年（1849）〈5〉11.27 嘉永6年（1853）〈9〉11.15 孝明 安政5年（1858）〈14〉? 安政5年（1858）〈14〉12.15 「召出」 従五位上・勘解由次官・近習 名新外近蔵 近
78 石山 基正 嘉永3年（1850）〈8〉11.29 ?（185?）〈 〉 孝明 安政3年（1856）〈14〉? 安政3年（1856）〈14〉12.7 ? 元服・昇殿・従五位上・近習? 禁門の変 羽新内一蔵 近・参与
79 入江（藤谷） 為遂? 安政3年（1856）〈13〉9.7 ?（185?）〈 〉? 孝明 安政4年（1857）〈14〉? 安政4年（1857）〈14〉10.11 ? 元服・昇殿・越前権介? 羽新外鷹蔵 近
80 大原 重朝 常丸 安政元年（1854）〈7〉4.5 安政3年（1856）〈9〉12.9 孝明 文久2年（1862）〈15〉? 文久2年（1862）〈15〉3.24 ─ 元服・近習 羽新内一蔵 近・参与
81 岩倉 具成→具定1 周丸 安政5年（1858）〈8〉11.22 安政5年（1858）〈8〉12.7 孝明 文久2年（1862）〈12〉9.16 慶応2年（1866）〈16〉3.14 ─ 免 実父連座 羽新内一知 近
82 石野 基将 篤丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 慶応元年（1865）〈15〉2.3 ?（18??）〈 〉 退出、元服 羽新外近蔵 近
83 入江 為福 藤丸 文久2年（1862）〈8〉10.16 文久2年（1862）〈8〉12.1 孝明 明治2年（1869）〈15〉正.30 明治2年（1869）〈15〉2.7 ─ 免、元服・昇殿・従五位上・近習 羽新外鷹蔵
84 藪 実休 行丸 文久3年（1863）〈7〉11.28 文久3年（1863）〈7〉12.18 孝明 明治4年（1871）〈15〉? 明治4年（1871）〈15〉3.13 ─ 元服・昇殿? 羽新内非知
85 ? 亀丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?
86 ? 富丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 孝明 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?

87 岩倉 具定2 周丸 安政5年（1858）〈8〉11.22 慶応元年（1865）〈15〉閏
5.30 孝明 慶応2年（1866）〈16〉2.22 慶応2年（1866）〈16〉3.14 再 暇、元服・昇殿・従五位上・近習 依元服 羽新内一知 近

88 甘露寺（松崎） 万長1 高丸 慶応3年（1867）〈10〉11.4 慶応元年（1865）〈8〉12.24 孝明 慶応3年（1867）〈10〉10.24 慶応3年（1867）〈10〉? 「出勤」 元服・新家取立? 次男、新家取立 名旧内九知
89 松崎 万長2 延丸 慶応3年（1867）〈10〉11.4 明治元年（1868）〈11〉5.13 明治 明治4年（1871）〈14〉11.25 慶応3年（1867）〈10〉? 再 免 新家取立 名新蔵
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90 ? 康丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 明治 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?

東宮児

1 中御門 宣隆→宣衡→成良→
尚良 慶長3年（1598）〈9〉12.14 慶長3年（1598）〈9〉? 後水尾 慶長5年（1600）〈11〉? 慶長5年（1600）〈11〉11.19 ? 元服・昇殿・右衛門佐 1621外様→内々 名旧内二知 東児・院

2 西洞院（平松） 時興（時庸） 金千世→金丸 慶長12年（1607）〈9〉正.15 慶長9年（1604）〈6〉9.14 後水尾 慶長16年（1611）〈13〉? 慶長18年（1613）〈15〉2.23 召出 禁中児? 次男、新家取立 半旧内近知 東児
3 八条 隆英 米丸 宝永3年（1706）〈5〉正.5 ?（170?）〈 〉 中御門 宝永6年（1709）〈8〉? 正徳5年（1715）〈14〉2.27 ? 禁中児 次男、新家取立 羽新内近蔵 近・議・東児・東・院

4 八条（櫛笥） 隆周 米丸 享保11年（1726）〈5〉正.5 享保13年（1728）〈7〉4.15 桜町 享保20年（1735）〈14〉3.21 享保20年（1735）〈14〉
11.18 召 禁中児 嫡子、元文3.正/12櫛笥家

相続 羽新内近蔵 近・東児

5 町尻 兼望（説望） 久馬丸 寛保2年（1742）〈5〉7.1 延享3年（1746）〈9〉10.21 桃園 延享4年（1747）〈10〉5.2 宝暦元年（1751）〈14〉12.7 召出 禁中児 宝暦事件 羽新外近蔵 近・東児
6 樋口 宜康 友丸 宝暦8年（1758）〈5〉12.28 宝暦13年（1763）〈10〉10.3 後桃園 明和4年（1767）〈14〉? 明和4年（1767）〈14〉12.15 召 元服・昇殿・従五位上、近習 羽新外九知 近・東児・院・院評

7 町尻 量輔 久馬丸 文化3年（1806）〈5〉正.18 文化6年（1809）〈8〉9.13 仁孝 文化13年（1816）〈15〉? 文化13年（1816）〈15〉
10.17 ─ 元服・昇殿・従五位上出羽権介・近習 88卿 羽新外近蔵 近・東児

8 河鰭 公述 寿賀丸 天保3年（1832）〈4〉12.18 天保8年（1837）〈9〉正.11 孝明 天保13年（1842）〈14〉9.17 天保13年（1842）〈14〉
12.10 召出 暇、元服・昇殿・従五位上・近習 88卿 羽旧外非知 近・東・東児・御用

9 東久世 通禧 保丸 天保6年（1835）〈3〉10.29 天保13年（1842）〈10〉12.2 孝明 弘化3年（1846）〈14〉2.13 弘化4年（1847）〈15〉3.11 出仕 禁中児 七卿 羽新外非蔵 近・東児・参政・参与
10 裏松 良光 喜佐丸 安政元年（1854）〈5〉4.5 文久元年（1861）〈12〉12.7 明治 文久3年（1863）〈14〉? 文久3年（1863）〈14〉12.3 召出 元服・昇殿・従五位上筑前権介・近習 児代 名新外近知 近・東児

院中児

1 姉小路（風早） 実種 寛永12年（1635）〈4〉正.5 寛永14年（1637）〈6〉 後水尾 正保2年（1645）〈14〉? 正保2年（1645）〈14〉4.28 「出勤」 元服・昇殿・従五位上左京大夫・新家取
立、院参衆 長男、新家取立 羽新内九知 院・院児

2 久我（亀谷） 通尹 チサ丸 寛永13年（1636）〈11〉
11.26 ?（163?）〈 〉 後水尾 寛永17年（1640）〈15〉? 寛永17年（1640）〈15〉

11.17 ? 元服・昇殿・新家取立 次男、新家取立、絶家 清旧外非知 院・院児

3 久我（東久世） 通廉 徳丸 正保元年（1644）〈15〉
11.20 寛永20年（1643）〈14〉 後水尾 正保元年（1644）〈15〉 正保元年（1644）〈15〉

11.20 女院児 元服・昇殿・従五位下中務大輔・新家取
立・号東久世 次男、新家取立 清旧外非知 議・院児

4 日野（外山） 宣勝（光顕） 万治3年（1660）〈9〉正.5 ?（16??）〈 〉 後西 寛文4年（1664）〈13〉? 寛文4年（1664）〈13〉11.23 ? 元服・昇殿・従五位上左兵衛権佐? 次男、新家取立 名旧内近知 院・院児

5 東久世 博意（博高） 琳丸 ?（16??）〈 〉 寛文10年（1670）〈12〉5.12 後水尾 寛文12年（1672）〈14〉9 延宝元年（1673）〈15〉
正.29 出仕 退出 「依有幼戯過也」 清旧外非知 近・院・院児

6 五条（桑原） 長義 延宝元年（1673）〈13〉
11.19 ?（167?）〈 〉 後西 延宝元年（1673）〈13〉? 延宝元年（1673）〈13〉

11.19 ? 元服・院昇殿? 次男、新家取立 半旧外一知 院・院児

7 町尻 兼量 ソメ丸 延宝4年（1676）〈15〉正.28 ?（167?）〈 〉 後水尾 延宝4年（1676）〈15〉正.28 延宝4年（1676）〈15〉正.28 ? 元服・昇殿・従五位下勘解由使次官 養子・当主 羽新外近蔵 近・院児

8 持明院（石野） 基顕 天和元年（1681）〈12〉
11.27 ?（16??）〈 〉 後西 天和元年（1681）〈12〉? 天和元年（1681）〈12〉

11.27 ? 元服・昇殿・従五位下縫殿頭・院参衆? 次男、新家取立 羽旧内近知 近・議・三卿・院・院児

9 東久世 博胤 恒丸 元禄7年（1694）〈6〉12.25 元禄9年（1696）〈8〉10.8 霊元 元禄11年（1698）〈10〉 元禄15年（1702）〈14〉
12.11 「為」 「退出」 羽新外非蔵 院・院児

10 八条 隆輔 房丸 元文5年（1740）〈5〉12.24 延享4年（1747）〈12〉? 桃園 寛延2年（1749）〈14〉? 寛延2年（1749）〈14〉11.27 禁中児 元服・昇殿・禁色・従五位上侍従? 羽新内近知 近・院・院児

11 四辻→西四辻 公碩 万寿丸 安永2年（1773）〈7〉12.19 ?（17??）〈 〉 後桜町 天明元年（1781）〈15〉 天明元年（1781）〈15〉
12.16 ? 元服・昇殿・従五位上大和権介・新家取

立・院参衆? 次男、新家取立 羽旧内近知 院・院児

12 橋本 実久 幸丸 寛政4年（1792）〈3〉6.13 寛政10年（1798）〈9〉2.5 後桜町 享和3年（1803）〈14〉? 享和3年（1803）〈14〉12.3 召出 元服・昇殿・従五位上・院参衆 羽旧外一知 議・院・院児
13 綾小路（金子） 有久 富亀丸 享和2年（1802）〈10〉5.1 ?（180?）〈 〉 後桜町 文化5年（1808）〈16〉12 × ? 「致仕」 のち養子 羽旧内九知 院児

14 石山 基逸 亀丸 寛政11年（1799）〈4〉12.22 享和3年（1803）〈8〉12.3 後桜町 文化6年（1809）〈14〉? 文化6年（1809）〈14〉12.10 ? 元服・昇殿・従五位上右京権大夫・院参
衆 羽新内一蔵 近・院・院児

15 梅渓 通師（通修） 菊丸 文化4年（1807）〈3〉7.26 文化14年（1817）〈13〉3.22 光格 文政元年（1818）〈14〉? 文政元年（1818）〈14〉
12.26 禁中児 元服・昇殿・従五位上、院参衆 羽新内鷹知 院・院児

16 高倉 永胤 文政元年（1818）〈8〉12.19 ?（181?）〈 〉 光格 文政6年（1823）〈13〉 文政6年（1823）〈13〉9.23 ? 元服・昇殿・従五位上・院参衆 密通露見 半旧内近知 近・院・院児

17 倉橋 泰聡 淳丸 文政3年（1820）〈6〉正.4 ?（182?）〈 〉 光格 文政12年（1829）〈15〉? 文政12年（1829）〈15〉
12.15 ? 元服・昇殿・従五位上丹波権介・院参衆 88卿、のち議奏加勢 半新外一知 近・院・院児

18 三室戸 雄光 天保元年（1830）〈9〉2.28 天保元年（1830）〈9〉2.11 光格 天保6年（1835）〈14〉? 天保6年（1835）〈14〉12.10 召出 元服・昇殿・従五位上筑前権介、院参衆 のち議奏加勢 名新外近知 近・院・院児
19 ? 蕗丸 ?（18??）〈 〉 天保7年（1836）〈 〉正.24 光格 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 召出 ? ? 院児

女院児

1 下津（東久世） 通廉 徳丸 正保元年（1644）〈15〉
11.20 寛永12年（1635）〈6〉7 東福門 寛永20年（1643）〈14〉 正保元年（1644）〈15〉

11.20 召出 院中児 新家取立 羽新外非蔵 議・院児

※家格等（次男以下は出身家の家格）
　清…清華家　臣…大臣家　羽…羽林家　名…名家　半…半家　旧…旧家　新…新家　内…内々小番　外…外様小番
　近…近衛家家礼　九…九条家家礼　二…二条家家礼　一…一条家家礼　鷹…鷹司家家礼　非…非門流　知…知行取　蔵…蔵米取
※経歴（順不同）
　近…近習小番　五…五位蔵人　頭…蔵人頭　議…議奏　武…武家伝奏　東児…東宮児　東…東宮近習　三卿…皇嗣付三卿
　院…院参衆　院児…院中児　院評…院評定衆　院伝…院伝奏
　書記…国事御用書記　御用…国事御用掛　参政…国事参政　参与…明治政府参与
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90 ? 康丸 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 明治 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 ?

東宮児

1 中御門 宣隆→宣衡→成良→
尚良 慶長3年（1598）〈9〉12.14 慶長3年（1598）〈9〉? 後水尾 慶長5年（1600）〈11〉? 慶長5年（1600）〈11〉11.19 ? 元服・昇殿・右衛門佐 1621外様→内々 名旧内二知 東児・院

2 西洞院（平松） 時興（時庸） 金千世→金丸 慶長12年（1607）〈9〉正.15 慶長9年（1604）〈6〉9.14 後水尾 慶長16年（1611）〈13〉? 慶長18年（1613）〈15〉2.23 召出 禁中児? 次男、新家取立 半旧内近知 東児
3 八条 隆英 米丸 宝永3年（1706）〈5〉正.5 ?（170?）〈 〉 中御門 宝永6年（1709）〈8〉? 正徳5年（1715）〈14〉2.27 ? 禁中児 次男、新家取立 羽新内近蔵 近・議・東児・東・院

4 八条（櫛笥） 隆周 米丸 享保11年（1726）〈5〉正.5 享保13年（1728）〈7〉4.15 桜町 享保20年（1735）〈14〉3.21 享保20年（1735）〈14〉
11.18 召 禁中児 嫡子、元文3.正/12櫛笥家

相続 羽新内近蔵 近・東児

5 町尻 兼望（説望） 久馬丸 寛保2年（1742）〈5〉7.1 延享3年（1746）〈9〉10.21 桃園 延享4年（1747）〈10〉5.2 宝暦元年（1751）〈14〉12.7 召出 禁中児 宝暦事件 羽新外近蔵 近・東児
6 樋口 宜康 友丸 宝暦8年（1758）〈5〉12.28 宝暦13年（1763）〈10〉10.3 後桃園 明和4年（1767）〈14〉? 明和4年（1767）〈14〉12.15 召 元服・昇殿・従五位上、近習 羽新外九知 近・東児・院・院評

7 町尻 量輔 久馬丸 文化3年（1806）〈5〉正.18 文化6年（1809）〈8〉9.13 仁孝 文化13年（1816）〈15〉? 文化13年（1816）〈15〉
10.17 ─ 元服・昇殿・従五位上出羽権介・近習 88卿 羽新外近蔵 近・東児

8 河鰭 公述 寿賀丸 天保3年（1832）〈4〉12.18 天保8年（1837）〈9〉正.11 孝明 天保13年（1842）〈14〉9.17 天保13年（1842）〈14〉
12.10 召出 暇、元服・昇殿・従五位上・近習 88卿 羽旧外非知 近・東・東児・御用

9 東久世 通禧 保丸 天保6年（1835）〈3〉10.29 天保13年（1842）〈10〉12.2 孝明 弘化3年（1846）〈14〉2.13 弘化4年（1847）〈15〉3.11 出仕 禁中児 七卿 羽新外非蔵 近・東児・参政・参与
10 裏松 良光 喜佐丸 安政元年（1854）〈5〉4.5 文久元年（1861）〈12〉12.7 明治 文久3年（1863）〈14〉? 文久3年（1863）〈14〉12.3 召出 元服・昇殿・従五位上筑前権介・近習 児代 名新外近知 近・東児

院中児

1 姉小路（風早） 実種 寛永12年（1635）〈4〉正.5 寛永14年（1637）〈6〉 後水尾 正保2年（1645）〈14〉? 正保2年（1645）〈14〉4.28 「出勤」 元服・昇殿・従五位上左京大夫・新家取
立、院参衆 長男、新家取立 羽新内九知 院・院児

2 久我（亀谷） 通尹 チサ丸 寛永13年（1636）〈11〉
11.26 ?（163?）〈 〉 後水尾 寛永17年（1640）〈15〉? 寛永17年（1640）〈15〉

11.17 ? 元服・昇殿・新家取立 次男、新家取立、絶家 清旧外非知 院・院児

3 久我（東久世） 通廉 徳丸 正保元年（1644）〈15〉
11.20 寛永20年（1643）〈14〉 後水尾 正保元年（1644）〈15〉 正保元年（1644）〈15〉

11.20 女院児 元服・昇殿・従五位下中務大輔・新家取
立・号東久世 次男、新家取立 清旧外非知 議・院児

4 日野（外山） 宣勝（光顕） 万治3年（1660）〈9〉正.5 ?（16??）〈 〉 後西 寛文4年（1664）〈13〉? 寛文4年（1664）〈13〉11.23 ? 元服・昇殿・従五位上左兵衛権佐? 次男、新家取立 名旧内近知 院・院児

5 東久世 博意（博高） 琳丸 ?（16??）〈 〉 寛文10年（1670）〈12〉5.12 後水尾 寛文12年（1672）〈14〉9 延宝元年（1673）〈15〉
正.29 出仕 退出 「依有幼戯過也」 清旧外非知 近・院・院児

6 五条（桑原） 長義 延宝元年（1673）〈13〉
11.19 ?（167?）〈 〉 後西 延宝元年（1673）〈13〉? 延宝元年（1673）〈13〉

11.19 ? 元服・院昇殿? 次男、新家取立 半旧外一知 院・院児

7 町尻 兼量 ソメ丸 延宝4年（1676）〈15〉正.28 ?（167?）〈 〉 後水尾 延宝4年（1676）〈15〉正.28 延宝4年（1676）〈15〉正.28 ? 元服・昇殿・従五位下勘解由使次官 養子・当主 羽新外近蔵 近・院児

8 持明院（石野） 基顕 天和元年（1681）〈12〉
11.27 ?（16??）〈 〉 後西 天和元年（1681）〈12〉? 天和元年（1681）〈12〉

11.27 ? 元服・昇殿・従五位下縫殿頭・院参衆? 次男、新家取立 羽旧内近知 近・議・三卿・院・院児

9 東久世 博胤 恒丸 元禄7年（1694）〈6〉12.25 元禄9年（1696）〈8〉10.8 霊元 元禄11年（1698）〈10〉 元禄15年（1702）〈14〉
12.11 「為」 「退出」 羽新外非蔵 院・院児

10 八条 隆輔 房丸 元文5年（1740）〈5〉12.24 延享4年（1747）〈12〉? 桃園 寛延2年（1749）〈14〉? 寛延2年（1749）〈14〉11.27 禁中児 元服・昇殿・禁色・従五位上侍従? 羽新内近知 近・院・院児

11 四辻→西四辻 公碩 万寿丸 安永2年（1773）〈7〉12.19 ?（17??）〈 〉 後桜町 天明元年（1781）〈15〉 天明元年（1781）〈15〉
12.16 ? 元服・昇殿・従五位上大和権介・新家取

立・院参衆? 次男、新家取立 羽旧内近知 院・院児

12 橋本 実久 幸丸 寛政4年（1792）〈3〉6.13 寛政10年（1798）〈9〉2.5 後桜町 享和3年（1803）〈14〉? 享和3年（1803）〈14〉12.3 召出 元服・昇殿・従五位上・院参衆 羽旧外一知 議・院・院児
13 綾小路（金子） 有久 富亀丸 享和2年（1802）〈10〉5.1 ?（180?）〈 〉 後桜町 文化5年（1808）〈16〉12 × ? 「致仕」 のち養子 羽旧内九知 院児

14 石山 基逸 亀丸 寛政11年（1799）〈4〉12.22 享和3年（1803）〈8〉12.3 後桜町 文化6年（1809）〈14〉? 文化6年（1809）〈14〉12.10 ? 元服・昇殿・従五位上右京権大夫・院参
衆 羽新内一蔵 近・院・院児

15 梅渓 通師（通修） 菊丸 文化4年（1807）〈3〉7.26 文化14年（1817）〈13〉3.22 光格 文政元年（1818）〈14〉? 文政元年（1818）〈14〉
12.26 禁中児 元服・昇殿・従五位上、院参衆 羽新内鷹知 院・院児

16 高倉 永胤 文政元年（1818）〈8〉12.19 ?（181?）〈 〉 光格 文政6年（1823）〈13〉 文政6年（1823）〈13〉9.23 ? 元服・昇殿・従五位上・院参衆 密通露見 半旧内近知 近・院・院児

17 倉橋 泰聡 淳丸 文政3年（1820）〈6〉正.4 ?（182?）〈 〉 光格 文政12年（1829）〈15〉? 文政12年（1829）〈15〉
12.15 ? 元服・昇殿・従五位上丹波権介・院参衆 88卿、のち議奏加勢 半新外一知 近・院・院児

18 三室戸 雄光 天保元年（1830）〈9〉2.28 天保元年（1830）〈9〉2.11 光格 天保6年（1835）〈14〉? 天保6年（1835）〈14〉12.10 召出 元服・昇殿・従五位上筑前権介、院参衆 のち議奏加勢 名新外近知 近・院・院児
19 ? 蕗丸 ?（18??）〈 〉 天保7年（1836）〈 〉正.24 光格 ?（18??）〈 〉 ?（18??）〈 〉 召出 ? ? 院児

女院児

1 下津（東久世） 通廉 徳丸 正保元年（1644）〈15〉
11.20 寛永12年（1635）〈6〉7 東福門 寛永20年（1643）〈14〉 正保元年（1644）〈15〉

11.20 召出 院中児 新家取立 羽新外非蔵 議・院児

※家格等（次男以下は出身家の家格）
　清…清華家　臣…大臣家　羽…羽林家　名…名家　半…半家　旧…旧家　新…新家　内…内々小番　外…外様小番
　近…近衛家家礼　九…九条家家礼　二…二条家家礼　一…一条家家礼　鷹…鷹司家家礼　非…非門流　知…知行取　蔵…蔵米取
※経歴（順不同）
　近…近習小番　五…五位蔵人　頭…蔵人頭　議…議奏　武…武家伝奏　東児…東宮児　東…東宮近習　三卿…皇嗣付三卿
　院…院参衆　院児…院中児　院評…院評定衆　院伝…院伝奏
　書記…国事御用書記　御用…国事御用掛　参政…国事参政　参与…明治政府参与
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に
も
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
家
格
で
み
る

と
、
羽
林
家
を
中
心
に
名
家
・
半
家
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
基
本
的
に
摂
家
・

清
華
家
・
大
臣
家
等
の
上
層
か
ら
は
出
て
い
な
い
︵
次
男
以
下
除
く
︶。
ま
た

新
家
・
外
様
小
番
衆
の
家
か
ら
の
出
仕
が
目
立
つ
。
新
家
・
外
様
の
家
の
多
く

は
蔵
米
取
の
少
禄
公
家
衆
で
あ
り
、
大
原
・
豊
岡
・
東
久
世
・
町
尻
等
か
ら
は

多
く
の
︿
御
児
﹀
を
輩
出
し
て
い
る
。
公
家
衆
の
増
加
か
ら
一
七
世
紀
後
半
に

は
幕
府
の
新
家
取
立
は
抑
制
傾
向
に
転
じ︶

38
︵

、
朝
廷
も
寛
延
三
年
︵
一
七
五
〇
︶

の
官
位
﹁
御
定︶

39
︵

﹂
に
よ
っ
て
新
家
・
旧
家
の
別
を
定
め
、
昇
進
年
限
の
厳
密
化

と
新
家
の
昇
進
制
限
を
実
行
し
た
。
近
世
中
後
期
に
は
皇
嗣
を
産
む
可
能
性
の

あ
る
典

な
い
し
の
す
け

侍
は
旧
家
・
内
々
の
家
か
ら
、
男
子
を
産
ん
で
も
皇
位
継
承
候
補
か
ら

外
さ
れ
た
掌

な
い
し
の
じ
ょ
う

侍
は
新
家
・
外
様
の
家
か
ら
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り︶

40
︵

、︿
御
児
﹀
は
掌
侍
と
同
様
の
傾
向
を
辿
っ
た
と
い
え
る
。

　

も
と
院
評
定
衆
綾
小
路
俊
賢
の
三
男
富
亀
丸
有
久
は
叙
爵
後
後
桜
町
院
中
児

と
な
り
、
文
化
五
年
︵
一
八
〇
八
︶
致
仕
し
た
︵
一
六
歳
︶。
同
一
一
年
に
位

階
を
返
上
し
石
見
国
一
宮
物
部
神
社
社
家
金
子
家
へ
婿
入
り
す
る
︵﹁
金
子
家

譜
﹂
東
大
史
料
所
蔵
︶。︿
御
児
﹀
を
辞
し
て
か
ら
養
子
入
り
す
る
ま
で
、
朝
廷

へ
の
出
仕
も
し
な
い
︵
出
来
な
い
︶﹁
部
屋
住
﹂
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嫡

子
以
外
の
次
男
以
下
は
自
家
・
他
家
の
後
継
者
候
補
と
し
て
叙
爵
さ
れ
た
が

︵
次
男
爵
︶、
養
子
先
や
出
家
先
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
一
生
を
終
え
、
家
譜
に

出
て
こ
な
い
者
も
多
か
っ
た︶

41
︵

。
家
譜
か
ら
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
院
中
児
や
女
院

児
は
、
彼
ら
次
男
以
下
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
院
伝
奏
四
辻
公き

ん

亨あ
き

の
三
男
万
寿
丸
公
碩
は
同
じ
く
後
桜
町
院
中
児
と
な
り
、
天
明
元
年
︵
一
七

八
一
︶
院
の
強
い
要
望
に
よ
り
新
家
取
立
を
幕
府
か
ら
許
可
さ
れ
、
西
四
辻
家

を
興
す︶

42
︵

。
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
大
政
奉
還
の
直
後
、
禁
中
児
甘
露
寺
高
丸

万つ
む

長な
が

も
孝
明
天
皇
の
遺
詔
に
よ
る
と
し
て
新
家
松ま

つ
が

崎さ
き

家
を
興
し
て
い
る︶

43
︵

。
有

久
も
新
家
取
立
を
期
待
し
て
い
た
も
の
の
、
院
の
死
去
に
よ
り
叶
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

　

一
五
歳
で
の
元
服
は
あ
く
ま
で
も
目
安
で
あ
り
、
公
家
社
会
で
は
一
〇
歳
未

満
で
元
服
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
昇
進
年
限
の
厳
格
化
に
よ
っ
て
早
期
の
出
仕

を
望
む
者
が
多
く
、
元
服
ま
で
従
五
位
下
に
据
え
置
か
れ
る
︿
御
児
﹀
は
出
世

が
遅
れ
た
︵
⑧
︶。︿
御
児
﹀
を
勤
め
た
﹁
児
労
﹂
に
よ
る
昇
進
も
、
管
見
の
限

り
、
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
裏
松
恭ゆ

き

光み
つ

︵
六
八
歳
︶
が
禁
中
児
・
蔵
人
・
議

奏
の
勤
労
と
老
年
に
よ
る
天
皇
の
﹁
御
憐
愍
﹂
に
よ
っ
て
権
大
納
言
に
任
ぜ
ら

れ
た
︵﹁
裏
松
家
譜
﹂
東
大
史
料
所
蔵
︶
程
度
で
あ
る
。

　

初
期
は
議
奏
と
な
る
者
も
い
た
が
︵
④
︶、
山
科
忠た

だ

言と
き

︵
後
桃
園
児
↓
同
近

習
↓
光
格
近
習
↓
議
奏
↓
武
家
伝
奏
︶
や
日
野
資す

け

愛な
る

︵
光
格
児
↓
同
近
習
↓
仁

孝
付
三
卿
↓
議
奏
↓
光
格
院
伝
奏
↓
武
家
伝
奏
︶、
裏
松
恭
光
︵
光
格
児
↓
同

近
習
↓
同
院
参
衆
↓
仁
孝
近
習
↓
孝
明
議
奏
︶
を
最
後
に
役
付
す
る
者
は
い
な

く
な
る
。
山
口
や
村
の
紹
介
し
た
︿
御
児
﹀
を
初
発
と
す
る
昇
進
ル
ー
ト
は
、

例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
新
家
取
立
の
必
要
も
な
い
嫡
男
が
︿
御
児
﹀
と
な
っ
た
の
は
何
故

か
。︿
御
児
﹀
を
多
く
輩
出
し
た
大
原
家
や
豊
岡
家
は
少
禄
の
蔵
米
取
で
あ
り
、

常
に
財
政
窮
乏
を
訴
え
て
い
た
。
後
述
す
る
役
料
・
装
束
料
・
合
力
米
の
支
給
、

後
宮
で
の
養
育
な
ど
、
諸
家
の
忌
避
す
る
︿
御
児
﹀
出
仕
を
引
き
受
け
る
こ
と
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で
︿
奥
﹀
か
ら
の
援
助
を
引
き
出
し
、
家
を
存
続
さ
せ
る
道
を
選
ん
だ
の
で
は

な
い
か
。
ま
た
早
世
し
な
い
限
り
禁
中
児
は
元
服
後
近
習
入
り
し
て
お
り
︵
院

中
児
は
院
参
衆
︶、
出
世
コ
ー
ス
で
は
な
い
が
確
実
に
天
皇
の
﹁
近
臣︶

44
︵

﹂
と
な

る
こ
と
の
出
来
た
役
で
あ
る
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

４
　〈
御
児
〉
の
役
料

　

奥
野
高
広
は
禁
裏
児
に
の
み
二
〇
人
扶
持
が
給
付
さ
れ
、
児
を
勤
め
た
者
に

は
家
を
継
ぐ
ま
で
朝
廷
か
ら
合
力
米
一
五
石
を
給
付
し
て
い
た
と
す
る︶

45
︵

。
弘
化

四
年
︵
一
八
四
七
︶
の
事
例
で
は
、
中
宮
御
所
・
女
院
御
所
の
児
各
一
名
も
同

様
に
合
力
米
一
五
石
を
支
給
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︵
当
時
は
院
不
在
︶。
一
方
、

村
和
明
は
延
宝
七
年
︵
一
六
七
九
︶
朝
廷
の
役
料
体
系
が
整
備
さ
れ
た
可
能
性

を
指
摘
し
、
起
源
は
不
詳
だ
が
﹁
禁
裏
御
所
の
児
﹂
に
は
幕
府
か
ら
二
〇
人
扶

持
＝
三
五
石
六
斗
を
支
給
さ
れ
て
い
た
と
す
る︶

46
︵

。
な
お
、
武
家
伝
奏
の
役
料
は

五
〇
〇
俵
︵
米
一
七
五
石
︶、
議
奏
は
一
〇
〇
俵
︵
米
四
〇
石
︶
で
あ
る
。

　

村
も
引
用
す
る
正
徳
四
年
︵
一
七
一
四
︶﹃
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
﹄
で

は
幕
府
の
二
条
蔵
米
か
ら
﹁
禁
裏
御
児
／
弐
人
御
扶
持
方
﹂
と
し
て
﹁
米
七
拾

石
余
﹂
が
支
給
さ
れ
、
半
年
分
と
し
て
﹁
米
拾
七
石
八
斗
﹂
を
禁
中
児
二
名
が

受
領
し
て
い
る︶

47
︵

。

︻
史
料
四
︼ ﹁
徳
大
寺
実
堅
武
家
伝
奏
記
録
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶
三
七
冊　

︵
弘
化
元
年
︶
諸
手
形
留

請
取
申
御
扶
持
方
米
之
事

米
合
拾
七
石
八
斗
者　

但
京
升
也

右
、
是
者　

／︵
仁
孝
天
皇
︶

禁
裏
様
御︵

大
原
重
実
︶

児
常
丸
江

弐
拾
人
扶
持
被
下
候
ニ

付
、
当
辰
正

月
ゟ
六
月
迄
六
ヶ
月
分
、
小
ヲ
引
日
数
百
七
十
八
日
分
請
取
申
処
如
件
、

大
原
三︵

重
徳
︶位

家

天
保
十
五
甲
辰
年
五
月　

萩
野
主
鈴
印

神︵
久
敬
、
二
条
蔵
奉
行
︶

尾
安
太
郎
殿
／
武︵

二

条

蔵

奉

行

︶

島
安
左
衛
門
殿
／
石︵

正

敬

︶

川
又
四
郎
殿

　

天
保
一
五
年
︵
一
八
四
四
、
一
二
月
に
弘
化
改
元
︶
五
月
、
禁
中
児
常
丸
の

父
大
原
重
徳
の
家
臣
へ
、
幕
府
の
二
条
蔵
奉
行
ら
か
ら
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の

半
年
＝
一
七
八
日
間
分
と
し
て
米
一
七
石
八
斗
︵
＝
一
〇
人
扶
持
、
一
日
一
斗
︶

が
支
給
さ
れ
た
。
弘
化
四
年
﹁
京
都
分
限
帳
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶
で
は
禁
中

児
二
名
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
二
条
御
蔵
渡
﹂
と
し
て
﹁
弐
拾
人
扶
持
／
此
米
三
拾
五

石
五
斗
﹂、
院
中
児
一
名
に
﹁
弐
拾
人
扶
持
﹂、
東
宮
児
一
名
に
﹁
御
切
米
拾
五

石
／
三
人
扶
持
／
但
一
日
一
人
六
合
﹂
と
あ
る
。
ま
た
文
化
一
四
年
︵
一
八
一

七
︶
武
家
伝
奏
山
科
忠
言
が
幕
府
の
仙
洞
付
武
家
へ
提
出
し
た
仙
洞
御
所
役
人

の
扶
持
一
覧
の
中
に
は
﹁
二
拾
人
扶
持
︽
但
一
日
六
合
︾　

御︵
院
中
児
︶児

一
人
﹂
と
あ

る
︶
48
︵

。︻
史
料
五
︼﹁
方
長
卿
記︶

49
︵

﹂
貞
享
元
年
︵
一
六
八
四
︶
六
月
一
九
日
条

十
九
日
、
天
晴
、
参　

内
、
召
御
廊
下
ニ

仰
云
、
児
可
被
召
置
上
候
也
、

先
年
松
木
中︵

宗
顕
︶

納
言
・
武
者
小
路
少︵

実
陰
︶将

等
参
児
之
時
分
欤
、
自
江
戸
申
来
云
、

諸
家
惣
領
之
児
両
人
可
被
召
置
候
也
、
児
両
人
被
下
配
当
之
事
、
二
十
石

副
扶
持

　
　
　

被
出
之
云
々
、
当
時
●︵

朝
仁︿
東
山
﹀︶

東
宮
之
女
中
無
配
当
之
間
、
典
侍
之
領
一
人

分
︽
百
二
十
石
︾
■
児
領
一
人
分
、　

東
宮
女
中
へ
被
付
之
、
依
之
、
今

一
人
分
児
領
之
事
可
談
武
家
之
由
被
仰
含
、︵
後
略
︶
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貞
享
元
年
六
月
一
九
日
、
参
内
し
た
武
家
伝
奏
甘
露
寺
方
長
は
霊
元
天
皇
か

ら
以
下
の
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
。
当
時
、
東
宮
女
中
に
﹁
配
当
﹂
が
無
か
っ
た

た
め
、
典
侍
領
一
人
分
一
二
〇
石
と
﹁
児
領
﹂
一
人
分
を
東
宮
女
中
分
と
し
て

支
給
す
る
こ
と
と
し
、
今
回
は
一
人
分
の
﹁
児
領
﹂
を
幕
府
に
求
め
る
こ
と
、

と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
松
木
宗
顕
︵
寛
文
一
〇
年
︿
一
六
七
〇
﹀

元
服
︶
か
武
者
小
路
実
陰
︵
延
宝
二
年
︿
一
六
七
四
﹀
元
服
︶
が
禁
中
児
だ
っ

た
頃
、
幕
府
は
﹁
児
﹂
を
﹁
諸
家
惣
領
﹂
二
名
と
す
る
よ
う
に
指
示
し
、
両
名

へ
二
〇
石
に
扶
持
を
添
え
て
支
給
し
た
と
い
う
先
例
で
あ
る
。
今
回
は
女
中
領

の
都
合
か
ら
、
西
洞
院
時
成
の
嫡
男︶

50
︵

時と
き

光て
る

の
﹁
児
領
﹂
一
人
分
を
幕
府
へ
要
求

し
た
と
こ
ろ
、
二
一
日
に
所
司
代
稲
葉
正
通
か
ら
禁
裏
付
を
通
し
て
詳
細
を
尋

ね
ら
れ
た
。
二
六
日
、
同
役
の
武
家
伝
奏
花
山
院
定
誠
は
﹁
児
領
﹂
の
こ
と
は

禁
裏
か
ら
の
願
い
で
は
な
く
﹁
牧
野
摂
州
﹂
の
取
沙
汰
で
は
な
か
っ
た
か
と
述

べ
、
問
合
せ
を
受
け
た
前
任
の
武
家
伝
奏
千
種
有
能
も
延
宝
七
年
︵
一
六
七
九
︶

に
﹁
牧
野
摂
州
﹂
か
ら
口
頭
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
思
う
、
と
回
答
し
て
き
た
。

摂
津
守
を
称
し
た
所
司
代
は
い
な
い
し
、
牧
野
佐
渡
守

0

0

0

親
成
の
所
司
代
在
任
も

一
六
五
四
年
か
ら
一
六
六
八
年
ま
で
で
あ
り
、
記
憶
に
混
乱
が
み
ら
れ
る
。
朝

幕
双
方
で
起
源
不
明
と
さ
れ
た
が
、︿
御
児
﹀
と
そ
の
役
料
に
つ
い
て
は
幕
府

の
指
示
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
﹁
惣
領
﹂︵
嫡
子
︶
を
召
出
す

よ
う
に
と
の
指
示
は
、
次
男
以
下
の
︿
御
児
﹀
か
ら
の
新
家
取
立
を
制
限
し
よ

う
と
し
た
幕
府
の
政
策
変
更
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
寛
永
期
に
七
～
八
名
い
た
︿
御
児
﹀
に
は
幕
府
か
ら

合
力
米
一
五
石
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
寛
文
期
に
は
幕
府
か
ら
の
指
示
で
二

名
各
二
〇
石
支
給
と
な
り
、
一
八
世
紀
初
頭
に
は
増
額
さ
れ
二
〇
人
扶
持
＝
米

三
五
石
六
斗
で
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹃
光
台
一
覧
﹄
の
記
述
︵
①
︶

は
少
し
古
い
時
代
の
実
態
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
仙
洞
児
は
定
員

一
名
、
役
料
は
禁
中
児
と
同
額
と
さ
れ
た
。
東
宮
児
の
場
合
、
仕
え
る
儲
君
が

立
坊
︵
立
太
子
︶
す
る
ま
で
口
向
か
ら
飯
米
・
野
菜
料
を
、
立
坊
後
は
年
一
〇

石
を
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
天
保
一
一
年
︵
一
八
四
〇
︶
七
石
へ
減
額
さ
れ
た

と
い
う︶

51
︵

。
二
　
召
出
と
退
出

１
　
召
出

　

武
家
伝
奏
の
日
記
か
ら
、︿
御
児
﹀
の
召
出
し
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

︻
史
料
六
︼﹁
有
庸
卿
記︶

52
︵

﹂
文
化
八
年
︵
一
八
一
一
︶
一
二
月
七
日
条

七
日
、︽
辛
亥
、
晴
︾
巳
刻
参　

内
、
直
衣
奴
袴
、　

関︵
鷹
司
政
熙
︶

白
殿
参
入
、

一
、︵

日
野
西
光
暉
︶

善
丸
当
年
中
元
服
可
催
被
●︵

光
格
か
ら
︶

仰
出
、
甘︵

国
長
、議
奏
︶

露
寺
被
示
候
、
日
野
西

右︵
前
脱
、延
光
︶

大
弁
召
設
申
渡
候
、
殿
下
申
入
候
、

一
、
梅
渓
少︵

行
通
︶将

息
菊︵

通
師
︶丸
、
児
被
召
出
之
由
同
可
尋
被
示
候
、

　

参
内
し
た
武
家
伝
奏
六
条
有
庸
は
、
議
奏
甘
露
寺
国
長
を
通
し
て
、
光
格
天

皇
か
ら
禁
中
児
日
野
西
善
丸
光
暉
を
今
年
中
に
元
服
さ
せ
る
よ
う
命
じ
ら
れ

た
。
有
庸
は
善
丸
の
父
日
野
西
延
光
や
関
白
鷹
司
政
熙
へ
こ
れ
を
伝
え
て
い

る
。
続
い
て
、
同
じ
く
国
長
か
ら
、
善
丸
の
後
任
と
し
て
、
梅
渓
行
通
の
子
菊

丸
通
師
︵
の
ち
通
修
と
改
名
︶
を
禁
中
児
と
す
べ
き
か
尋
ね
る
よ
う
伝
え
ら
れ
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た
。
同
時
期
の
近
習
小
番
は
天
皇
の
意
向
を
受
け
た
関
白
・
武
家
伝
奏
・
議
奏

の
評
議
︵
朝
議
︶
の
う
え
で
決
定
さ
れ
て
お
り︶

53
︵

、
禁
中
児
に
関
し
て
も
同
様
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

︻
史
料
七
︼ ﹃
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
﹄
寛
延
四
年
︵
一
七
五
一
︶
五
月

九
日
条︶

54
︵

九
日
、

一
、
巳
半
剋
参　

内
、

一
、
中︵

栄
親
、
議
奏
︶

山
大
納
言
被
示
、
高
丘
少︵

敬
季
︶将

男
梅︵

紹
季
︶丸

可
被
召
小
児
被
●︵

桃
園
が
︶

仰
出
之

由
、
尤
出
勤
之
日
限
ハ
追
而
可
被　

仰
出
之
由
也
、

右
之
儀
、
如
先
格
御
扶
持
方
可
被
下
、
跡
々
之
通
可
有
沙
汰
之
由
、

豊︵
松
平
資
訓
︶

後
守
江

可
申
遣
ニ

付
、
是
迄
誰
退
出
之
替
誰
被
召
出
、
御
扶
持
方
跡
々

之
通
可
有
沙
汰
示
遣
事
也
、
然
ル
処
当︵

桃
園
︶今

御
代
始
よ
り
久︵

町
尻
兼
望
︶

馬
丸
一
人
勤

仕
、
今
一
人
々
体
相
応
之
人
無
之
ニ

付
、
未
被
召
出
、
今
度
梅
丸
被
召

出
ニ

付
、
若
豊
後
守
不
審
可
有
之
欤
、
小
児
両
人
定
数
之
由
内
々
可
含

置
之
由
、
謁
田︵

勝
芳
、
禁
裏
付
︶

中
出
羽
守
示
之
訖
、
明
日
行
向
豊
後
守
方
可
申
含
之
由

答
、　
︵
後
略
︶

　

寛
延
四
年
︵
宝
暦
元
年
︶
五
月
、
参
内
し
た
武
家
伝
奏
の
広
橋
兼
胤
は
議
奏

中
山
栄
親
か
ら
高
丘
敬
季
の
子
梅
丸
紹
季
を
禁
中
児
に
召
す
よ
う
に
と
の
桃
園

天
皇
の
意
向
を
示
さ
れ
た
。
兼
胤
は
召
出
し
を
京
都
所
司
代
松
平
資
訓
へ
伝

え
、
先
例
通
り
の
扶
持
支
給
を
願
お
う
と
し
た
。
し
か
し
当
時
、
適
当
な
人
物

が
お
ら
ず
、
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
桜
町
天
皇
が
桃
園
天
皇
へ
譲
位
し
た
際

に
東
宮
児
か
ら
禁
中
児
に
転
じ
た
町
尻
久
馬
丸
兼
望
︵
の
ち
説
望
︶
一
人
と
い

う
状
態
が
続
い
て
い
た
。
二
人
目
の
梅
丸
を
召
出
す
に
あ
た
り
、
不
審
に
思
わ

れ
な
い
よ
う
、
禁
中
児
は
﹁
両
人
定
数
﹂︵
定
員
二
名
︶
で
あ
る
こ
と
を
事
前

に
禁
裏
付
に
説
明
し
た
う
え
で
所
司
代
へ
伝
達
す
る
こ
と
と
し
た
。
幕
府
か
ら

正
式
に
支
給
さ
れ
る
性
質
上
、
先
例
通
り
の
枠
数
で
あ
る
点
を
強
調
し
な
け
れ

ば
、︿
御
児
﹀
の
役
料
も
許
可
さ
れ
が
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
か
ら

正
式
に
許
可
さ
れ
る
ま
で
は
、﹁
雇
﹂︵
臨
時
採
用
︶
と
い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。

︻
史
料
八
︼﹁
隆
光
卿
記︶

55
︵

﹂
文
政
一
三
年
︵
一
八
三
〇
︶
九
月
一
一
日
条

十
一
日
、
庚
午
、
晴
、
巳
剋
参
内
、︵
中
略
︶

三
室
戸
前︵

能
光
︶

相
公
次︵

雄
光
︶男
︽
実
子
也
、
七
才
︾、
陳︵

三
室
戸
︶光

藤
波
家
ヨ
リ
養
子
相
続
、

今
度
為
陳
光
実
子
分
相
続
之
事
、兼
而

前︵
能
光
︶

相
公
所
望
、
而

陳
光
於
不
承
引
者
、

後
来
父
子
不
可
●︵

マ
マ
︶●

之
間
、
過
日
以
来
延
引
、
頃
日
陳
光
実
心
無
所
存
之

旨
相
示
了
、
依
之
昨
日
一
族
一
統
、
日
野
前︵

資
愛
︶

亜
相
・
光︵

烏
丸
︶政

等
右
治
定
之
事

相
触
了
、
昨
夕
予

在
朝
中
、︵

正
親
町
三
条
則
子
︶

女
房
参
常︵

柳
原
家
子
︶

盤
井
局
之
処
、
院
中
児
春
来
所
々

有
御
穿
鑿
之
処
、
当
時
無
人
之
間
、
三
室
戸
末
男
家
督
於
治
定
者
可
被
召

出
、
其
旨
可
斗
申
、
尤
先
日
内
々
自
他
新︵

園
正
子
、
院
女
房
︶

大
納
言
局
以
六︵

和
通
、
正
子
従
弟
︶

角
前
宰
相
、
前

相
公
へ
内
々
有
沙
汰
、
而
延
引
、
弥
奉
公
之
事
、
予
可
領
掌
哉
云
々
、
則

予
無
所
存
之
故
、
自
女
房
令
申
入
了
、

一
、
向
三
室
戸
前
相
公
面
会
、
末
男
家
督
相
続
之
事
、
弥
無
所
意
之
間
、

可
令
治
定
、
叙
爵
申
文
、
児
ニ

可
被
召
出
、
内
々
有
院︵

光
格
院
の
︶

叡
慮
之
間
、
今

日
中
書
調
一
族
、
陽︵

近
衛
家
︶明

等
申
入
請
願
可
被
附
示
了
、︽
児
被
召
出
雑
々

令
談
合
了
︾
帰
家
、
須
臾
前
相
公
入
来
、
大
慶
之
故
被
謝
了
、
名
字
事

前︵

桑

原

︶

菅
中
納
言
忠
長

　
　

勘
出
之
分
示
之
、
則
一
族
旧
名
之
分
相
除
、
雄タ

ケ

光
、
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右
可
被
治
定
仰
了
、

　

男
子
の
い
な
か
っ
た
三
室
戸
能や

す

光み
つ

は
、
は
じ
め
上
冷
泉
家
か
ら
従
兄
の
子
緝

光
を
養
子
に
迎
え
て
い
た
が
早
世
。
新
た
に
藤
波
家
か
ら
陳か

た

光み
つ

を
養
子
に
迎
え

て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
実
子
雄た

け

光み
つ

が
誕
生
、
雄
光
を
後
継
ぎ
と
し
た
い
能
光

と
陳
光
と
の
対
立
が
続
い
て
い
た
。
最
終
的
に
は
陳
光
が
譲
歩
し
、
文
政
一
三

年
︵
一
二
月
天
保
改
元
︶
九
月
一
〇
日
、
雄
光
を
陳
光
の
養
子
と
す
る
こ
と
が

三
室
戸
家
の
属
す
る
日
野
流
一
同
へ
披
露
さ
れ
た
。
こ
の
日
、
三
室
戸
家
の
本

家
に
あ
た
る
柳
原
隆
光
︵
蔵
人
頭
︶
が
出
勤
し
て
い
る
間
に
、
そ
の
妻
則
子
︵
正

親
町
三
条
公
則
娘
︶
が
隆
光
妹
の
家い

え

子こ

︵
三
一
歳
、
常
盤
井
局
、
光
格
院
小
上

臈
︶
の
も
と
へ
赴
い
た
。
家
子
は
雄
光
の
養
子
決
定
を
知
り
、
当
時
不
在
の
院

中
児
と
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
。実
は
以
前
か
ら
、光
格
院
上
臈
の
園
正お

さ

子こ

︵
五

七
歳
、
新
大
納
言
局
︶
が
そ
の
従
弟
六
角
和
通
︵
仙
洞
小
番
奉
行︶

56
︵

︶
を
通
し
て

能
光
へ
申
し
入
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
い
う
。
翌
一
一
日
、
隆
光
は
能
光
の
も
と

へ
向
か
い
、
雄
光
の
叙
爵
の
こ
と
や
院
中
児
召
出
し
の
こ
と
を
相
談
し
た
。

　

東
宮
児
も
禁
中
女
官
か
ら
母
や
妻
等
の
女
性
親
族
を
通
し
て
採
用
さ
れ
て
お

り
︶
57
︵

、
実
際
の
︿
御
児
﹀
の
人
選
は
、
女
中
衆
と
そ
の
親
族
、
特
に
奥
向
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。︿
御
児
﹀
は
﹃
光
台
一

覧
﹄
で
は
勾
当
内
侍
︵
掌
侍
の
上
首
、﹁
表
﹂
と
の
交
渉
役
︶
預
か
り
と
さ
れ

て
い
る
が
︵
①
︶、
高
橋
博
の
取
り
上
げ
た
安
永
期
の
例
で
は
そ
の
補
佐
役
の

大お
お
お
ち
の
ひ
と

御
乳
人
︵
命
婦
の
次
席
、
天
皇
の
乳
母
︶
が
採
用
し
、
勾
当
内
侍
へ
報
告
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る︶

58
︵

。
二
条
城
行
幸
の
際
﹁
女
中
衆
﹂
に
含
ま
れ
て
い
た
よ

う
に
、︿
御
児
﹀
は
奥
向
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。

︻
史
料
九
︼﹃
閑
窓
自
語︶

59
︵

﹄
七
十　

右
少
将
公
風
美
丈
夫
事

裏︵
裏
辻
︶

築
地
少
将
公
風
は
、
や︵

や
ん
ご
と
な
く
︶

こ
と
な
く
う︵

麗

︶

る
は
し
く
、
男
女
老
若
に
よ
ら
す
、

め︵
愛
で
︶て

ま︵
惑
︶と

ひ
け
り
。
参
内
の
日
な
と
を
は
か
り
て
、
ち︵

巷

︶

ま
た
に
い︵

出
で
て
︶

て
ゝ
ま

ち
見
け
る
人
も
あ
り
し
と
そ
。
元
文
三
年
に
、
は
た
ち
に
て
四
位
に
も

の︵
昇
︶ほ

ら
す
う
せ
ぬ
。
こ
れ
は
恋
ひ
し
た
る
人
々
の
執
念
つ
け
る
に
や
と
、

人
い
へ
り
け
る
と
な
ん
。
こ
の
人
十
五
歳
ま
で
は
、
中
御
門
院
︽
于
時
在

位
︾
の
ち︵

児
︶こ

に
て
め
し
つ
か
は
れ
け
る
に
、
い
と
め
つ
ら
か
な
る

わ︵

童

姿

︶

ら
は
す
か
た
に
て
、
女
房
な
と
も
多
く
心
を
う︵

動
︶こ

か
し
。
な
に
と
な
く

内
も
そ︵

騒

々

︶

う
〳
〵
し
く
て
、
時
義
に
も
か
ゝ
り
け
る
と
そ
。
衛
の
弥
子
瑕
、

漢
の
董
賢
に
も
劣
る
ま
し
き
よ︵

装

い

︶

そ
ほ
ひ
に
や
あ
り
け
ん
。

　

中
御
門
天
皇
の
禁
中
児
裏
辻
公
風
は
、
余
桃
の
罪
で
知
ら
れ
る
衛
の
弥び

子し

瑕か

、
断
袖
の
故
事
で
知
ら
れ
る
前
漢
の
董
賢
に
も
比
肩
さ
れ
る
ほ
ど
の
美
男
子

で
、﹁
男
女
老
若
﹂
を
惑
わ
せ
た
と
い
う
。
稚
児
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
に
男
女
の

境
界
的
存
在
と
さ
れ
て
い
る︶

60
︵

。
院
政
期
は
男
色
に
基
づ
く
人
間
関
係
が
政
治
社

会
を
形
作
っ
て
い
た︶

61
︵

。
近
世
で
も
、
天
皇
の
後
宮
女
性
へ
の
寵
愛
の
多
寡
が
政

治
的
問
題
へ
発
展
し
て
い
る︶

62
︵

。
管
見
の
限
り
で
は
︿
御
児
﹀
の
選
定
の
際
に
美

醜
は
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
適
齢
期
の
少
年
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。︿
御
児
﹀

と
天
皇
・
上
皇
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
天
皇
の

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
同
時
代
の
徳
川
将
軍
に
比
し
て
不
明
な
点
が
多
く
、
今

後
の
課
題
と
し
た
い︶

63
︵

。

　

ま
た
天
明
六
年
︵
一
七
八
六
︶
日
野
賀
丸
資
愛
は
禁
中
児
召
出
し
に
際
し
桐

丸
の
幼
名
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︵﹁
日
野
家
譜
﹂
東
大
史
料
所
蔵
︶。
文
久
元
年
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︵
一
八
六
一
︶
裏
松
良た

る

光み
つ

が
東
宮
児
と
な
っ
た
際
に
は
天
皇
か
ら
幼
名
﹁
喜
佐

丸
﹂
を
拝
領
し
て
い
る
が︶

64
︵

、
拝
領
前
か
ら
﹁
喜
佐
麿
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る︶

65
︵

。
何

ら
か
の
差
し
障
り
が
あ
る
場
合
に
は
改
称
し
、
そ
れ
以
外
は
も
と
の
幼
名
を
拝

領
と
い
う
形
で
使
用
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
公
家
の
幼
名
は
、
摂
家
は

～
君
、
堂
上
は
～
丸
、
と
さ
れ
て
い
た︶

66
︵

。
大
原
家
の
﹁
常
丸
﹂、
岩
倉
家
の

﹁
周か

ね

丸
﹂
の
よ
う
に
、
代
々
同
じ
も
の
を
使
用
し
た
家
も
あ
っ
た
。

２
　
異
動

　

文
化
一
四
年
︵
一
八
一
七
︶
三
月
二
二
日
、
仁
孝
へ
譲
位
す
る
た
め
仙
洞
御

所
へ
移
動
す
る
光
格
の
乗
る
鳳
輦
の
傍
ら
に
は
、
武
家
伝
奏
山
科
忠
言
と
議
奏

甘
露
寺
国
長
、
そ
し
て
﹁
菊
麿
﹂
が
﹁
列
外
供
奉
﹂
し
た︶

67
︵

。
行
列
の
様
子
を
描

い
た
絵
巻
﹁
桜
町
殿
行
幸
図︶

68
︵

﹂
に
詞
書
は
な
い
が
、
人
名
や
官
名
の
付
箋
が
貼

ら
れ
て
い
る
。
記
録
用
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
原
在
明
筆
﹁
光
格
天
皇
御
譲

位
絵
巻
﹂︵
宮
内
庁
蔵
︶
と
形
式
が
似
て
お
り︶

69
︵

、
同
じ
く
記
録
用
に
朝
廷
で
作

成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
菊
麿
﹂
と
お
ぼ
し
き
人
物
に
は
﹁
殿
上
童
﹂

の
貼
紙
が
あ
る
が
、
当
時
殿
上
童
は
い
な
い
。
絵
巻
に
描
か
れ
た
﹁
殿
上
童
﹂

は
童
直
衣
と
結
髪
し
な
い
大お

お

童わ
ら
わ

姿
で
、
こ
れ
は
親
王
・
摂
家
・
清
華
家
等
上

層
の
童
装
束
で
あ
る︶

70
︵

。
た
だ
し
︿
御
児
﹀
も
正
月
や
儀
式
日
に
は
直
衣
を
着
用

し
た︶

71
︵

。﹁
召
出
﹂
の
項
で
触
れ
た
禁
中
児
梅
渓
菊
丸
0

0

通
師
が
、
そ
の
姿
か
ら
殿

上
童
と
誤
認
あ
る
い
は
擬
制
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
禁
中
児
か
ら
院
中

児
へ
と
、︿
御
児
﹀
は
天
皇
︵
上
皇
︶
に
付
随
し
て
御
所
を
異
動
し
た
。

３
　
退
出

　
︿
御
児
﹀
は
基
本
的
に
、
主
君
の
死
去
か
自
身
の
元
服
に
伴
い
暇
を
与
え
ら

れ
た
。

︻
史
料
一
〇
︼ ﹁
山
科
忠
言
卿
伝
奏
記
﹂
文
化
一
二
年
︵
一
八
一
五
︶
一
二

月
一
九
日
条

十
九
日
、
己
巳
、
晴
、

一
、
巳
刻
過
参　

内
、︵
中
略
︶

一
、
大
原
少︵

重
成
︶将

息︵
重
徳
︶、

今
日
元
服
云
々
、
児
勤
仕
之
人
、
御
暇
給
云
々
、
其

節︵
大
久
保
忠
真
︶

加
賀
守
江

可
達
之
儀
也
、
御
暇
日
限
之
儀
両
︵
武
家
伝
奏
︶

人
江

何
方
ヨ
リ
モ
今
以

達
無
之
、
依
之
以
但
馬
御
内
儀
尋
問
候
処
、
去
十
三
日
賜
御
暇
候
由
、

紛
間
不
被
申
出
旨
也
、
議
奏
又
日
限
之
儀
無
存
知
由
ニ

候
、
依
之
去
十

三
日
賜
御
暇
候
旨
、
今
日
如
例
御
達
候
、　
︵
後
略
︶

　

禁
中
児
の
大
原
重
徳
が
元
服
し
た
際
、
武
家
伝
奏
の
山
科
忠
言
も
同
役
の
六

条
有
庸
も
何
も
聞
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
女
中
の
但
馬
︵
御
差
代
︶
を
通
し

て
﹁
御
内
儀
﹂
へ
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
一
三
日
に
暇
を
賜
っ
た
と
の
回
答

が
あ
っ
た
。
議
奏
に
も
連
絡
が
無
か
っ
た
た
め
、
慌
て
て
所
司
代
大
久
保
忠
真

へ
こ
の
件
を
通
達
し
た
、
と
い
う
。

︻
史
料
一
一
︼﹁
隆
光
卿
記
﹂
文
政
六
年
︵
一
八
二
三
︶
九
月
二
三
日
条

廿
三
日
、
戊
戌
、
晴
、︵
中
略
︶
今
日
有　

宣
下
、

永︵
高
倉
︶

雅
卿
男
／
永
胤
今
日
元
服

　
　
　
　

／
叙
従
五
位
上
、
聴
昇
殿

於
永
雅
亭
加
首
服
、︵
中
略
︶
永
胤
直
ニ

被
附
進
于
院
中
云
々
、
年
来
院

中
御
児
勤
仕
也
、
然
而

近
来
下
﨟
乙
女
︽
賀
茂
社
司
女
︾
密
通
既
及
懐
妊
、
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当
夏
露
顕
、
於
乙
女
ハ
無
何
と
賜
御
暇
、
然
而

永
胤
無
御
咎
之
沙
汰
、
可

謂
強
運
欤
、　
︵
後
略
︶

︻
史
料
一
二
︼ ﹁
隆
光
卿
記
﹂
文
政
一
三
年
︵
天
保
元
年
、
一
八
三
〇
︶
一

〇
月
二
八
日
条

廿
八
日
、
壬
子
、
晴
、
午
剋
参　

内
、
入
夜
退
出
、︽
依
申
沙
汰
事
也
︾、

地
震
昼
夜
三
四
声
欤
、
禁
裏
小
児
︽
裏
辻
故
実
孚
男︵

の
ち
公
愛
︶

季
忠
、
実
清
水
谷
中

納
言
実
揖
末
子
︾
依
所
労
願
之
通
自
今
日
賜
暇
退
出
、
実
非
所
労
、
此
小

児
生
得
姦
曲
過
法
之
間
、
●︵

仁
孝
天
皇
の
︶

叡
慮
不
快
、
女
房
等
毎
々
加
譴
嘖
、
又
違　

天
威
、
於
局
篭
居
及
数
度
、
於
表
方
も
議
奏
・
近
習
人
々
等
無
不
差
指
者
、

終
及
如
此
、
十
歳
童
子
姦
悪
之
事
前
代
未
聞
欤︶

72
︵

、

　

あ
く
ま
で
も
男
性
未
満
の
存
在
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
た
め
、
成
人
す
る

と
退
出
さ
せ
ら
れ
た
。
素
行
の
悪
い
︿
御
児
﹀
も
﹁
表
方
﹂
の
処
分
は
受
け
ず
、

女
房
の
譴
責
や
所
労
に
よ
る
退
出
と
い
う
︿
奥
﹀
で
の
処
分
で
済
ま
さ
れ
て
い

た
。︿
御
児
﹀
の
任
免
は
役
料
と
の
関
わ
り
も
あ
っ
て
﹁
表
﹂
か
ら
幕
府
へ
通

達
す
る
例
と
な
っ
て
い
た
が
、﹁
奥
﹂
は
﹁
表
﹂
か
ら
あ
る
程
度
独
立
し
て
お
り
、

﹁
表
﹂
は
情
報
不
足
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た︶

73
︵

。

︻
史
料
一
三
︼﹃
幕
末
の
宮
廷︶

74
︵

﹄
七　

外
様
番
所

︵
前
略
︶
子
供
か
ら
唯
今
も
朝
廷
に
あ
ら
せ
ら
れ
ま
す
が
、
天
子
の
御
側

の
お
稚チ

児ゴ

さ
ん
、
十
四
、
五
の
お
子
さ
ん
よ
り
お
勤
め
で
ご
ざ
い
ま
す
と
、

こ
れ
は
直ス

グ

に
元
服
い
た
し
ま
す
と
近
習
で
ご
ざ
い
ま
す
、
内
々
の
詰
所
へ

は
出
や
い
た
し
ま
せ
ぬ
、
外
様
の
詰
所
へ
も
出
ま
せ
ぬ
。
こ
れ
は
御
側
勤

め
の
お
蔭
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
石
山
基
正
さ
ん
が
、
十
四
︵
安
政

三
年
︶
か
ら
孝
明
天
皇
様
の
御
側
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
が
、
元
服
後
突ツ

キ

出ダ

し
近
習
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
で
も
そ
う
い
う
お
方
さ
ん
は
、
侍
従
に
な

ら
せ
ら
れ
て
出
て
お
り
ま
す
。

　

元
服
し
た
禁
中
児
は
直
後
に
近
習
小
番
入
り
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
﹁
児ち

ご

立だ
ち

﹂
の
近
習
と
い
う︶

75
︵

。

︻
史
料
一
四
︼﹃
思
ひ
の
侭
の
記︶

76
︵

﹄
巻
一

○
御
児
は
定
員
二
人
な
り
。
幼
年
な
れ
ば
局
に
て
世
話
す
。
十
六
才
に
な

り
元
服
の
時
よ
り
里
亭
へ
下
り
て
、
日
々
御
ひ
る
な
る
前
に
参
内
し
、
御

格
子
︽
御
寝
を
い
ふ
也
︾
の
後
に
退
出
す
。
此
事
は
凡
一
ヶ
年
の
定
め
な

れ
ど
も
、
思
召
に
て
二
年
、
或
は
三
年
も
此
通
り
日
参
す
る
也
。
年
限
の

長
き
は
寵
遇
を
得
た
る
人
な
り
と
ぞ
。

︻
史
料
一
五
︼﹃
幕
末
の
宮
廷
﹄
八　

典
侍
、
内
侍
に
対
す
る
使
番
の
職

︵
前
略
︶
そ
れ
か
ら
、
今
は
あ
り
ま
せ
ぬ
が
、
お
稚チ

児ゴ

さ
ん
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
十
五
、
六
以
下
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
天
子
様
が
お

し
ず
ま
り
に
な
り
ま
す
と
お
宅
へ
帰
り
ま
す
。
十
二
時
ご
ろ
で
、
そ
の
時

に
石
山
さ
ん
な
ら
石
山
さ
ん
、
東
園
さ
ん
な
ら
東
園
さ
ん
へ
、
使
番
が
供

を
し
て
送
っ
て
行
く
。︵
後
略
︶

　

元
服
し
た
も
と
︿
御
児
﹀
は
、
一
、
二
年
ほ
ど
は
自
邸
か
ら
御
所
へ
日
参
し
、

天
皇
の
就
寝
後
使つ

か
い

番ば
ん
︵
口
向
の
侍
︶
を
従
え
て
帰
宅
し
た
。
欠
員
の
多
い
︿
御

児
﹀
の
補
佐
・
代
理
を
つ
と
め
た
た
め
児
代
と
呼
ば
れ
た
。
下
橋
の
述
懐
は
児

代
と
︿
御
児
﹀
を
混
同
し
て
い
る
。
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三
　〈
御
児
〉
の
業
務

１
　〈
御
児
〉
の
一
日

　
﹁
七
卿
落
ち
﹂
の
一
人
東
久
世
通み

ち

禧と
み

は
皇
太
子
統お

さ

仁ひ
と

親
王
︵
孝
明
天
皇
、
二

歳
年
上
︶
の
東
宮
児
を
勤
め
、
即
位
の
の
ち
は
禁
中
児
と
な
っ
た
。

︻
史
料
一
六
︼
東
久
世
通
禧
﹁
孝
明
天
皇
御
幼
時
の
御
事
実︶

77
︵

﹂

東︵

通

禧

︶

久
世
伯　

今
日
は
先
帝
孝
明
天
皇
の
御
幼
少
の
時
分
の
御
話
を
申
す
約

束
で
ご
ざ
り
ま
し
て
、︵
中
略
︶
私
は
天
保
十
一
年
八
月
に
御
側
の
小

児
に
召
出
さ
れ
て
、
私
の
十
歳
の
時
で
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
か
ら
主
上

の
御
側
に
居
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、︵
中
略
︶
そ
れ
か
ら
毎︵

通
禧
が
︶朝

起
き
て

朝
五
つ
半
頃
出
る
、
そ
れ
か
ら
半
時
斗
り
し
て
御︵

孝
明
が
︶起

に
な
る
、
御
寝
衣

を
脱
ぎ
顔
を
拭
き
御
膳
を
御
上
り
な
さ
る
ゝ
と
云
ふ
様
な
事
で
、
そ
れ

か
ら
四
ツ
半
位
に
御︵

仁
孝
天
皇
︶

父
様
の
処
に
御
出
ま
し
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
御
機

嫌
を
伺
つ
て
、
そ
れ
か
ら
御
自
分
様
の
御
部
屋
が
あ
る
、
御
部
屋
と
云

つ
て
も
広
い
間
の
隅
を
囲
つ
て
、
其
処
で
御
手
習
を
な
さ
れ
て
、
私
共

は
其
墨
で
も
磨
つ
て
、
其
処
に
持
て
行
く
と
昼
ま
で
御
手
習
や
読
書
を

な
さ
る
、
昼
か
ら
は
表
へ
出
て
御
読
書
や
ら
雅
楽
の
御
稽
古
や
ら
、
又

は
書
画
な
ど
の
御
慰
や
ら
で
あ
る
、
天
皇
の
処
へ
御
出
の
節
は
斯
様
の

も
の
で
あ
る
、︵
図
略
︶
箇
様
な
御
行
列
で
御
出
ま
し
に
な
る
、
始
め

は
蒼︵

蒼
朮
︶求

持︶
78
︵

で
、
二
番
目
が
御
上
、
三
番
目
が
私
だ
御
守
刀
を
以
つ
て
居

る
、
次
は
御
供
の
上
臈
、
六
人
で
ご
ざ
り
ま
す
、

岡
谷
君︶

79
︵

　

御
小
児
の
中
は
何
処
迄
も
、
内
に
御
這
入
な
さ
る
ゝ
こ
と
が
出

来
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
か
、

東
久
世
伯　

さ
う
、
御
家
来
は
道
で
落
ち
ま
す
．
御
小
児
は
何
処
迄
も
行

く
の
で
ご
ざ
り
ま
す
、︵
中
略
︶
随
分
友
達
の
様
に
騒
ぎ
ま
し
た
、︵
後

略
︶

　

東
宮
児
は
同
年
代
の
幼
い
東
宮
に
﹁
何
処
迄
も
﹂
つ
い
て
い
き
、
と
も
に
学

び
遊
ぶ
、
専
ら
学
友
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
禁
中
児
の
主
な
業
務
は
天
皇
と
諸
役
人
と
の
取
次
で
あ
っ
た
。
議
奏

加
勢
倉
橋
泰や

す

聡と
し

の
日
記︶

80
︵

か
ら
、
禁
中
児
の
一
日
の
業
務
を
抜
き
出
し
た
。

︻
史
料
一
七
︼ 

倉
橋
泰
聡
﹃
議
奏
加
勢
備
忘
﹄
文
久
四
年
︵
一
八
六
四
︶
正

月
五
日
条
︵
抜
粋
︶

参　

内
巳
剋

　
　

、
当
番
広︵

胤
保
、議
奏
︶

橋
等
、
従
去
元
日
両
人
宛
当
番
参
勤
也
︽
広
橋
宿

退
出
︾、

一
、
白
馬
節
会
現
任
公
卿
已
下
四
通
献
上
、
両

︵
清
閑
寺
豊
房
・
中
御
門
経
之
︶

頭
弁
被
附
︽
内︵

関
白
の
︶覧

済
写

添
︾、
以
篤

︵
石
野
基
将
︶

丸
上︵

孝
明
に
︶、小

時
賜
御
点
、
申
沙
汰
頭︵

清
閑
寺
豊
房
︶

左
中
弁
被　

仰
下
、
即

申
渡
候
︽
御
請
以
藤

︵
入
江
為
福
︶

丸
申
上
︾、

一
、
頭︵

清
閑
寺
豊
房
︶

左
中
弁
被
附
、　
︵
白
馬
節
会
交
名
略
︶

右
内
覧
済
由
、
以
藤
丸
上
、
小
時
伺
之
通
被　

仰
出
申
渡
候
、

一
、
蔵
人
弁
被
附
、

後
七
日
御
修
法
阿
闍
梨
／
脂
燭
殿
上
人
／
八
日

実︵
高
松
︶村
／
理　
　

／　
　

重︵
大
原
︶朝
／
替

右
以
篤
丸
伺
、
小
時
理
被　

聞
食
、
替
伺
之
通
被　

仰
出
申
渡
、
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一
、
御
会
始
申
沙
汰
被
奉
旨
左︵

葉
室
長
順
、議
奏
加
勢
︶

大
弁
宰
相
被
届
、
御
人
数
一
紙
被
附
伺
之
通

　
　
　

、

准︵
九
条
夙
子
︶

后
御
方
御
顕
賜
候
哉
可
賜

　
　

、
新
加
︽
愛
宕
宰︵

通

祐

︶

相
中
将
・
綾
小
路
侍︵

有
良
︶従

等
︾、
御
場
所
東
庇

　
　

、
御
剋
限
伺
之
通

　
　
　

等
被
伺
、
以
藤
丸
伺
、
如
小
注
被　

仰
出
申
渡
、准
后
江

御
顕
賜
御
硯
蓋
、奉
行
被
申
出
、以
︵
生
島
朝
子
、御
差
︶

女
房
駿
河

　
　

申
出
、

即
献
上
、
以
同
女
上
候
、

一
、
御
会
始
新
加
両
人
、
御
請
之
旨
奉
行
言
上
、
以
藤
丸
申
上
︽
御
用
済

退
出
被
届
候
︾、

一
、
石
清
水
社
講
師
資

︵
勘
解
由
小
路
︶

生
御
請
、
左︵

葉
室
長
順
、議
奏
加
勢
︶

大
弁
宰
相
言
上
、
以
筑︵

裏
松
良
光
、権
介
︶

前
権
少
申

上
、

一
、
国
事
ヶ
条
書
一
紙
以
藤
丸
上
候
、

一
、
両︵

内
々
・
外
様
︶

番
所
宿
書
付
、
以
藤
丸
上
、

一
、
筑︵

裏
松
良
光
︶

前
権
介
、
退
出
被
届
、

　

篤
丸
︵
石い

わ

野の

基も
と

将も
ち

、
一
四
歳
︶・
藤
丸
︵
入
江
為た

め

福さ
ち

、
一
〇
歳
︶
が
禁
中
児

で
あ
る
。
筑
前
権
介
︵
裏
松
良た

る

光み
つ

、
一
五
歳
︶
は
前
年
一
二
月
元
服
し
た
も
と

東
宮
児
で
、
児
代
と
し
て
活
動
を
補
佐
し
て
お
り
、
退
勤
す
る
際
は
議
奏
︵
こ

こ
で
は
議
奏
加
勢
︶
に
届
出
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

職
事
や
諸
奉
行
ら
か
ら
提
出
さ
れ
た
伺
い
や
連
絡
事
項
を
議
奏
・
議
奏
加
勢

が
受
け
取
り
、︿
御
児
﹀
や
女
官
を
通
し
て
天
皇
へ
奏
上
し
て
い
る
。
ま
た

内
々
・
外
様
両
小
番
の
宿
直
者
名
簿
を
天
皇
へ
披
露
す
る
の
は
、
常
に
禁
中
児

の
役
目
で
あ
っ
た
。
幕
末
特
有
の
﹁
国
事︶

81
︵

﹂
に
関
す
る
書
類
の
受
け
渡
し
に
も

関
わ
っ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
和
歌
会
等
定
例
儀
式
の
確
認
を
行
う
た
め
の

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
・
ボ
ー
イ
に
過
ぎ
な
い
。
但
し
近
世
後
期
、
光
格
以
降
の
天

皇
は
堂
上
歌
壇
の
ト
ッ
プ
と
し
て
積
極
的
に
和
歌
会
を
開
い
て
お
り︶

82
︵

、
和
歌
会

は
朝
廷
内
で
の
天
皇
の
存
在
感
を
高
め
る
行
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
留
意
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

︻
史
料
二
〇
︼ ﹁
東
坊
城
聡
長
日
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︶
嘉
永
二
年
五

月
二
四
日
条

廿
日
丙
辰
、
巳
刻
参
番
宿
仕
、
従
今
日
毎
辰
日
十
八
史
略
御
会
読
可
有
之

兼
日
有
仰
、
近
臣
五
人
之
外
、
予︵

聡
長
︶・

清︵
伏
原
宣
明
︶

二
位
・
権︵

高
辻
以
長
︶

大
輔
以

等
、
一
人
宛
可

参
有
仰
、
予
今
日
傍
参
入
、
午
半
刻
許
御
人
数
五
人
具
之
由
、
交
名
徳
大

寺
中
納
言
被
附
以
児
申
上
、
小
時
召
御
小
座
敷
、
先
有
御
読
、
次
徳
大
寺
、

次
予
読
申
、
次
々
五
人
読
、
了
有
御
尋
之
文
、
且
従
明
日
毎
巳
日
江︵﹃

江
家
次
第
﹄︶

次
第

有
御
会
、
江︵

大
江
匡
房
︶

匡
房
卿
作
之
由
申
上
了
、
先︵

仁
孝
︶朝

御
眼
気
不
宜
之
故
御
読
終
無

之
、
於
今︵

孝
明
︶上

有
御
読
恐
悦
恐
悦
、
臣
下
一
同
互
奉
賀
之
、

　

近
世
後
期
、
禁
裏
で
は
盛
ん
に
和
書
・
漢
書
の
会
読
会
が
催
さ
れ
、
三
条
実

万
ら
人
材
登
用
の
契
機
と
も
な
っ
て
い
た︶

83
︵

。
右
の
史
料
は
孝
明
天
皇
の
禁
裏
御

所
御
小
座
敷
で
の
﹃
十
八
史
略︶

84
︵

﹄
会
読
会
の
様
子
を
示
す
。
天
皇
、
近
習
番
頭

徳
大
寺
公き

ん

純い
と

、
教
師
役︶

85
︵

と
し
て
東
坊
城
聡と

き

長な
が

︵
五
一
歳
、
権
中
納
言
・
議
奏
・

学
習
院
学
頭
・
も
と
文も

ん

章じ
ょ
う

博
士
︶・
伏
原
宣
明
︵
六
〇
歳
、
非
参
議
・
明

み
ょ
う

経
ぎ
ょ
う

博
士
・
も
と
近
習
︶・
高
辻
以も

ち

長な
が

︵
五
一
歳
、
非
参
議
・
大
学
頭
・
近
習
︶
か

ら
一
名
︵
こ
の
日
は
聡
長
︶、
近
習
五
名
の
順
で
素
読
し
、
天
皇
か
ら
質
問
書

が
出
さ
れ
る
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
交
名
︵
出
席
者
名
簿
︶
は
番
頭
徳
大
寺

か
ら
﹁
児
﹂
を
通
し
て
天
皇
へ
提
出
さ
れ
た
。

︻
史
料
二
一
︼﹃
思
ひ
の
侭
の
記
﹄
巻
一
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○
仁
孝
帝
は
、
若
年
の
堂
上
の
無
学
に
て
、
折
々
心
得
違
の
あ
る
も
の
ゝ

出
来
る
を
御
歎
息
あ
ら
せ
ら
れ
、
御
児
な
ど
は
御
用
閑
に
は
必
読
書
す
べ

し
と
厚
き
御
沙
汰
あ
り
し
と
ぞ
。
学
校
の
事
を
度
々
幕
府
へ
仰
立
ち
れ
、

漸
く
御
請
に
な
り
、
未
だ
建
築
に
な
ら
ざ
る
先
に
崩
御
な
り
た
り
。
孝
明

の
朝
に
、
漸
く
麁
材
を
以
て
日
御
門
前
に
講
堂
を
造
営
せ
ら
る
。
学
習
院

と
名
付
ら
れ
た
り
。

　

会
読
会
で
の
︿
御
児
﹀
の
役
割
は
や
は
り
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
に
過
ぎ
な
い
が
、

会
読
会
を
盛
ん
に
行
っ
た
仁
孝
天
皇
は
﹁
御
児
﹂
に
も
業
務
の
合
間
に
は
読
書

を
す
る
よ
う
に
厳
命
し
て
い
た
と
い
う
。
会
読
会
参
加
者
は
近
習
衆
に
限
定
さ

れ
て
い
た
た
め
、
元
服
後
ほ
ぼ
近
習
入
り
す
る
︿
御
児
﹀
に
も
一
定
の
学
問
レ

ベ
ル
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　〈
御
児
〉
の
宿
直

　

宿
直
に
関
す
る
逸
話
か
ら
も
、︿
御
児
﹀
の
業
務
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で

き
る
。

︻
史
料
一
八
︼ ﹃
槐
記
﹄
続
編
巻
第
二　

享
保
一
七
年
︵
一
七
三
二
︶
八
月

九
日
条︶

86
︵

○
八
月
九
日
、　

参
候
、
右︵

富
小
路
重
直
︶

京
大
夫
、
拙
、

後
光
明
院
ハ
、
近
代
ニ
テ
ハ
及
大
御
器
量
ノ
天
子
ニ
テ
マ
シ
マ
ス
。
飽
マ

デ
御
慈
悲
フ
カ
ク
マ
シ
マ
シ
テ
、
飽
ク
マ
テ
厳
重
ニ
テ
、
恐
レ
奉
ル
コ
ト

タ
ヾ
ナ
ラ
ズ
ト
也
。
愛
宕
故︵

通

福

︶

大
納
言
殿
ノ
御
咄
ニ
モ
、
毎
度
承
リ
シ
ト
、

右
京
大
夫
申
シ
上
ラ
ル
。
仰
ニ
毎
度
御
キ
ヽ
ア
ソ
バ
シ
タ
ル
コ
ト
、
唯
々

世
ニ
モ
恐
シ
ク
侍
リ
シ
ト
語
ラ
ル
。
此
大
納
言
モ
タ
マ
人
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、

当
世
又
ア
ル
マ
ジ
キ
人
間
也
。
ヤ
ス
丸
ト
テ
後
光
明
院
児
ニ
テ
ア
リ
シ
ホ

ド
ニ
、
ソ
ダ
チ
各
別
也
ト
。︵
中
略
︶

○
御︵

近
衛
家
熙
の
︶

咄
ニ
、　

後
光
明
院
ノ
御
ト
キ
、
唐︹

唐
橋
ノ
　
　
︺

橋
ノ
某
ハ
才
鈍
キ
人
ニ
テ
、
ミ

ナ
若
キ
衆
中
ノ
ナ
ブ
リ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ニ
、
或
夜
詰
番
ニ
、
番
所
ニ
ギ
ヤ
カ

ニ
人
々
ノ
大
笑
ノ
声
ノ
キ
コ
エ
シ
ヲ
、
御
前
ニ
聞
召
サ
レ
テ
、
ヤ
ス
丸
ヲ

召
ヲ
、
ア
レ
ナ
ニ
ゴ
ト
ニ
カ
見
テ
参
レ
ト
仰
ラ
レ
シ
ヲ
、
走
リ
カ
ヘ
リ
テ
、

唐
橋
ニ
哆
羅
尼
舞
ヲ
マ
ヘ
ト
、
人
々
ニ
進
メ
ラ
レ
テ
舞︹

舞
ハ
ル
ヽ
ニ
コ
ソ
ト
︺

ヘ
ル
ニ
ヨ
ソ
ト
申

シ
タ
リ
、
然
ラ
ハ
其
方
今
一
度
走
リ
行
テ
、
我
モ
哆
羅
尼
舞
ヲ
覚
ヘ
タ
リ

舞
ベ
シ
ト
テ
、
立
並
テ
舞
ヘ
ト
ノ
詔
也
。
ヤ
ス
丸
、
ワ
レ
ハ
存
ゼ
ネ
バ
、

イ
カ
テ
カ
ハ
ト
申
上
ラ
レ
タ
リ
シ
ニ
、
サ
リ
ト
モ
イ
カ
ヤ
ウ
ニ
モ
マ
ヘ

ト
、
仰
ア
リ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
ヤ
ガ
テ
行
テ
右
ノ
ゴ
ト
ク
マ
ハ
レ
シ
カ
ハ
、

人
々
興
サ
メ
テ
ヒ
ソ
〳
〵
ト
成
ケ
ル
、
ヤ
ス
丸
カ
ヘ
リ
テ
其
ノ
通
リ
ヲ
申

シ
上
タ
レ
ハ
、
ヒ
ト
〳
〵
ノ
人
ヲ
問
ハ
セ
ラ
レ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
テ
止
ヌ
。
総

ジ
テ
思
召
如
此
御
憐
愍
ニ
テ
、
又
厳
烈
イ
ワ
ン
カ
タ
ナ
シ
。
夜
学
ナ
ド
ア

ソ
バ
シ
テ
、
更
レ
バ
児
達
ノ
ネ
ブ
リ
コ
ケ
テ
ア
ル
ヲ
、
女
中
ヲ
召
テ
ハ
衣

服
ニ
テ
モ
著
セ
ヨ
カ
シ
ト
、
仰
ア
リ
ケ
ル
ト
也
。

　

近
衛
家
の
家
礼
で
あ
る
富
小
路
重
直
︵
一
六
九
二
～
一
七
四
三
︶
の
語
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
議
奏
も
勤
め
た
愛お

た
ぎ宕

通み
ち

福と
み

︵
一
六
三
五
～
九
九
︶
は
後
光
明

天
皇
︵
在
一
六
四
三
～
五
四
︶
の
禁
中
児
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
近
衛
家
熙
︵
一

六
六
七
～
一
七
三
六
︶
の
﹁
御
咄
﹂
に
よ
る
と
、
あ
る
夜
後
光
明
は
、
外
様
番

所
で
宿
直
の
公
家
衆
が
﹁
唐
橋
﹂︵
在
村
︿
一
五
九
二
～
一
六
七
五
﹀
か
︶
を
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笑
い
も
の
に
し
て
い
る
の
を
聞
き
つ
け
、︿
御
児
﹀
の
通
福
を
遣
わ
し
て
こ
れ

を
や
め
さ
せ
た
。
一
方
で
﹁
夜
学
﹂
を
し
て
い
る
際
に
﹁
児
達
﹂
が
寝
て
し
ま

う
と
、
女
中
を
呼
び
、
衣
を
掛
け
て
や
っ
た
と
い
う
。

︻
史
料
一
九
︼﹃
閑
窓
自
語
﹄
廿
六　

桃
園
院
恩
顧
事

甘
露
寺
前
大
納
言
篤
長
卿
、
童
の
あ
ひ
た
桃
園
院
め
し
つ
か
は
さ
せ
給

ふ
。︽
近
代
児
二
人
内
々
う︵

内
裏
︶ち

に
め
し
つ
か
は
る
例
な
り
。
院
に
も
あ
り
︾

か
の
ち︵

児
︶こ

い
と
あ︵

気
品
が
あ
っ
て
︶

て
に
ら︵

愛
ら
し
げ
︶

う
た
け
な
り
け
れ
は
、
人
し
れ
す
心︵

紀
光
が
︶を

か

け
ゝ
る
を
い︵

如
何
︶

か
ゝ
き︵

桃

園

が

︶

こ
し
め
し
け
ん
。
と︵

宿
直
︶

の
ゐ
し
け
る
夜
、
人
し︵

眠
っ
て
︶

つ
め
て
、

か︵
篤
長
︶

の
児
き
た
り
て
、
ま
め
や
か
に
か
た
ら
ふ
ほ
と
に
、
時
義
を
は
か
り
し

に
、
内
々
叡︵

桃
園
の
︶慮

に
て
き
た
れ
り
と
な
む
あ
る
は
、
御
前
に
て
、
も
の
な
と

た︵
給
う
︶ふ

に
も
、
か
の
児
に
は
わ︵

紀
光
︶か

前
を
や
く
せ
よ
な
と
、
御︵

桃
園
の
︶

気
色
あ
り
し
と

か
や
。︵

紀
光
︶予

微
弱
の
あ︵

間

︶

ひ
た
と
い
へ
と
も
、
恩
顧
身
に
あ
ま
れ
り
。︵
後
略
︶

　

随
筆
﹃
閑
窓
自
語
﹄
の
著
者
柳
原
紀も

と

光み
つ

︵
宝
暦
一
〇
年
︿
一
七
六
〇
﹀
一
五

歳
で
近
習
小
番
出
仕
︶
は
禁
中
児
︵
宝
暦
七
年
︿
九
歳
﹀
～
同
一
二
年
︶
の
甘

露
寺
多
喜
丸
篤あ

つ

長な
が

を
慕
っ
て
い
た
。
あ
る
夜
、
皆
が
寝
静
ま
る
頃
、
近
習
番
衆

所
で
宿
直
し
て
い
た
紀
光
の
も
と
へ
篤
長
が
や
っ
て
き
た
。
思
慕
の
念
を
察
し

た
桃
園
天
皇
︵
宝
暦
一
二
年
二
二
歳
で
没
︶
の
内
々
の
叡
慮
に
よ
っ
て
来
た
と

い
い
、
公
家
衆
へ
物
を
下
賜
す
る
際
に
も
紀
光
へ
の
給
仕
を
担
当
す
る
よ
う
天

皇
の
意
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
︿
御
児
﹀
は
近
習
衆
や
そ
の
他
の
廷
臣
よ
り
も
天
皇
の
身
近
に
お
り
、
天
皇

の
私
的
な
意
向
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
、﹁
表
﹂
の
役
人
に
は
な
い
親
密
さ

を
有
し
て
い
た
。

３
　〈
御
児
〉
の
仕
事
場

　

嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
九
月
二
三
日
、
御
学
問
所
南
砌
で
蹴
鞠
が
催
さ
れ
、

孝
明
天
皇
は
御
簾
の
中
か
ら
こ
の
様
子
を
見
物
し
た︶

87
︵

。
明
治
期
に
宮
内
省
先
帝

御
事
蹟
取
調
掛
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
﹃
孝
明
天
皇
紀
﹄
の
﹁
付
図
﹂
の
一
枚

に
は
、
御
簾
前
の
簀
子
縁
に
円
座
を
敷
き
赤
や
青
の
カ
ラ
フ
ル
な
小
袖
を
着
た

禁
中
児
二
人
が
描
か
れ
て
い
る︶

88
︵

。

　

明
治
天
皇
へ
献
上
さ
れ
た
三
条
実さ

ね

万つ
む

・
実
美
父
子
の
伝
記
絵
巻
で
あ
る
﹃
三

条
実
美
公
履
歴
﹄
は
、
も
と
三
条
家
家
臣
尾
崎
三さ

ぶ

良ろ
う

の
原
案
を
も
と
に
、
東
久

世
通
禧
が
詞
書
を
清
書
し
、
禁
裏
や
三
条
家
に
出
入
り
し
て
い
た
日
本
画
家
田

中
有ゆ

う

美び

の
絵
を
添
え
た
実
証
性
の
高
い
史
料
で
あ
る︶

89
︵

。︻
図
３

︼
は
、
安
政
五

年
︵
一
八
五
八
︶
条
約
無
勅
許
調
印
に
関
し
、
孝
明
天
皇
︵
右
端
︶
の
前
で
前

武
家
伝
奏
三
条
実
万
が
関
白
九
条
尚ひ

さ

忠た
だ

・
武
家
伝
奏
万
里
小
路
正な

お

房ふ
さ

・
同
広
橋

光み
つ

成し
げ

を
詰
問
し
た
様
子
を
描
い
て
い
る
。
孝
明
は
逆
鱗
し
九
条
の
頭
を
打
擲
し

た
と
の
噂
も
流
れ
た︶

90
︵

。
場
所
は
御
学
問
所
上
段
間
で
、
派
手
な
千
鳥
柄
を
着
た

︿
御
児
﹀
ら
は
天
皇
と
同
じ
室
内
に
い
る
。
同
じ
く
︻
図
４

︼
は
、
同
年
八
月

水
戸
藩
へ
戊
午
の
密
勅
を
下
す
直
前
の
様
子
で
、
実
万
が
孝
明
を
諫
め
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
場
所
は
御
小
座
敷
上か

み

の
間
で
、︿
御
児
﹀
は
一
歩
退
い
た
と
こ

ろ
で
待
機
し
て
い
る
。︿
奥
﹀
に
出
仕
し
﹁
何
処
迄
も
﹂
つ
い
て
い
く
︿
御
児
﹀

は
、
幕
末
の
重
要
事
件
の
際
に
も
天
皇
の
傍
ら
に
侍
し
て
い
た
。
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お
わ
り
に

　

室
町
後
期
、
財
政
・
人
員
面
で
大
幅
に
規
模
を
縮
小
し
た
朝
廷
・
禁
裏
は
、

未
元
服
者
を
も
小
番
に
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
近
世
に

武
家
の
統
一
政
権
が
成
立
す
る
と
、
そ
の
強
力
な
支
援
の
も
と
再
編
が
進
め
ら

れ
る
。
新
家
取
立
に
伴
う
人
員
の
増
加
に
よ
っ
て
小
番
出
仕
に
も
下
限
が
定
め

ら
れ
、元
服
未
満
の
者
は
︿
御
児
﹀
と
し
て
天
皇
や
女
院
に
出
仕
し
た
。︿
御
児
﹀

は
後
宮
と
︿
奥
﹀
の
境
界
的
存
在
と
し
て
、
女
官
や
武
家
伝
奏
ら
と
と
も
に
幕

府
か
ら
役
料
を
支
給
さ
れ
公
認
さ
れ
た
。

　
︿
御
児
﹀
は
新
家
・
外
様
の
子
弟
を
中
心
に
選
ば
れ
た
。
彼
ら
は
外
戚
に
な

ら
な
い
後
宮
関
係
者
で
、﹁
御
定
﹂
に
よ
っ
て
正
規
の
昇
進
ル
ー
ト
か
ら
排
除

さ
れ
た
、
役
付
し
な
い
可
能
性
の
高
い
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
次
男
以
下
か
ら
の

採
用
・
取
立
も
減
少
傾
向
を
見
せ
る
。

　

し
か
し
、︿
御
児
﹀
は
天
皇
の
﹁
私
的
﹂
空
間
で
あ
る
︿
奥
﹀
に
出
仕
し
、

議
奏
と
天
皇
の
間
を
取
り
次
ぐ
存
在
で
あ
り
、
関
白
・
武
家
伝
奏
ら
と
の
面
会

に
も
立
ち
会
っ
た
。
議
奏
を
介
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹁
非
職
﹂
の
堂
上
公
家

衆
と
比
べ
、
天
皇
・
上
皇
と
の
物
理
的
距
離
は
著
し
く
近
か
っ
た
。
ま
た
能
力

に
よ
ら
ず
縁
故
に
よ
る
採
用
は
﹁
派
閥
﹂
の
発
生
を
も
た
ら
す
。

　
︿
御
児
﹀
に
は
宝
暦
事
件
の
処
罰
者
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
殆
ど
は

事
件
当
時
の
桃
園
天
皇
で
は
な
く
、
先
代
・
先
々
代
に
出
仕
し
て
い
た
者
達
で

あ
る
。
仕
え
て
い
た
天
皇
が
早
世
し
、
い
っ
た
ん
人
間
関
係
を
リ
セ
ッ
ト
さ
れ

【図３】御学問所での〈御児〉
『七卿回天史絵巻 三条実美公履歴』（マツノ書店，1994）より，原カラー
【図４】御小座敷での〈御児〉
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た
状
態
で
そ
の
直
系
の
天
皇
に
仕
え
て
い
る
た
め
、
事
件
時
の
天
皇
と
近
習
の

関
係
は
処
罰
の
過
酷
さ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
ほ
ど
親
密
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、︿
御
児
﹀
ど
う
し
の
横
の
繋
が
り
の
強
さ
が
想
像

さ
れ
る
。

　

公
武
合
体
を
推
進
し
た
と
さ
れ
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
の
政
変
で
失
脚
し

た
廷
臣
の
岩
倉
具
視
・
久
我
建
通
・
千
種
有
文
・
富
小
路
敬
直
と
女
官
の
堀
河

紀
子
・
今
城
重
子
の
六
名
︵﹁
四
奸
二
嬪
﹂︶
の
う
ち
、
敬
直
は
父
没
後
禁
中
児
・

近
習
と
し
て
孝
明
天
皇
の
側
近
く
仕
え
て
お
り
、
具
視
の
子
具
定
も
父
に
連
座

し
罷
免
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
禁
中
児
を
勤
め
て
い
た
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
血
縁
・

姻
戚
関
係
に
あ
り
、
女
官
・︿
御
児
﹀・
近
習
の
連
携
に
よ
っ
て
︿
奥
﹀
に
影
響

力
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宝
暦
事
件
の
近
習
小
番
衆
や
、
幕
末
の
岩
倉
具
視
ら
﹁
四
奸
二
嬪
﹂
の
よ
う

に
、
天
皇
個
人
と
︿
奥
﹀
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
、
彼
ら
︿
御
児
﹀
出

身
者
も
政
治
的
に
﹁
浮
上
﹂
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
る
。︿
御
児
﹀
と
政

治
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
点
が
多
く
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

　

本
稿
で
は
基
礎
的
な
研
究
の
不
足
す
る
︿
御
児
﹀
に
つ
い
て
、
制
度
的
考
察

を
試
み
た
。
特
に
後
期
を
中
心
と
し
て
お
り
、
前
期
の
実
態
は
不
明
な
点
が

残
っ
た
。
今
後
は
、
天
皇
と
の
親
疎
や
個
性
、
各
時
期
の
政
治
構
造
と
の
関
係

等
、
具
体
的
な
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注︵
1
︶　

本
稿
で
は
、
元
服
前
の
稚
児
の
う
ち
、
貴
人
に
近
侍
し
た
も
の
を
︿
御
児
﹀
と

総
称
し
、
出
仕
対
象
に
よ
っ
て
天
皇
│
禁
中
児
、
上
皇
│
院
中
児
、
儲
君
・
皇
太

子
│
東
宮
児
、
女
院
│
女
院
児
、
と
表
記
す
る
。
ま
た
摂
家
に
も
非
公
式
の
︿
御

児
﹀
が
い
た
︵
富
小
路
永
貞
﹁
永
貞
卿
記
﹂︿
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︵
以
下
、

東
大
史
料
︶
所
蔵
﹀
延
宝
五
年
︿
一
六
七
七
﹀
五
月
一
四
日
条
︶。
永
貞
の
子
貞

維
は
一
〇
歳
で
叙
爵
す
る
ま
で
家
礼
関
係
に
あ
る
近
衛
家
で
生
活
し
て
い
た
。
行

儀
見
習
い
や
、
乳
兄
弟
に
あ
た
る
近
衛
家
熙
の
学
友
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

ま
た
門
跡
寺
院
の
な
か
で
も
、
知
恩
院
に
だ
け
は
公
式
に
﹁
御
児
﹂
が
付
属
さ
れ

て
い
た
。
家
康
の
命
に
よ
り
付
属
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
︵
松
浦
静
山
﹃
甲
子
夜
話

三
篇
﹄
巻
之
十
四
︿
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敬
校
訂
﹃
甲
子
夜
話
三
篇
﹄
八
、
東
洋

文
庫
、
平
凡
社
、
一
九
八
二
。
三
一
七
頁
﹀︶、
唯
一
の
浄
土
宗
門
跡
で
あ
り
、
代
々

将
軍
猶
子
の
親
王
が
入
寺
す
る
特
別
な
寺
院
︵
高
埜
利
彦
﹁
幕
藩
制
国
家
と
本
末

体
制
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
別
冊
特
集　

一
九
七
九
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告
、

一
九
七
九
。
改
題
﹁
近
世
国
家
と
本
末
体
制
﹂
同
﹃
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗

教
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
所
収
︶
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
す
る
と
思
わ

れ
る
が
、
詳
細
は
後
考
を
期
す
。

︵
2
︶　

本
稿
で
は
東
大
史
料
所
蔵
の
陽
明
文
庫
本
写
真
帳
を
使
用
し
た
。

︵
3
︶　

深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編
﹃
近
世
公
家
名
鑑
編
年
集
成
﹄︵
一
～
二
六
、
柊

風
舎
、
二
〇
〇
九
～
二
〇
一
四
︶。

︵
4
︶　

櫻
井
秀
﹁
江
戸
時
代
の
宮
廷
に
於
け
る
侍
児
の
生
活
﹂︵
上
・
下
、﹃
歴
史
と
地

理
﹄
四
‐
二
・
四
‐
三
、
一
九
一
九
。
同
﹃
風
俗
史
の
研
究
﹄
宝
文
館
、
一
九
二

九
所
収
︶。

︵
5
︶　

河
鰭
実
英
﹁
近
世
に
於
け
る
公
家
服
飾
の
史
的
研
究
︵
第
五
回
︶﹂︵﹃
学
苑
﹄

三
九
九
、
一
九
七
三
︶
四
頁
。

︵
6
︶　

河
鰭
実
英
﹁
近
世
に
於
け
る
公
家
語
︵
女
房
語
︶
の
新
研
究
︵
上
︶﹂︵﹃
学
苑
﹄

五
〇
七
、
一
九
八
二
︶
二
一
頁
。
同
論
文
は
﹁
公
家
語
集
成
﹂︵﹃
学
苑
﹄
二
五
三
、
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一
九
六
一
︶
を
初
出
と
し
、﹁
公
家
語
の
研
究
﹂︵﹃
学
苑
﹄
四
三
二
、
一
九
七
五
︶、

﹁
近
世
に
於
け
る
公
家
語
︵
女
房
語
︶
の
研
究
﹂︵﹃
学
苑
﹄
四
七
九
、
一
九
七
九
︶

と
増
補
訂
正
を
重
ね
た
最
終
稿
で
あ
る
。

︵
7
︶　

河
鰭
実
英
編
﹃
有
職
故
実
図
鑑
﹄︵
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
一
︶
一
二
七
・
二

九
五
頁
。

︵
8
︶　

山
口
和
夫
﹁
天
皇
・
院
と
公
家
集
団
│
編
成
の
進
展
と
近
世
朝
廷
の
自
律
化
、

階
層
制
に
つ
い
て
│
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
七
一
六
、
一
九
九
八
︶、
同
﹁
朝
廷
と

公
家
社
会
﹂︵
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
﹃
日
本
史
講
座
﹄
六　

近
世

社
会
論
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
︶
等
。
と
も
に
同
﹃
近
世
日
本
政
治
史

と
朝
廷
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
︶
に
再
録
。

︵
9
︶　

仙
波
ひ
と
み
﹁
幕
末
朝
廷
に
お
け
る
近
臣
│
そ
の
政
治
的
活
躍
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

│
﹂︵
家
近
良
樹
編
﹃
も
う
ひ
と
つ
の
明
治
維
新
│
幕
末
史
の
再
検
討
│
﹄
大
阪

経
済
大
学
日
本
経
済
史
研
究
所
研
究
叢
書
第
一
六
冊
、
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
︶。

︵
10
︶　

村
和
明
﹁
十
八
世
紀
の
朝
廷
と
職
制
│
皇
嗣
付
三
卿
を
中
心
に
│
﹂︵
藤
田
覚

編
﹃
十
八
世
紀
日
本
の
政
治
と
外
交
﹄
史
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
叢
書
、
山
川
出
版

社
、
二
〇
一
〇
。
加
筆
・
改
題
﹁
皇
嗣
付
の
職
制
と
天
皇
・
上
皇
﹂
同
﹃
近
世
の

朝
廷
制
度
と
朝
幕
関
係
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
所
収
、
一
五
七
頁
︶。

︵
11
︶　

今
江
広
道
﹁
江
戸
時
代
の
武
家
伝
奏
│
久
我
信
通
﹃
公
武
御
用
雑
記
﹄
を
中
心

に
│
﹂︵
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
刊
行
会
編
﹃
古
記
録
の
研
究
﹄
高
橋
隆

三
先
生
喜
寿
記
念
論
集
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
〇
︶、
久
保
貴
子
﹁
江

戸
時
代
の
公
家
と
武
家
│
公
家
か
ら
武
家
へ
の
身
分
移
動
│
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
教

育
学
部
学
術
研
究
│
地
理
学
・
歴
史
学
・
社
会
科
学
編
│
﹄
四
一
、
一
九
九
三
︶。

︵
12
︶　

奥
野
高
広
﹃
皇
室
御
経
済
史
の
研
究
﹄
後
篇
︵
畝
傍
史
学
叢
書
、
中
央
公
論
社
、

一
九
四
四
。
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
再
刊
︶、
村
和
明
﹁
一
七
世
紀
中
期
に
お

け
る
江
戸
幕
府
の
朝
廷
政
策
に
つ
い
て
│
公
家
の
家
領
・
家
禄
・
役
料
を
中
心
に

│
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
八
九
六
、
二
〇
一
二
。
加
筆
・
改
稿
﹁
公
家
の
知
行
・
役

料
と
家
綱
政
権
﹂
同
﹃
近
世
の
朝
廷
制
度
と
朝
幕
関
係
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
三
所
収
︶。

︵
13
︶　

高
橋
博
﹃
近
世
の
朝
廷
と
女
官
制
度
﹄︵
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
︶
五
頁
。

︵
14
︶　

拙
報
告
﹁
江
戸
時
代
中
後
期
の
近
習
小
番
│
選
定
方
法
と
そ
の
実
態
│
﹂︵
歴

史
学
研
究
会
日
本
近
世
史
部
会
例
会
報
告
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
七
日
︶。

︵
15
︶　

侍
従
職
出
仕
に
つ
い
て
は
、
石
山
基
陽
﹁
九
歳
よ
り
奉
仕
し
て
﹂︵
長
谷
川
卓

郎
編
﹃
明
治
大
帝　

附
明
治
美
談
﹄
大
日
本
雄
弁
会
社
講
談
社
、
一
九
二
七
︿﹃
キ

ン
グ
﹄
三
‐
一
一
付
録
﹀︶、
岡
崎
泰
光
﹁
幼
き
も
の
を
幼
き
も
の
と
し
て
﹂︵
同

上
︶、
坊
城
俊
良
﹁
御
晩
年
の
大
帝
﹂︵
同
上
︶、
藪
篤
麿
﹁
奉
仕
十
年
﹂︵
同
上
︶、

日
野
西
資
博
﹃
明
治
天
皇
の
御
日
常
│
子
爵
日
野
西
資
博
談
話
速
記
│
﹄︵
祖
國

社
、
一
九
五
二
︶、
園
池
公
致
﹁
明
治
宮
廷
の
思
い
出
﹂︵﹃
世
界
﹄
一
二
九
、
一

九
五
六
︶、
同
﹁
明
治
の
お
小
姓
︵
一
～
六
︶
│
続
明
治
宮
廷
の
思
い
出
│
﹂︵﹃
心
﹄

一
〇
‐
六
～
一
一
‐
六
、
一
九
五
七
～
一
九
五
八
︶、
坊
城
俊
良
﹃
宮
中
五
十
年
﹄

︵
明
徳
出
版
社
、
一
九
六
〇
︶、
園
池
公
致
・
長
谷
信
昊
・
北
小
路
三
郎
・
坊
城
俊

良
・
平
松
時
賢
・
岡
崎
泰
光
・
久
世
章
業
・
山
川
三
千
子
・
甘
露
寺
方
房
・
穂
穙

英
子
・
山
口
節
子
・
甘
露
寺
受
長
・
伊
達
巽
﹁
明
治
大
帝
の
御
日
常
を
偲
び
奉
る
﹂

︵﹃
新
民
﹄
一
三
‐
七
、
一
九
六
二
。
改
題
﹁
侍
従
と
女
官
が
明
か
し
た
明
治
天
皇

の
日
常
生
活
﹂﹃
正
論
﹄
三
六
五
、
二
〇
〇
二
再
録
︶
等
、
経
験
者
の
回
顧
録
が

多
数
存
在
す
る
。

︵
16
︶　
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
同
日
付
、
宮
内
官
制
要
項
﹁
十
三
、
勅
奏
任
待
遇
職
員
中

侍
従
職
出
仕
猟
場
監
試
補
及
び
嘱
託
員
を
廃
止
す
﹂︵
神
戸
大
学
経
済
経
営
研
究

所　

新
聞
記
事
文
庫
・
大
阪
朝
日
新
聞　

官
吏
︵
二
‐
〇
九
九
︶︶。

︵
17
︶　

坪
内
定
益
・
松
浦
信
寔
﹁
将
軍
の
起
居
動
作
等
﹂︵﹃
旧
事
諮
問
録
﹄
第
一
編
、

一
八
九
一
。
進
士
慶
幹
校
注
﹃
旧
事
諮
問
録
│
江
戸
幕
府
役
人
の
証
言
│
﹄
上
、

岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
再
録
︶、
村
井
益
男
﹁
こ
し
ょ
う　

小
性
﹂︵
国

史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
五
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
︶、
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深
井
雅
海
﹃
江
戸
城
│
本
丸
御
殿
と
幕
府
政
治
│
﹄︵
中
公
新
書
、
中
央
公
論
社
、

二
〇
〇
八
︶
一
三
六
～
一
三
七
頁
等
。

︵
18
︶　

高
橋
博
前
掲
書
、
石
田
俊
﹁
近
世
朝
廷
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
と
展
開
│

﹁
表
﹂
と
﹁
奥
﹂
の
関
係
を
中
心
に
│
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
一
八
、
二
〇
一
四
︶

一
一
二
頁
。

︵
19
︶　

天
明
大
火
後
の
寛
政
度
造
営
御
所
で
は
暫
く
再
建
さ
れ
ず
、
文
化
二
年
︵
一
八

〇
五
︶
再
建
さ
れ
た
た
め
、︻
図
２

︼
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
︵
皇
后
御
殿
は
寛

政
六
年
︿
一
七
九
四
﹀
造
営
︶。

︵
20
︶　
﹁
光
台
一
覧　

巻
之
一
‐
五
﹂、
早
稲
田
大
学
図
書
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
参
照
。

︵
21
︶　

土
御
門
泰
重
﹃
泰
重
卿
記
﹄
同
月
一
四
日
条
︵
武
部
敏
夫
・
川
田
貞
夫
・
本
田

慧
子
校
訂
﹃
史
料
纂
集　

泰
重
卿
記
﹄
第
一
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
。

二
四
九
頁
︶、
黒
川
道
祐
﹃
東
西
歴
覧
記
﹄︵
野
間
光
辰
編
﹃
新
修
京
都
叢
書
﹄
一

二
、
臨
川
書
店
、
一
九
七
一
。
一
一
三
頁
︶。

︵
22
︶　

鳳
林
承
章
﹃
隔
蓂
記
﹄
万
治
元
年
︵
一
六
五
八
︶
一
二
月
五
日
条
︵
赤
松
俊
秀

校
註
﹃
隔
蓂
記
﹄
四
、
鹿
苑
寺
、
一
九
六
一
。
四
三
九
頁
︶。

︵
23
︶　
﹃
伊
達
政
宗
文
書
﹄
一
五
七
八
号
︵
仙
台
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
仙
台
市
史
﹄

資
料
編
一
一　

伊
達
政
宗
文
書
二
、
仙
台
市
、
二
〇
〇
三
。
三
六
二
頁
︶・
一
九

七
七
号
︵
同
資
料
編
一
二　

伊
達
政
宗
文
書
三
、
仙
台
市
、
二
〇
〇
五
。
五
九
頁
︶。

︵
24
︶　
﹃
光
台
一
覧
﹄︵
故
実
叢
書
編
集
部
編
﹃
改
訂
増
補
故
実
叢
書
﹄
一
〇
、
明
治
図

書
出
版
、
一
九
九
三
。
二
五
九
頁
︶。

︵
25
︶　

田
中
暁
龍
﹁
中
近
世
の
禁
裏
小
番
と
武
家
昵
近
衆
﹂︵
朝
幕
研
究
会
編
﹃
近
世

の
天
皇
・
朝
廷
研
究
│
大
会
成
果
報
告
集
│
﹄
五
、
二
〇
一
三
︶
表
二
。

︵
26
︶　

中
御
門
宣
順
﹁
宣
順
卿
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︶。

︵
27
︶　

西
洞
院
時
慶
﹃
時
慶
卿
記
﹄
慶
長
九
年
九
月
一
四
日
条
︵
時
慶
記
研
究
会
編
﹃
時

慶
記
﹄
三
、
本
願
寺
出
版
社
、
二
〇
〇
八
、
二
四
四
～
二
四
五
頁
︶。

︵
28
︶　
﹁
野
宮
家
譜
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶。
定
逸
の
父
忠
長
は
慶
長
一
四
年
︵
一
六
〇

九
︶
猪
熊
事
件
に
連
座
し
流
罪
と
な
っ
て
い
た
。

︵
29
︶　
﹁
大
内
日
記
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶
寛
永
一
四
年
︵
一
六
三
七
︶
八
月
一
九

日
条
。

︵
30
︶　
﹁︹
寛
永
行
幸
記
︺
第
一
帖
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
、
国
立
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
参
照
︶。
同
史
料
に
つ
い
て
は
、
間
島
由
美
子
﹁﹃
寛
永
行

幸
記
﹄
絵
巻
に
つ
い
て
│
四
種
類
の
古
活
字
版
と
そ
の
覆
刻
整
版
と
写
本
│
﹂﹃
参

考
書
誌
研
究
﹄
五
五
、
二
〇
〇
一
︶
参
照
。

︵
31
︶　

以
上
、﹁
東
久
世
家
譜
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶、
久
保
貴
子
前
掲
論
稿
。
通
廉
は

権
大
納
言
久
我
通
堅
末
子
下
津
棒
庵
︵
肥
後
加
藤
家
家
臣
︶
の
三
男
。
父
没
後
遺

領
の
内
八
〇
〇
石
を
相
続
し
た
が
、
寛
永
九
年
︵
一
六
三
一
︶
加
藤
家
改
易
後
母

と
共
に
上
洛
し
た
。
寛
永
一
七
年
︵
一
六
四
〇
︶
一
一
月
に
元
服
し
た
﹁
仙
洞
児

チ
サ
丸
﹂︵﹁
康
道
公
記
﹂︿
東
大
史
料
所
蔵
﹀
同
月
二
〇
日
条
︶
は
実
兄
亀
谷
通

尹
か
。

︵
32
︶　

平
井
誠
二
翻
刻
解
題
﹁
資
料
紹
介　
﹃
雲
上
当
時
鈔
﹄﹂︵﹃
大
倉
山
論
集
﹄
二
六
、

一
九
八
九
︶。

︵
33
︶　

富
小
路
永
貞
﹁
永
貞
卿
記
﹂
寛
文
五
年
︵
一
六
六
五
︶
二
月
一
四
日
条
、
松
田

敬
之
﹁
中
・
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
家
格
上
昇
│
地
下
官
人
よ
り
堂
上
へ
の
身

分
昇
格
運
動
│
﹂︵
稲
葉
伸
道 

研
究
代
表
﹃
日
本
前
近
代
社
会
に
お
け
る
下
級
官

人
の
研
究
│
真
継
家
を
中
心
と
し
て
│
﹄
平
成
一
三
年
度
～
平
成
一
六
年
度
科
学

研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
︵
Ａ
︶︵
二
︶︶
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
︶
二

〇
頁
。

︵
34
︶　

前
掲
山
口
和
夫
﹁
天
皇
・
院
と
公
家
集
団
﹂。

︵
35
︶　

村
和
明
﹁
近
世
朝
廷
に
お
け
る
公
日
記
に
つ
い
て
│
執
次
﹁
詰
所
日
記
﹂
の
部

類
目
録
を
中
心
に
│
﹂︵
田
島
公
編
﹃
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
﹄
四
、
思
文
閣
出
版
、

二
〇
一
二
︶。
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︵
36
︶　

東
大
史
料
所
蔵
。
酒
井
信
彦
﹁
本
所
々
蔵
華
族
諸
家
提
出
の
家
譜
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
﹄
一
二
、
一
九
七
八
︶
参
照
。

︵
37
︶　

そ
の
年
の
御
目
見
以
上
の
女
官
を
列
挙
し
た
﹁
女
房
次
第
﹂
に
︿
御
児
﹀
は
出

て
こ
な
い
。
下
級
の
三
仲
間
以
下
を
記
載
し
た
文
政
七
年
﹁
三
御
所
女
中
名
前
﹂

︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
高
橋
博
﹁
近
世
後
期
の
三
仲
間
に
関
す
る
諸
問
題
﹂︿﹃
人

文
﹄
三
、
二
〇
〇
五
。
前
掲
著
書
に
再
録
。
二
一
四
頁
﹀
参
照
︶
に
の
み
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
柳
原
家
旧
蔵
﹁
諸
事
部
類
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︶
は
宝
永

～
明
和
期
の
公
家
日
記
か
ら
︿
御
児
﹀
に
関
係
す
る
日
付
を
抄
出
し
た
一
覧
を
載

せ
る
が
、
完
全
で
は
な
い
。

︵
38
︶　

前
掲
山
口
和
夫
﹁
天
皇
・
院
と
公
家
集
団
﹂、
一
八
六
頁
。

︵
39
︶　

寛
延
三
年
、
故
桜
町
上
皇
の
遺
詔
と
し
て
摂
政
一
条
道
香
が
発
し
た
官
位
制
度

改
革
︵
橋
本
政
宣
﹁
寛
延
三
年
の
﹁
官
位
御
定
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹃
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
研
究
紀
要
﹄
二
、
一
九
九
二
。
同
﹃
近
世
公
家
社
会
の
研
究
﹄
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
再
録
︶。
そ
れ
ま
で
慶
長
期
以
後
に
創
立
さ
れ
た
家
と
そ
れ
以

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
家
と
を
分
け
る
呼
称
に
過
ぎ
な
か
っ
た
新
家
・
旧
家
が
堂

上
公
家
の
家
格
と
し
て
固
定
化
さ
れ
、
以
降
新
家
の
者
は
先
例
が
無
け
れ
ば
参

議
・
納
言
に
昇
進
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
な
ど
、
旧
家
と
の
差
別
化
が
は
か

ら
れ
た
。
近
世
前
期
の
院
御
所
群
立
に
対
応
し
て
増
加
し
た
新
家
の
多
く
は
、
天

皇
早
世
の
続
く
近
世
後
期
に
は
剰
員
化
し
、
官
位
昇
進
上
排
除
さ
れ
て
い
っ
た

︵
前
掲
山
口
和
夫
﹁
朝
廷
と
公
家
社
会
﹂︶。

︵
40
︶　

高
橋
博
﹁
朝
廷
運
営
に
お
け
る
女
官
と
勾
当
内
侍
﹂︵
同
﹃
近
世
の
朝
廷
と
女

官
制
度
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
。
一
四
～
一
五
頁
︶。

︵
41
︶　

松
田
敬
之
﹃
次
男
坊
た
ち
の
江
戸
時
代
│
公
家
社
会
の
︿
厄
介
者
﹀
│
﹄︵
歴

史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
︶。
同
書
二
三
八
～
二
三
九

頁
に
よ
れ
ば
、
文
政
一
〇
年
︵
一
八
二
七
︶
以
降
﹁
補
略
﹂
か
ら
新
規
の
次
男
爵

の
記
載
が
な
く
な
る
。
実
際
の
補
任
も
一
次
史
料
か
ら
は
確
認
で
き
な
く
な
る
。

実
家
が
補
任
料
・
扶
養
料
の
負
担
を
忌
避
し
た
だ
け
で
な
く
、
仁
孝
期
に
次
男
爵

を
停
止
す
る
政
治
的
変
化
が
あ
り
、︿
御
児
﹀
の
人
選
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

︵
42
︶　

前
掲
今
江
広
道
論
稿
。

︵
43
︶　
﹁
松
崎
家
譜
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶、
岡
田
義
治
・
初
田
亨
﹁
建
築
家
松
ヶ
崎
万

長
の
初
期
の
経
歴
と
青
木
周
蔵
那
須
別
邸
│
松
ヶ
崎
万
長
の
経
歴
と
作
品
︵
そ
の

一
︶
│
﹂︵﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
﹄
五
一
四
、
一
九
九
八
︶。

︵
44
︶　

近
習
小
番
衆
は
﹁
近
臣
﹂
と
呼
ば
れ
た
が
、
天
皇
の
側
近
と
し
て
政
治
に
関
与

し
た
の
は
議
奏
や
武
家
伝
奏
等
の
役
職
に
就
い
た
も
の
に
限
ら
れ
た
。

︵
45
︶　

奥
野
高
広
前
掲
書
、
三
九
七
・
三
九
九
～
四
〇
〇
頁
。

︵
46
︶　

村
和
明
前
掲
書
、
四
八
～
四
九
頁
。
公
家
の
一
人
扶
持
は
年
一
石
七
斗
八
升
。

奥
野
は
一
人
扶
持
＝
五
合
と
す
る
︵
前
掲
書
三
九
九
頁
︶。

︵
47
︶　

岩
生
成
一
監
修
、
岡
田
信
子
・
新
城
敏
男
・
仙
石
鶴
義
・
長
尾
正
憲
・
村
岡
美

恵
子
・
渡
辺
和
敏
校
訂
﹃
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
﹄︵
上
巻　

清
文
堂
史
料
叢

書
第
五
刊
、
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
三
。
一
七
四
・
五
〇
三
頁
︶。

︵
48
︶　

山
科
忠
言
﹁
山
科
忠
言
卿
伝
奏
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
︶
文
化
一
四
年
四

月
一
日
条
。

︵
49
︶　

甘
露
寺
方
長
﹁
方
長
卿
記
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶。
以
下
、
同
日
記
に
よ
る
。

︵
50
︶　

同
年
四
月
一
〇
日
に
兄
の
時
国
が
一
四
歳
で
没
し
た
た
め
、
叙
爵
を
済
ま
し
て

い
た
部
屋
住
の
次
男
時
光
が
嫡
子
と
な
っ
た
。

︵
51
︶　

高
橋
博
﹁
近
世
中
後
期
に
お
け
る
禁
裏
女
官
の
知
行
・
居
所
﹂︵
同
﹃
近
世
の

朝
廷
と
女
官
制
度
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
︶
二
七
一
～
二
七
二
頁
。
東
久
世

通
禧
は
東
宮
児
と
な
っ
た
際
に
﹁
賜
児
料
拾
石
三
人
扶
持
﹂
っ
た
と
い
う
︵﹁
東

久
世
家
譜
﹂︶。

︵
52
︶　

六
条
有
庸
﹁
有
庸
卿
記
﹂︵
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
所
蔵
︶。
本
稿
で

は
東
大
史
料
所
蔵
写
真
帳
を
使
用
し
た
。
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︵
53
︶　

前
掲
拙
報
告
。

︵
54
︶　

広
橋
勝
胤
﹃
広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
大
日

本
近
世
史
料　

広
橋
兼
胤
公
武
御
用
日
記
﹄
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
。

六
二
～
六
三
頁
︶。

︵
55
︶　

柳
原
隆
光
﹁
隆
光
卿
記
﹂︵
東
大
史
料
所
蔵
︶。
前
掲
櫻
井
秀
論
稿
で
は
﹁
某
卿

日
記
﹂
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

︵
56
︶　

村
和
明
前
掲
書
、
二
〇
八
頁
。

︵
57
︶　

前
掲
櫻
井
秀
論
稿
、
四
九
一
～
四
九
三
頁
。

︵
58
︶　

高
橋
博
﹁
近
世
後
期
に
お
け
る
掌
侍
の
制
度
的
検
討
﹂︵﹃
弘
前
大
学
国
史
研
究
﹄

一
一
七
、
二
〇
〇
四
。
前
掲
著
書
に
再
録
︶。

︵
59
︶　

柳
原
紀
光
﹃
閑
窓
自
語
﹄︵
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
第

二
期
八
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
︶。

︵
60
︶　

黒
田
日
出
男
﹁﹁
女
﹂
か
﹁
稚
児
﹂
か
│
寺
院
に
お
け
る
﹁
あ
い
ま
い
﹂
な
存

在
に
つ
い
て
│
﹂︵﹃
月
刊
百
科
﹄
二
七
一
、
一
九
八
五
。
同
﹃
姿
と
し
ぐ
さ
の
中

世
史
│
絵
図
と
絵
巻
の
風
景
か
ら
│
﹄
増
補　

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
二
所
収
︶。

︵
61
︶　

東
野
治
之
﹁
日
記
に
み
る
藤
原
頼
長
の
男
色
関
係
│
王
朝
貴
族
の
ウ
ィ
タ
・
セ

ク
ス
ア
リ
ス
│
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
八
四
、
一
九
七
九
。
同
﹃
史
料
学
遍
歴
﹄
雄

山
閣
、
二
〇
一
七
再
録
︶、
五
味
文
彦
﹁
院
政
期
政
治
史
断
章
﹂︵
同
﹃
院
政
期
社

会
の
研
究
﹄
山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
︶
等
。

︵
62
︶　

久
保
貴
子
﹃
近
世
の
朝
廷
運
営
│
朝
幕
関
係
の
展
開
│
﹄︵
近
世
史
研
究
叢
書

二
、
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
︶、
石
田
俊
﹁
霊
元
天
皇
の
奥
と
東
福
門
院
﹂︵﹃
史
林
﹄

九
四
‐
三
、
二
〇
一
一
︶
等
。

︵
63
︶　

猪
熊
兼
繁
﹁
維
新
前
の
公
家
﹂︵
朝
日
新
聞
社
編
﹃
明
治
維
新
の
こ
ろ
﹄
朝
日

新
聞
社
、
一
九
六
八
︶、
伊
丹
十
三
﹁
天
皇
日
常
︵
猪
熊
兼
繁
先
生
講
義
録
︶﹂︵﹃
日

本
世
間
噺
大
系
﹄
文
藝
春
秋
、
一
九
七
六
。
の
ち
新
潮
文
庫
、
新
潮
社
、
二
〇
〇

五
︶
は
天
皇
と
﹁
お
稚
児
﹂
の
男
色
関
係
を
推
測
し
て
い
る
が
、
史
料
的
根
拠
は

な
い
。
な
お
兼
繁
の
﹁
祖
父
の
妹
婿
﹂︵
高
丘
紀
季
か
︶
は
孝
明
天
皇
の
﹁
お
稚
児
﹂

だ
っ
た
と
い
う
。

︵
64
︶　

宮
内
庁
編
﹃
明
治
天
皇
紀
﹄︵
第
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
︶
二
七
一
頁
。

︵
65
︶　

東
久
世
通
禧
﹃
東
久
世
通
禧
日
記
﹄
文
久
元
年
︵
一
八
六
一
︶
一
一
月
一
日
条

︵
霞
会
館
華
族
資
料
調
査
委
員
会
編
﹃
東
久
世
通
禧
日
記
﹄
上
巻
、
霞
会
館
、
一

九
九
二
。
三
六
二
頁
︶
等
。

︵
66
︶　

篠
崎
維
章
﹃
故
実
拾
要
﹄︵
故
実
叢
書
編
集
部
編
﹃
改
訂
増
補
故
実
叢
書
﹄
一
〇
、

明
治
図
書
出
版
、
一
九
九
三
。
四
〇
〇
頁
︶。

︵
67
︶　
﹁
山
科
忠
言
卿
伝
奏
記
﹂
同
日
条
。

︵
68
︶　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
。
同
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
全
体
を
カ
ラ
ー
で
閲
覧

で
き
る
。

︵
69
︶　

江
口
恒
明
﹁
禁
裏
御
用
と
絵
師
の
﹁
由
緒
﹂・﹁
伝
統
﹂﹂︵
五
十
嵐
公
一
・
武
田

庸
二
郎
・
江
口
恒
明
﹃
天
皇
の
美
術
史
﹄
五　

朝
廷
権
威
の
復
興
と
京
都
画
壇　

江
戸
時
代
後
期
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七
。
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
︶。
な
お
、

前
田
育
徳
会
に
同
一
本
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
所
功
は
﹁
桜
町
殿
行
幸
図
﹂
を
、

加
賀
前
田
家
の
依
頼
で
作
成
し
た
も
の
を
幕
府
に
献
上
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
︵
所
功
﹁
光
格
天
皇
の
譲
位
式
と
﹃
桜
町
殿
行
幸
図
﹄﹂﹃
芸
林
﹄
六
六
‐

一
、
二
〇
一
七
︶。
朝
廷
で
作
成
し
た
も
の
の
模
写
が
前
田
家
・
幕
府
へ
贈
ら
れ

た
可
能
性
も
あ
る
。

︵
70
︶　

前
掲
﹃
有
職
故
実
図
鑑
﹄、
一
〇
六
・
二
九
五
頁
。

︵
71
︶　

勢
多
章
甫
﹃
思
ひ
の
侭
の
記
﹄
巻
二
﹁
○
御
児
は
常
は
長
絹
の
袴
の
み
着
用
す
。

正
月
・
式
日
に
は
直
衣
着
用
せ
り
。
出
御
の
時
に
は
御
前
の
簾
外
に
着
座
す
﹂︵
日

本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
第
一
期
一
三　

新
装
版
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
三
。
四
〇
頁
︶。

︵
72
︶　

裏
辻
公
愛
に
つ
い
て
は
、
松
田
敬
之
前
掲
書
、
一
二
四
～
一
三
三
頁
参
照
。
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︵
73
︶　
﹁
表
﹂
の
役
人
が
奥
向
を
軽
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︵
高
橋
博
前
掲
書
、
二
八

三
～
二
八
四
頁
︶。

︵
74
︶　

下
橋
敬
長
談
﹃
幕
末
ノ
宮
廷
﹄︵
宮
内
省
図
書
寮 

一
九
二
二
。
羽
倉
敬
尚
注
・

解
説
、
大
久
保
利
謙
補
﹃
幕
末
の
宮
廷
﹄
東
洋
文
庫
三
五
三
、
平
凡
社
、
一
九
七

九
︶。

︵
75
︶　

前
掲
仙
波
ひ
と
み
論
稿
、
一
一
八
～
一
二
〇
頁
。

︵
76
︶　

勢
多
章
甫
﹃
思
ひ
の
侭
の
記
﹄︵
前
掲
︶。

︵
77
︶　

東
久
世
通
禧
﹁
孝
明
天
皇
御
幼
時
の
御
事
実
﹂︵﹃
史
談
速
記
録
﹄
四
二
、
一
八

九
七
。
史
談
会
編
﹃
史
談
会
速
記
録
﹄
合
本
八
、
原
書
房
、
一
九
七
二
再
録
︶。

︵
78
︶　

湿
気
除
け
・
邪
気
払
い
の
た
め
蒼そ

う

朮じ
ゅ
つ︵

ホ
ソ
バ
オ
ケ
ラ
の
根
茎
︶
を
燻
蒸
︵
焚た

き

蒼そ
う

︶
し
た
。

︵
79
︶　

岡
谷
繁
実
︵
一
八
三
五
～
一
九
二
〇
︶。
旧
館
林
藩
士
。﹃
名
将
言
行
録
﹄
の
著

者
。

︵
80
︶　

倉
橋
泰
聡
﹃
議
奏
加
勢
備
忘
﹄︵
日
本
史
籍
協
会
編
﹃
議
奏
加
勢
備
忘
﹄
一
、

日
本
史
籍
協
会
叢
書
六
六
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
〇
。
一
一
三
～
一
一
七

頁
︶。

︵
81
︶　
﹁
国
事
﹂
と
は
﹁
大
政
の
枠
外
に
発
生
し
た
問
題
群
﹂
で
あ
り
、
外
交
や
長
州

処
分
等
の
問
題
を
さ
す
︵
井
上
勲
﹁
開
国
と
幕
末
の
動
乱
﹂
同
編
﹃
開
国
と
幕
末

の
動
乱
﹄
日
本
の
時
代
史
二
〇
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
。
三
六
～
三
八
、
七

〇
～
七
二
頁
︶。

︵
82
︶　

盛
田
帝
子
﹁
光
格
天
皇
と
宮
廷
歌
会
│
寛
政
期
を
例
に
│
﹂﹃
雅
俗
﹄
九
、
二

〇
〇
二
。
改
題
﹁
光
格
天
皇
と
寛
政
期
の
宮
廷
歌
会
﹂
同
﹃
近
世
雅
文
壇
の
研
究

│
光
格
天
皇
と
賀
茂
季
鷹
を
中
心
に
│
﹄
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
再
録
。
一
〇
七

～
一
〇
八
頁
︶、
佐
藤
雄
介
﹁
近
世
後
期
の
朝
廷
財
政
と
江
戸
幕
府
│
寛
政
～
文

化
期
を
中
心
に
│
﹂︵
朝
幕
研
究
会
編
﹃
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
│
大
会
成
果

報
告
集
│
﹄
一
、
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
八
。
改
題
﹁
寛
政
－

文
化
期
の
朝
廷
財
政
と
光
格
天
皇
﹂
同
﹃
近
世
の
朝
廷
財
政
と
江
戸
幕
府
﹄
東
京

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
再
録
。
一
七
三
～
一
七
五
頁
︶。

︵
83
︶　

藤
田
覚
﹁
国
政
に
対
す
る
朝
廷
の
存
在
﹂︵
辻
達
也
編
﹃
日
本
の
近
世
﹄
二　

天
皇
と
将
軍
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
。
同
﹃
近
世
天
皇
論
│
近
世
天
皇
研
究

の
意
義
と
課
題
│
﹄
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
再
録
︶、
佐
竹
朋
子
﹁
学
習
院
学

問
所
設
立
の
歴
史
的
意
義
﹂︵﹃
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要　

史
学
編
﹄
二
、
二
〇
〇
三
︶
等
。

︵
84
︶　

元
の
曽
先
之
が
中
国
正
史
か
ら
故
事
を
抄
出
し
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
。
初
学
者

の
入
門
書
と
さ
れ
る
。

︵
85
︶　

文
章
博
士
は
菅
原
氏
か
ら
選
ば
れ
、
紀
伝
道
︵
中
国
史
︶
教
授
を
担
当
。
明
経

博
士
は
清
原
氏
か
ら
選
ば
れ
、
明
経
道
︵
儒
学
︶
教
授
を
担
当
し
た
。

︵
86
︶　

近
衛
家
煕
口
授
・
山
科
道
安
記
﹃
槐
記
﹄︵
高
頭
忠
造
編
、
黒
川
真
頼
・
小
杉

榲
邨
・
井
上
頼
圀
校
閲
、
雛
田
千
佳
良
・
西
脇
玉
峯
校
正
﹃
史
料
大
観
﹄
第
三
巻　

記
録
部　

槐
記
、
哲
学
書
院
、
一
九
〇
〇
︶
四
四
～
四
五
頁
。
傍
注
の
︹　

︺
内

は
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

︵
87
︶　

宮
内
省
先
帝
御
事
蹟
取
調
掛
編
﹃
孝
明
天
皇
紀
﹄
同
日
条
所
収
﹁
御
学
問
所
南

庭
蹴
鞠
記
﹂︵
宮
内
庁
蔵
版　

二
、
平
安
神
宮
、
一
九
六
七
。
一
四
四
～
一
四
九
頁
︶

﹁
御
覧
所
へ
出
御
︽
簾
中
︾、
児
簀
子
出
座
、
右
大
臣
・
内
大
臣
等
着
座
﹂。

︵
88
︶　
﹁
孝
明
天
皇
紀
附
図
﹂︵
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
、
書
陵
部
所
蔵
資
料
目

録
・
画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
で
公
開
中
︶
の
う
ち
、﹁
嘉
永
六
年
九
月
二
十
三
日
蹴

鞠
御
覧
図
︵
御
学
問
所
南
砌
︶﹂。

︵
89
︶　

東
久
世
通
禧
詞
書
、
田
中
有
美
画
﹃
三
条
実
美
公
履
歴
﹄︵
一
～
五
、
三
条
実

美
公
履
歴
発
行
所
、
一
九
〇
七
。
改
題
復
刻
﹃
七
卿
回
天
史
絵
巻　

三
条
実
美
公

履
歴
﹄
維
新
回
顧
録
叢
書
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
九
四
︶。
尾
崎
三
良
﹁
故
三
条

公
履
歴
絵
巻
の
こ
と
﹂︵﹃
尾
崎
三
良
自
序
略
伝
﹄
下
巻　

中
公
文
庫
、
中
央
公
論

社
、
一
九
八
〇
︶
参
照
。
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︵
90
︶　
﹃
井
伊
家
史
料
﹄︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
大
日
本
維
新
史
料
﹄
類
纂
之
部　

井
伊
家
史
料
九
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
。
二
一
七
頁
︶。

EN
G

LISH
 SU

M
M

A
R

Y
O

n “O
chigo

” in the N
oble Society 

of the Early M
odern Im

perial Court
H

A
Y

A
SH

I D
aiki

　T
his article exam

ines “O
chigo”, w

ho served the em
perors, retired 

em
perors, and “N

yoin
” in the Early M

odern Im
perial Court. T

here is 
insufficient research on “O

chigo”, w
ho w

ere children of K
uge before 

adults goes to “O
ku

” of the Im
perial place.

　T
he author first exam

ined the description in K
odaiichiran w

hich is 
a book of ancient practices in the first half of the 18th century.

　A
t the beginning of the early m

odern era, children of K
uge w

ho 
w

ere raised by m
aids and retired Em

perors before adult w
ere given 

allow
ance from

 the T
okugaw

a Shogunate and w
ere officially recog-

nized, becom
ing know

n as “O
chigo”.

　N
ext, the author created a list of “O

chigo”. “O
chigo” becam

e m
ore 

popular from
 the house belonging to shinke and tozam

a-koban, it w
ent 

off the career course. H
ow

ever, “O
chigo” w

ere m
ore fam

iliar to the 
Em

peror than kinju-koban and other courtiers.

　“O
chigo” w

as adopted on “Chogi” m
eaning the agreem

ent of the 
Em

peror, K
anpaku, Buketenso and G

iso, but that personnel selection 
w

as based on the netw
ork of “O

ku
”.

　K
ey W

ords:   “O
chigo” (im

perial page), list, K
odaiichiran, allow

ance, 
“O

ku
” (personal business)


